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１、開催年月日時刻及び場所

  令和２年６月１２日

自  午前１１時００分

至  午前１１時０５分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委 員 長 山本 由夫 君

副 委 員 長 久保田将誠 君

委   員 田中 愛国 君

〃 溝口芙美雄 君

〃 徳永 達也 君

〃 山田 朋子 君

〃 ごうまなみ 君

〃 宅島 寿一 君

〃 宮島 大典 君

〃 宮本 法広 君

    〃 中村 泰輔 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、審査の経過次のとおり

― 午前１１時００分 開会 ―

【山本(由)委員長】 ただいまから、環境生活建

設委員会を開会いたします。

これより議事に入ります。

まず会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。

会議録署名委員は、徳永委員、宅島委員のご

両人にお願いいたします。

次に、審査の方法について、お諮りいたしま

す。

本日の委員会は、令和２年6月定例会におけ

る本委員会の審査内容等を決定するための委員

間討議であります。

それでは、審査方法等について、お諮りいた

します。

審査の方法については、委員会を協議会に切

り替えて行いたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時０１分 休憩 ―

― 午前１１時０５分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、この後、理事者に正式に通知すること

といたします。

ほかにご意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ほかにないようですので、これをもって本日

の環境生活建設委員会を閉会いたします。

お疲れ様でした。

― 午前１１時０５分 散会 ―
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第 １ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和２年６月２５日

自   午前１０時 ０分

至   午後 ４時１３分

於   委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 山本 由夫 君

副委員長(副会長) 久保田将誠 君

委 員 田中 愛国 君

〃 溝口芙美雄 君

〃 徳永 達也 君

〃 山田 朋子 君

〃 ごうまなみ 君

〃 宅島 寿一 君

〃 宮島 大典 君

〃 宮本 法広 君

〃 中村 泰輔 君

３、欠席委員の氏名

な   し

４、委員外出席議員の氏名

な   し

５、県側出席者の氏名

土 木 部 長 奥田 秀樹 君

土 木 部 次 長 天野 俊男 君

地域振興部参事監兼
土 木 部 参 事 監
（まちづくり推進担当）

村上 真祥 君

監 理 課 長 田中 庄司 君

建 設 企 画 課 長 川添 正寿 君

建設企画課企画監 中村 泰博 君

新幹線事業対策室長
（ 参 事 監 ）

大塚 正道 君

都 市 政 策 課 長 植村 公彦 君

道 路 建 設 課 長 馬場 一孝 君

道 路 維 持 課 長 馬場 幸治 君

港 湾 課 長 平岡 昌樹 君

港 湾 課 企 画 監 松永 裕樹 君

河川課長（参事監） 浦瀬 俊郎 君

河 川 課 企 画 監 松本 憲明 君

砂 防 課 長 鈴田  健 君

建 築 課 長 三原 真治 君

営 繕 課 長 平松  彰 君

住 宅 課 長 高屋  誠 君

住 宅 課 企 画 監 小山 俊一 君

用 地 課 長 佐々木健二 君

文化観光国際部長 中﨑 謙司 君

文化観光国際部政策監
（国際戦略担当）

前川 謙介 君

文化観光国際部次長 伊達 良弘 君

文 化 振 興 課 長 村田 利博 君

世 界 遺 産 課 長 馬場 秀喜 君

観 光 振 興 課 長 佐古 竜二 君

国際観光振興室長（参事監） 佐々野一義 君

物産ブランド推進課長 長野 敦志 君

国 際 課 長 永橋 勝巳 君

国 際 課 企 画 監
（アジア・国際戦略担当）

坂口 育裕 君

スポーツ振興課長 野口 純弘 君

スポーツ振興課企画監
（スポーツ合宿・大会誘致担当）

江口  信 君

６、審査事件の件名

〇予算決算委員会（環境生活建設分科会）

第96号議案

令和2年度長崎県一般会計補正予算（第4号）

（関係分）

第97号議案

令和2年度長崎県港湾施設整備特別会計補正
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予算（第1号）

第99号議案

令和2年度長崎県交通事業会計補正予算（第1
号）

第108号議案

令和2年度長崎県一般会計補正予算（第5号）

（関係分）

報告第3号
令和元年度長崎県一般会計補正予算（第10
号）（関係分）

報告第10号
令和元年度長崎県用地特別会計補正予算（第

2号）

報告第13号
令和元年度長崎県港湾施設整備特別会計補正

予算（第5号）

報告第14号
令和元年度長崎県流域下水道特別会計補正予

算（第4号）

報告第17号
令和元年度長崎県港湾整備事業会計補正予算

（第4号）（関係分）

報告第18号
令和元年度長崎県交通事業会計補正予算（第

2号）

報告第19号
令和2年度長崎県一般会計補正予算（第3号）

（関係分）

７、付託事件の件名

〇環境生活建設委員会

（1）議 案

   な  し

（2）請 願

  な  し

（3）陳 情

・新型コロナウイルス感染症対策に関する要望

について

・新型コロナウイルス感染症対策に関する要望

・新型コロナウイルス感染症への水際対策に関

する要望

・要望書

・新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に関

する要望書

・令和3年度 県の施策等に関する重点要望事

項

・陳情書（石木ダム建設事業）

・陳情書（長崎港ターミナルビル）

・陳情書（一般国道324号及び野母崎宿線）

・新型コロナウイルス感染症対策に関する要望

書

・令和3年度 国政・県政に対する要望書

８、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開会 ―

【山本(由)委員長】 ただいまから環境生活建設

委員会及び予算決算委員会環境生活建設分科会

を開会いたします。

それでは、これより議事に入ります。

今回、本委員会に付託されました案件はござ

いませんが、陳情11件の送付を受けております。

なお、予算及び予算に係る報告議案につきま

しては、予算決算委員会に付託されました予算

及び報告議案の関係部分を環境生活建設分科会

において審査することになっておりますので、

本分科会として審査いたします案件は、第96号
議案「令和2年度長崎県一般会計補正予算（第4
号）」のうち関係部分ほか10件であります。

次に、審査方法についてお諮りします。

審査は、従来どおり分科会審査、委員会審査
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の順に行うこととし、各部ごとにお手元にお配

りしております審査順序のとおり行いたいと思

いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように進めることといたします。

これより、土木部関係の審査を行います。

審査に入ります前に、理事者側から、4月の

臨時会及び5月の政府施策要望項目審査に出席

していなかった幹部職員の紹介を受けることに

いたします。

【奥田土木部長】土木部の新任幹部職員をご紹

介いたします。

〔幹部職員紹介〕

以上でございます。

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。

なお、有吉技監から、本委員会及び分科会を

欠席する旨の届が出ておりますので、ご了承を

お願いいたします。

それでは、審査に入ります。

【山本(由)分科会長】 まず、分科会による審査

を行います。

予算及び予算にかかる報告議案を議題といた

します。

土木部長より、予算及び報告議案説明をお願

いいたします。

【奥田土木部長】土木部関係の議案についてご

説明いたします。

「予算決算委員会環境生活建設分科会関係議

案説明資料」の土木部をお開きください。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

96号議案「令和2年度長崎県一般会計補正予算

（第4号）」のうち関係部分、第97号議案「令

和2年度長崎県港湾施設整備特別会計補正予算

（第1号）」、報告第3号 知事専決事項報告（令

和元年度長崎県一般会計補正予算（第10号））

のうち関係部分、報告第10号 知事専決事項報

告（令和元年度長崎県用地特別会計補正予算（第

2号））、報告第13号 知事専決事項報告（令

和元年度長崎県港湾施設整備特別会計補正予算

（第5号））、報告第17号 知事専決事項報告

（令和元年度長崎県港湾整備事業会計補正予算

（第4号））のうち関係部分であります。

第96号議案「令和2年度長崎県一般会計補正

予算（第4号）」のうち、土木部関係の補正予

算は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う

指定管理者負担金の増により、長崎県港湾施設

整備特別会計への繰出金を補正しようとするも

のであり、歳出予算では、港湾空港費5,314万
3,000円の増となっております。

第97号議案「令和2年度長崎県港湾施設整備

特別会計補正予算（第1号）」については、新

型コロナウイルス感染症の影響に伴う指定管理

者負担金の増について、歳入、歳出それぞれ

5,314万3,000円の増を計上しております。

なお、第96号及び97号議案については、補足

説明資料を配付させていただいております。

次に、知事専決事項報告についてご説明いた

します。

本件は、先の2月定例会の予算決算委員会に

おいて、専決処分により措置することについて、

あらかじめご了承いただいておりました令和元

年度予算の補正を令和2年3月31日付けで専決

処分させていただいたものであります。

まず、報告第3号 知事専決事項報告（令和

元年度長崎県一般会計補正予算（第10号））の

うち、土木部関係の歳入、歳出予算は、それぞ

れ記載のとおりであります。

補正予算の主な内容は、事業費の変更に伴う

減等で、公営住宅建設費等1億2,624万8,000円
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の減、河川等災害復旧費2億2,884万4,000円の

減、港湾災害復旧費2億4,640万円の減などを補

正いたしております。

また、報告第10号 知事専決事項報告（令和

元年度長崎県用地特別会計補正予算（第2号））、

報告第13号 知事専決事項報告（令和元年度長

崎県港湾施設整備特別会計補正予算（第5号））、

報告第17号 知事専決事項報告（令和元年度長

崎県港湾整備事業会計補正予算（第4号））の

うち関係部分については、それぞれ記載のとお

りであります。

このほか、繰越計算書報告についても記載の

とおりであります。

なお、繰越計算書報告については、補足説明

資料を配付させていただいております。

以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【山本(由)分科会長】 次に、監理課長より補足

説明を求めます。

【田中監理課長】土木部関係の繰越計算報告に

ついて補足してご説明いたします。

お手元にお配りしております課長補足説明資

料の1ページ、「繰越額理由別調書」をご覧く

ださい。よろしいでしょうか。

表の縦の区分が款項目の予算科目、横の区分

が繰越額の理由別内訳となっております。

表の左端の欄を上から見ていただきますと、

総務費、土木費、災害復旧費という順になって

おります。

2ページ目をお開きください。

令和元年度一般会計の合計は、①の欄になり

ますが、640件、362億229万9,000円で、この

うち2月の経済対策補正予算にかかる繰越が②

の欄になりますが、197件、141億6,880万5,000
円で、一般会計合計からこの分を除いた通常分

が③の欄になりますが、443件、220億3,349万
4,000円となっております。

令和元年度の繰越額を平成30年度の繰越額

と比較いたしますと、一般会計合計では①－④

の欄になりますが、件数は161件の増、繰越金

額は43億8,412万1,000円の増となっており、経

済対策を除いた通常分では、③－⑥の欄になり

ますが、件数は131件の増、繰越金額は9億264
万5,000円の減となっております。

次に、特別会計の繰越額ですが、⑦の欄が用

地特別会計分で2件、6億5,010万円、⑧の欄の

港湾施設整備特別会計分が5件、1億2,620万円

となっており、一般会計と合わせた土木部合計

は、⑨の欄になりますが、647件、369億7,859
万9,000円となっております。

次に、一般会計合計、①の欄の繰越額を理由

別にご説明いたします。表の右の方に繰越理由

を、6つの区分にして整理をしております。

まず、地元調整にかかる繰越額は189件、100
億3,376万4,000円で、具体的には関係機関や関

係者との調整、工事施工に伴い発生する騒音や

振動などの地元調整等に日数を要したため、繰

越となるものでございます。

次に、用地補償の交渉や家屋移転に日数を要

したものなど、用地補償にかかる繰越額が35件、

16億1,165万6,000円です。

工法の検討や、当初想定をしていなかった諸

条件の変更に伴う設計変更に日数を要したもの

など、設計工法等にかかる繰越額が81件、25億
6,190万2,000円です。

事業決定の遅れ、補正にかかる繰越額、これ

には本年2月の経済対策補正にかかる繰越額も

含んでおりますけれども、280件、168億4,627
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万7,000円となっております。

資機材や人材の逼迫、入札の不調・不落にか

かる繰越額が54件、12億8,590万3,000円です。

その他として、新幹線整備事業の負担金にか

かる繰越額が1件、38億6,279万7,000円となっ

ております。

以上で説明を終わらせていただきます。

【山本(由)分科会長】 次に、港湾課長より補足

説明を求めます。

【平岡港湾課長】 第96号議案及び第97号議案、

令和2年度補正予算について、補足してご説明

いたします。

課長補足説明資料は3ページをご覧ください。

「補正予算（指定管理者負担金）について」と

いう資料になります。

補正予算額は5,314万3,000円で、負担金の対

象となるのは、長崎港常盤・出島地区及び松が

枝地区の指定管理者である「長崎クレインオア

シスマネジメント」です。

この指定管理におきましては、新型コロナウ

イルス感染症の影響でクルーズ船が来航できな

いため、それに伴うツアーバス利用が皆無とな

っており、また、都道府県をまたぐ移動自粛、

修学旅行等の観光バスの来県もほとんどない状

況で、駐車場収入が大幅に減少しています。

さらに、「帆船まつり」や「ながさきみなと

まつり」など大型イベントが中止になり、水辺

の森公園における収入も、同様に大幅に減少し

ているところでございます。

このような状況下でも、施設の光熱水費や芝、

樹木等の維持管理費は必要でありまして、これ

らにかかる経費より、駐車場等の利用料収入が

非常に低いため、その差額である5,314万3,000
円を指定管理者負担金として補正予算を計上さ

せていただいております。

以上で説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【山本(由)分科会長】 以上で説明が終わりまし

たので、これより予算及び報告議案に対する質

疑を行います。

質疑はありませんか。

【山田(朋)委員】 第96号、第97号議案について

伺いたいと思います。

今回、事情はよく理解をさせていただきます

が、もともとの契約、当初予算での状況の中で

見た時に、公園というか駐車場の維持管理等を

していただいているようでありますが、どれぐ

らいの人数で、どういった形で従事していただ

いているかを、まず教えていただけますか。

【松永港湾課企画監】指定管理者が、この駐車

場等の管理等をする人員のご質問でございます。

この指定管理の区域、常盤・出島地区と松が

枝地区、2つの施設を管理しているところでご

ざいます。人件費として、ここの指定管理のス

タッフにつきましては、所長がそれぞれ1人ず

つなので所長として2人、それから、あとはス

タッフとしまして、これは非正規も含みますが、

スタッフとしては、すみません、ちょっと確認

をいたします。

【山本(由)分科会長】 しばらく休憩いたします。

― 午前１０時１７分 休憩 ―

― 午前１０時１８分 再開 ―

【山本(由)分科会長】 再開いたします。

【松永港湾課企画監】従業員は、ここに従事し

ている職員としましては、常盤・出島地区で11
名、松が枝地区で6名、17名ということになっ

ています。

ただ、この方たちは駐車場の関係だけじゃな
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くて、樹木の管理とかも行っておりますので、

管理全てに従事しているスタッフということで

11名と6名で17名、それから所長が2名というこ

とで、合計で19名という形になります。大変失

礼しました。

【山田(朋)委員】 人件費が、それぞれに所長が

2名と、常盤の方に11名、松が枝の方に6名とい

うことであります。

駐車場も、人がいなくていい駐車場、私も行

ったことがありますけど、水辺の森のところの

駐車場でいいんですよね。そういった状況では

あるけれども、あれだけの広いところの樹木の

管理等に従事をしていただいているということ

で理解をしたいと思います。

それぞれにこれだけのスタッフが、休みとか

もあるから、交代で出てきていると思いますけ

れども、この仕事だけに従事をしていただいて

いるという理解で大丈夫ですね。（「はい」と

呼ぶ者あり）

この収支を見た時に、当初予算の中で見た時

に、利益が23万4,000円しかない。もともとの

収入と支出、経費等を差し引いたところが23万
4,000円しかないように見えますが、県の契約と

いうものは大体この程度の利益しかないのが多

いのかどうか、一般的にどうなのかを教えても

らえますか。私が不勉強で申しわけないですけ

れども。

【松永港湾課企画監】指定管理につきましては、

公共施設の利用料収入を財源としまして、それ

に基づいて維持管理をすると、そういった収入、

支出を指定管理の方で一元的に行うということ

でございますので、大体とんとんになるという

のが基本でございます。

港湾課でも、例えば元船のターミナルのとこ

ろの別の指定管理は、駐車場収入がかなり多い

ということなので、こういったところについて

は、売上が収支を上回った分については、一定

額を県の方に納付していただくという形のもの

もございますし、あと、例えばあまり収入がな

いような施設を管理する部分については負担金

をお支払いして、そこで同額ぐらいで運営をし

ていただくという形になっております。

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑はありません

か。

【宮本委員】 質問させていただきます。

先ほど説明いただきました課長補足説明資料、

この中で繰越額理由別調書、1ページと2ページ

にわたってご説明をいただきました。

2ページを見てみますと、一般会計、令和元

年度と平成30年度を比べると、繰越額、件数と

もに上がっています。それぞれ理由別の内訳を

見てもそれぞれ上がっているという現状があり

ます。中には、比較すると結構上がっている理

由別のところもあるみたいですが、確認をさせ

ていただきますが、この繰越の中で、今回の新

型コロナウイルス感染症が原因であったという

ところがあるのか、ないのか。非常に大きい部

分がありますならば教えていただければと思い

ます。

【田中監理課長】今回の繰越の中で新型コロナ

ウイルスに関する影響ということでございます

けれども、件数でいきますと9件ほどございま

して、主なものをご説明させていただきますと、

一つには、新型コロナウイルスの影響で国との

協議ができなかったというものもございます。

あと、資機材を確保できなかったというものも

ございます。

資機材に関することにつきましては、対馬の

方で情報基盤関係の整備工事を発注しているん

ですけれども、この分で中国からの資機材が調
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達できなかったということで、関連して3件ほ

どの繰越がございます。この分で大体3,900万円

ほどございまして、全体で新型コロナウイルス

に関する影響での繰越が大体6,300万円程度ご

ざいました。

【宮本委員】 9件ですね。これは今までなかっ

たことでありましょうし、約6,300万円が繰り越

された状況であるということ。

先ほどおっしゃった資機材、これはやっぱり

幾らかの影響、確保が厳しいので工事が遅れた

というのが確かにあろうかと思いますが、現在

の状況について確認させてください。

【田中監理課長】 6月24日の時点でこの状況を

確認させていただいておりまして、7月末には、

この機材は搬入されて、工事自体もその時点で

終了すると、完成するというふうに承知をして

おります。

【宮本委員】 そうするならば、8月からは通常

どおり、県内における工事については再開でき

るという認識でよろしかったでしょうか。

【田中監理課長】 令和2年度に入りましては、

新型コロナウイルスに関する影響というのは特

段承知をしておりませんので、令和元年度の分

が新型コロナウイルスでこの程度の影響があっ

たということで、現在、繰越の状況で残ってい

て、それが7月末には完了しますので、それ以

降は大きな影響はないものと現時点では考えて

おります。

【宮本委員】分かりました。理由別内訳を見て

も資器材・人材逼迫とか、これが差で35件とい

う形になっていますので、その分が結構なウエ

ートを占めるのかなとも思っています。

あと、ちょっと見てみますと、同じ資料で理

由別内訳の事業決定の遅れとか補正とかがあり

ますよね。令和元年度280件、平成30年度につ

いては217件、63件と、結構、遅れというのは

ありましょうが、これについてもう少し詳しく

お伝えいただければと思います。

【田中監理課長】委員ご指摘の点につきまして

は、昨年度の2月補正で予算を計上させていた

だいた経済対策分、この部分が主な要因となっ

ておりまして、全体的にご説明させていただき

ますと、この分で161件、額で44億円の増とい

うような形になっておりまして、特にこの経済

対策補正分は平成30年度が90億円でございま

したが、令和元年度が142億円ということで、

経済対策補正が2月に予算を計上し、それ以降

に発注をしたということで、特に大きく繰越額

が増えた要因になっております。

【山本(由)分科会長】 ほかに予算に関する質疑

はありませんか。

【徳永委員】今の宮本委員の関連ですけれども、

この繰越中で人材ひっ迫があります。これにつ

いて新型コロナウイルスの影響ですね、いわゆ

る特殊工や下請けの関係で県外から来られる方

が、新型コロナウイルス感染症によって、例え

ば大手ではそういう感染の現場もあっていまし

たし、そういう影響というのはなかったんです

か。

【川添建設企画課長】 3月は、委員おっしゃる

ように、大手等が、特に新幹線工事等で工事中

止という状況があって、それは東京というか、

そっちの方だったんですけれども、今現在の状

況を報告いたしますと、今現在、県の稼働が650
件やっていまして、そのうち、大体県外が元請

け、あるいは県外の下請けが入る工事というの

が、大体34件稼働しております。そのうち、そ

ういったコロナの影響が厳しいということであ

れば、1都3県プラス北九州というような状況な

んですけれども、そういうところから入り込み
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がある工事というのが約9件ございまして、人

数としては約29名の方が、主に東京と北九州か

ら入っています。特に、下請け等が大半の人が

入っていまして、主にどうしても地盤改良とか、

電気防食とか、特殊な作業については今現在も

そういった人たちが従事しているというような

状況です。

ただ、県としては、4月に文書を出したんで

すけれども、発注工事というのは止めない、基

本的には業者からの申し出がない限りは工事中

止はかけないというような姿勢で、公共事業に

ついては継続というようなことを打ち出してお

りますので、基本的には三密とか、現場ででき

ることを対応していきながら、仕事は進めてい

ただきたいと、そういった姿勢で今臨んでいる

というような状況でございます。

【溝口委員】 第96号議案と第97号議案ですけ

れども、当初の見込みと比べて大幅に駐車場収

入が得られないということですけれども、今回、

収入が補正予算としては3,523万1,000円、大体

4分の1ぐらいということで、その積算の根拠を、

支出と両方の根拠を教えていただきたいと思い

ます。

【松永港湾課企画監】指定管理者の収支に関し

ての内訳ということでございます。

まず、当初予算の収入1億4,390万4,000円に

対して3,523万1,000円、この差額が9,967万円、

約1億円ぐらいございます。

これにつきましては、やはりツアーバスの関

係、常盤南駐車場の分で大体5,800万円減額とい

うことになっております。それからターミナル

ビル、これは当然クルーズ船が入ってきません

ので、入ってきた時にそこでいろいろイベント

をしたりしたりとか、そういった利用料金等を

含めて約1,300万円、これで大体7,000万円ぐら

いです。あとは、水辺の森でのイベント利用の

関係等が残り大体3,000万円弱という形になっ

ております。これが収入の方の9,960万円の減額

ということになっております。

それから支出の方でございます。これが当初

の予定では1億3,467万円、これに対し8,837万
4,000円と、この差額が4,629万6,000円という

ことになっております。

これは当然、人件費等も一定節約という形で、

大体2,000万円ぐらい抑えると。あとは、もろも

ろ委託関係も2,000万円ぐらい抑えるという形

で、支出の方も一定、可能な範囲で抑えるとい

う形にしましたが、やはりそれでも5,300万円不

足をするので、その分を県の方から負担をする

という形で算定をしております。

【溝口委員】 先ほど、人件費的には17名分と

いうことでした。2,000万円ぐらい人件費を削減

するということですけれども、そのことについ

ては雇止めをしたりという形をとるんですか。

普通に常用で雇っていない人がいるのかどうか、

そこら辺がわからないんですけれども、普通だ

ったら人件費というのはなかなか減らすことが

できないと思うんですけれども、その辺につい

て会社の方と話し合いがついているということ

だと思うんですけれども、どのような形をとる

ようにしているんですか。

【松永港湾課企画監】今回の補塡に際しまして

は、当然指定管理者であるクレインオアシスマ

ネジメントと一応、基本的にどういう形で人件

費、それから委託料等を、今の状況の中ででき

るのかということを協議をいたしました。

人件費につきましては、スタッフ自体、11名
と6名、所長を除いて17名の方については基本

的に雇用自体を減らすということではございま

せんで、それは指定管理の業務の中で、例えば
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時間的なところとかを調整していただいて、こ

の範囲であれば可能だということで、指定管理

者からも十分意見を聴取してこの金額を出して

いるということでございます。

【溝口委員】 収入的なことでも5,800万円、駐

車場収入とか、それがなくなるということです

けれども、当初、大体何台ぐらいを想定してい

たのか。それで、新型コロナウイルスの関係で

どうしても、そこら辺が駐車場に来ないと。台

数の計算を、積算した部分を教えていただけれ

ばと思うんですけれども。

【松永港湾課企画監】ツアーバスに関しまして

は、クルーズ船が1回入ると、常盤南駐車場で

大体57台、それから松が枝ターミナルの裏の方

にある駐車場で15台、大体70台前後という形で

来ます。当初、クルーズが250隻入るというこ

とで組んでおりまして、それがほぼなくなると

いうことでございますので、1回70台が250回と、

そういう台数で積算をしております。

【溝口委員】 分かりました。70台の250回で計

算ということですけれども、今度、収入の方は、

何台で大体どのくらいと計算しているんですか。

【松永港湾課企画監】 ツアーバスについては、

もうほぼゼロという見込みですが、常盤南駐車

場については、例えば修学旅行のバスとか、そ

の他一般の駐車場という形でも運営をしており

ます。

すみません、ここの台数については、今、手

元に何台という実績がございませんから、後ほ

ど確認してご報告ということでよろしいでしょ

うか。

【溝口委員】 そうしたら、250隻の予定がもう

今年の場合は1隻も来ないという計算でしたと

いうことですけれども、もし再開できて何十隻

か来たということになれば、この積算は違って

くることになるんですけれども、その場合はど

うするんですか。この5,300万円は不足分として

県から出すんですけれども、収入が増えてきた

ら戻してもらうということになるんですか。そ

こら辺については確認しておきたいと思います。

【松永港湾課企画監】 今回の補正予算、5,300
万円が年間で不足するということで計上をさせ

てもらっています。この負担金については、指

定管理者の方に4期に分けてお支払いをすると

いうことにしております。

今、委員からご指摘がありました、今後収入

が上がっていくことになりますと、当然この差

額が圧縮をされることになりますので、そうい

った段階では、例えば第2、第3四半期で収入が

上がっているようであれば、この額を抑えた分

をお支払いすると。あくまで収支として実際に

出てきたもので不足する分を、この5,300万円の

中で確認をしながらお支払いをしていくという

形で考えております。

【溝口委員】 分かりました。そうしたら、4期
に分けてということであれば、今から2か月ず

つということになってくるんですか。（発言す

る者あり）4期の区分けの仕方を、どういうふ

うに考えているんですか。

【松永港湾課企画監】 まず7月、10月、1月、

最終的に4月にお支払いするという形になりま

す。4期に分けてというのは、そういうことで

ございます。

【溝口委員】今回の新型コロナウイルスで、い

ろんな指定管理者も大変影響を受けていると思

うんですけれども、土木部に関係する指定管理

者で、ほかには新型コロナウイルスに関係する

ものは出てこないのかどうか、そこら辺につい

ても確認させていただきたいと思います。

【松永港湾課企画監】港湾課の所管についてで
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ございます。今回の指定管理、松が枝、水辺の

森、常盤出島地区以外に港湾課で管理している

ものにつきましては、先ほどもちょっと申し上

げた長崎港元船地区のターミナルビルの関係の

指定管理、それから長崎港の福田地区のサンセ

ットマリーナのハーバー関係、それから佐世保

市のハウステンボスのマリーナの指定管理を港

湾課で所管しております。

こちらにつきましては、現時点では影響がな

いと。いわゆる収支の中で運用ができていると

いうことでございますので、現時点では影響が

ないと考えております。

【馬場道路維持課長】道路維持課の所管でござ

いますが、諫早の総合運動公園を指定管理者に

委託をしているところでございます。これにつ

きましては、皆さんご存じのとおりＪリーグが、

これまで1試合しかなくて中止になっておりま

した。来週から再開ということで、この間のサ

ッカー使用料が収入減となる見込みですけれど

も、再開したということですので、経緯を見て

いるところでございます。最終的に大きな収入

減で指定管理の負担の方が大きくなるというこ

とであれば、補正予算は今後検討してまいりた

いと考えておりまして、現時点では今回は見送

っているところでございます。

【山本(由)分科会長】 ほかに、予算に関する質

疑はありませんか。

【松永港湾課企画監】 先ほど、溝口委員から、

ツアーバス以外に常盤南駐車場で一般の駐車と

してどのくらいの台数があるのかということで

したが、年間大体6,000台程度、一般の分の利用

があるということでございます。

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑はございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑がないようで

すので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 討論がないようですので、

予算及び報告議案に対する質疑・討論が終了し

ましたので、採決を行います。

第96号議案のうち関係部分、第97号議案、報

告第3号のうち関係部分、報告第10号、報告第

13号及び報告第17号のうち関係部分について

は、原案のとおり、それぞれ可決承認すること

にご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算及び報告議案は、原案のとおり

それぞれ可決、承認すべきものと決定されまし

た。

【山本(由)委員長】 次に、委員会による審査を

行います。

土木部におきましては、今回、委員会付託議

案がないことから、所管事項についての説明を

受けた後に陳情審査を行い、その後、知事専決

事項報告（地方自治法第180条関係）、経営状

況説明書、次期長崎県総合計画素案骨子、そし

て、最後に新型コロナウイルス感染症にかかる

対策とその進捗状況等について、質問を行いま

す。

まず、土木部長より所管事項説明をお願いい

たします。

【奥田土木部長】土木部関係の議案についてご

説明いたします。

「環境生活建設委員会関係議案説明資料」、

土木部をお開きください。

今回、土木部関係の議案はございませんので、
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議案外の報告事項及び主な所管事項についてご

説明いたします。

最初に、土木部関係の議案外の報告事項につ

いてご説明いたします。

（和解及び損害賠償の額の決定について）

令和元年及び令和2年に発生した県の管理瑕

疵による事故の和解及び損害賠償の額の決定

10件。

（契約の締結の一部変更について）

主要地方道厳原豆酘美津島線道路改良工事

（（仮称）尾浦トンネル）の契約の締結の一部

変更。

（起訴前の和解及び訴えの提起について）

県営住宅の明渡し及び滞納家賃の支払いにつ

き、起訴前の和解の申し立て2件、訴えの提起1
件。

以上、それぞれ専決処分させていただいたも

のであり、その内容は記載のとおりであります。

次に、土木部関係の主な所管事項についてご

説明いたします。

（新型コロナウイルス感染症にかかる対策に

いて）

公共工事及び河川や道路などの公物管理は、

社会の安定の維持の観点において非常に重要で

あることから、緊急事態宣言が発令された場合

においても、事業継続の方針を示すとともに、

受注者から申し出があれば、必要に応じ、工事

の一時中止等の措置を行うこととしております

が、現時点で県発注公共工事の一時中止はなく、

事業の執行に大きな影響は生じておりません。

5月25日に国内の緊急事態宣言が解除されま

したが、新型コロナウイルス感染拡大防止対策

として、国が示した建設業における感染予防対

策ガイドラインを踏まえた建設現場における

「3つの密」対策の徹底、建設業者団体等を通

じた新型コロナウイルス感染症に関する正確な

情報収集に引き続き努めてまいります。

また、県内港湾におきましては、新型コロナ

ウイルス感染拡大に伴い、約200隻のクルーズ

船の寄港が取りやめとなっております。

4月20日には、メンテナンスのために長崎港

内に停泊していたクルーズ船「コスタ・アトラ

ンチカ号」において新型コロナウイルス感染症

の発生が確認されましたが、自衛隊をはじめ国

のあらゆる機関や医療関係者など、多くの皆様

のご支援・ご協力を受け、市中に感染が広がる

こともなく、先月31日に出港したところです。

今回の事例につきましては、関係部局と一体

となってしっかりと課題を検証し、国等の関係

機関と連携しながら、安全にクルーズ船を受け

入られるよう、環境を整えてまいります。

（長崎港松が枝岸壁2バース化の新規事業化

について）

長崎港松が枝岸壁2バース化については、去

る3月31日に発表された本年度の国土交通省関

係予算が発表され、新規事業化が決定しました。

県としては、アジア最大のクルーズ市場であ

る中国に近いという地理的優位性を活かしクル

ーズ船の受入拠点が強化されるとともに、背後

のまちづくりと一体的に整備することで都市機

能の強化が図られ、地方創生の拠点として地域

の振興にも大きく寄与するものと考えており、

着実な整備を国と一体となって取り組んでまい

ります。

そのほか、土木部関係の主な所管事項につい

て、今回、ご説明いたしますのは、（幹線道路

の整備について）、（石木ダムの推進について）、

（九州新幹線西九州ルートの建設促進につい

て）、（長崎県海砂採取に関する有識者会議の

提言について）、（新たな総合計画の策定につ
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いて）、（「長崎県行財政改革推進プラン」に

基づく取組について）であり、内容は記載のと

おりであります。

以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。

何とぞよろしくご審議を賜りますようお願い

いたします。

【山本(由)委員長】 以上で説明を終わります。

次に、陳情審査を行います。

お手元に配付しております陳情書一覧表、先

ほど一部修正がありましたけれども、この陳情

書一覧表のとおり陳情書の送付を受けておりま

すので、ご覧願います。

審査対象の陳情番号は22番、26番、28番、32
番、33番、34番、35番、40番です。

陳情書につきまして、何かご質問はありませ

んか。

【ごう委員】 まず、陳情番号の34番について

質問をさせてください。

今回、長崎港ターミナルビル入居者協議会か

ら、新型コロナウイルスの影響により、ターミ

ナルビルの使用料について無償化または大幅な

減額をということで要望が上がっております。

ここで確認といいますか教えていただきたい

のが、2月から状況が悪化をしたので、2月から

5月分において非常に深刻な状況であるので、

無償化または減額をということでありますけれ

ども、現状として、2月から5月までで、入居さ

れている方々で賃料の支払いができておられな

いところがあれば教えてください。

【松永港湾課企画監】長崎港ターミナルビルの

入居者協議会様から陳情をいただきまして、2
月1日から非常に影響を受けているというお話

もこの中で受けたんですが、利用料金について

は、皆さん一応お支払いはいただいていると。

ただ、大きな影響が出たというのは、あそこ

は特に離島航路、五島航路のお客さんがほとん

ど、減便等の影響もありましたし、離島が県外

の皆さんをもう受け入れないという時期もござ

いましたので、特にゴールデンウィークの前後、

非常に大変だということでご要望を受けた次第

でございます。

皆様、現時点では利用料金もお支払いをして

いますし、4月20日以降は納入猶予と、それ以

降は、県は来年3月までお支払いを待ちますと

いうお話をさせていただいたところでございま

す。

【ごう委員】 今の答弁によりますと、4月20日
から来年3月までの猶予をされているというこ

とですね。

本当に今回、新型コロナウイルスに関しまし

ては、いろんな業種で影響が出ていると思いま

すが、もちろん船の航路に関しましては、離島

へ行くことをまず制限していたので、かなりの

影響が出ていると思いますので、そのあたりの

ご対応は何とぞよろしくお願いいたします。

それからもう一点、よろしいでしょうか。

次は陳情の35番です。茂木バイパス建設促進

期成会からの陳情について質問させてください。

この茂木バイパスにつきましては、恐らく20
年ぐらい県に対して陳情がきていると思います。

声が上がっているところで、これまで数名の議

員から一般質問などで取り上げてこられた経緯

もあります。

地元の自治会では、何とか地元の地域を未来

につないでいきたいという思い、子どもたちに

残していきたい、それから活性化させたいとい

う思いの中で、今、期成会をつくって声を大き

くしていこうとされております。

ここでお尋ねしたいのは、これまで一般質問



令和２年６月定例会・環境生活建設委員会・予算決算委員会（環境生活建設分科会）（６月２５日）

- 15 -

等々でも取り上げてこられましたけれども、県

としての現段階での考え方について確認をさせ

てください。

【馬場道路建設課長】地域からご要望があって

おります（仮称）茂木バイパスについての県の

考え方ということでございます。

長崎市内から茂木地区への利用道路としまし

ては、現在、国道324号がございます。この路

線につきましては、カーブが連続し、一部幅員

が狭いような箇所もございますので、現道対策

として、今現在、滑川地区等において、現道拡

幅工事等を進めさせていただいているところで

ございます。

バイパスの構想につきましては、今後、長崎

市ともいろいろ協議をすべき案件と思っている

ところでございますけれども、市内の道路整備

の今後の進め方、在り方といったところについ

て、市と協議を進める課題ではないかと考えて

いるところでございます。

【ごう委員】現在、拡幅工事が行われていると

いうことで、少しはよくなるのかなということ

も思ってはいるんですけれども、やはり地形的

な問題もありまして、あの道路自体がかなり急

カーブも多く、それから今日のような大雨が降

った時にがけ崩れの危険性もあります。茂木の

地域に住まれている皆様方の命を守ることも一

番の目的でもありますし、今、一本しかないよ

うなことでは命を守るためにはどうなのかとい

うこともあります。

また、未来へつないでいくために、実は企業

誘致等ももっとしていく考えもおありのようで

すけれども、そのためにも今のままではそこも

進まないような現実でありますので、ぜひここ

はひとつ長崎市との協議をもう少し、一歩踏み

込んでいただいて、地区の活性化のために、県

としても前向きに考えていただきたいと思いま

すので、要望したいと思います。よろしくお願

いいたします。

【山本(由)委員長】 ほかに、陳情について質疑

はありませんか。

【宮本委員】陳情について、端的に確認をさせ

てください。

まず、陳情番号28番、松浦市から出ておりま

す陳情内容ですが、2の二級河川志佐川におけ

る堆積土砂の撤去について、これは継続とあり

ます。

庄野橋から高野橋間は、もう実際にやってい

らっしゃると認識していますが、まだだったら

まだだと確認させていただければと思うんです。

これは、恐らくもうやっていらっしゃるんでし

ょうが、あとどれぐらいで終わるとか、そうい

った見込みが分かれば教えてください。

【浦瀬河川課長】志佐川の堆積土砂の掘削につ

きましては、高野橋付近や支川合流部辺りを重

点的にこれまで実施しておりました。

ただ、維持管理費が非常に少ないということ

で、なかなか抜本的な掘削は行っていなかった

んですが、今年度から創設されました緊急浚渫

推進事業を活用して、5か年間でその対策を推

進しようとしております。

まずは今年度、測量を実施しまして、状況を

見て、危険な箇所から随時掘削を進めていきた

いと思っております。

【宮本委員】そうでしたね、緊急浚渫推進の分

でされるということだったですね。5か年とい

うことで、できるだけ早い実施をお願いしたい

と思います。

今日も佐世保は大雨、委員会があるのかと思

うぐらいの大雨で、河川の氾濫もあっています。

なので、こういったものは至急、早急に対応し
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ていただくように再度要望させていただきます。

次ページの福島大橋の件です。これもよく出

ておりまして、幅員についてで、ここにちょっ

と書いてあるんですけど、架橋後52年経過して

いるということで、6ページに写真があります

よね。鷹島肥前大橋と対比した写真があるんで

すけれど、今までも議論があっているかと思い

ますが、再度確認の意味で伺います。

福島大橋は、道路区分不明で、構造基準を満

たしていないということですが、52年前はこう

いった基準がなかったという理解でいいのか。

構造基準を満たしてなく設置されているわけで

すから、そういった認識でよろしいのかをまず

は確認させてください。

【馬場道路維持課長】基準を満足していないの

かという質問でございますけれども、これにつ

きましては昭和33年当時の道路構造令という

のがございまして、それで設計、幅員を決めて

整備しているところでございます。供用年度は

昭和42年ですけれども、その当時は昭和33年度

の道路構造令によりまして、当時の構造令に合

うような規格で整備していると。当然、現在は

車の大型化とか、昭和33年と現在では大分違う

ものですから、現在の基準に合わせれば、違反

ということではございませんけれども、現在に

合わせれば、ちょっと基準には合っていないと

いうような表現だと思います。

【宮本委員】分かりました。ＬＰＧの基地もあ

りますし、大型タンクローリーなどが結構通っ

ていますもんね。

これは、進捗状況というか、何か調査とか、

幅員について、付替えを含めて、今、調査か何

かされていましたか、確認をさせてください。

【馬場道路維持課長】道路幅員や拡幅の調査は

やっておりませんけれども、橋梁の健全性を保

つために、橋梁の点検とかを随時実施している

ところでございます。ですから、委員ご発言の

拡幅のための調査につきましてはやっていない

ところでございます。

【宮本委員】 分かりました。これは協議会か、

期成会を、多分、地元で立ち上げられていると

思いますので、またいろいろ意見交換をしてい

ただければと思っております。

最後にもう一点だけ。先ほど、ごう委員から

もありましたが、34番の長崎港ターミナルビル

についてです。

すみません、これも確認になります。使用料

（家賃）ですよね。要望書の左にあるところ、

8社が入居していらっしゃるかと思うんですが、

これは国の2次補正で家賃補助というのは決ま

ったと思います。今後、これが地方におりてく

る際、今からの議論になるんでしょうね、今回

の補正では家賃補助はなかったんですが、こう

いう長崎港ターミナルビルも、どんなでしょう

か。対象という言い方はあれですね、国も家賃

補償はやっていますので、入れるべきだと思い

ますが、今後の流れについて分かっていること

があれば、お知らせいただければと思います。

【松永港湾課企画監】国の特別家賃支援給付金

のお話でございます。これは経済産業省が所管

ということで、6月12日に国会を通りました。

これも国が委託をしまして、その委託先が実

際に給付手続、申請等の受付をすることになる

と伺っております。

これについて、まず、こういった公共施設の

使用料も対象になるのかどうかということにつ

きましては、一応土木の方でもずっと照会をし

ているところでございます。今、出ている分に

関しましては、基本的には、特に民間家賃とか

公共家賃とかのすみ分けはなくて、単に売上が
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前年同月比50％落ちているとか、要件に合致す

る中小企業者等につきましては対象になると伺

っております。

ただ、今後、国の方で要綱等がつくられると

聞いておりますので、現在は、その情報収集を

引き続き図りながら、こういった情報について

も、要望された方にお知らせするということで

考えているところでございます。

【宮本委員】分かりました。国からの情報がい

ろいろ、今後入ってくるということなので、逐

一お知らせいただければと思います。

【山本(由)委員長】 ほかに、陳情に対する質疑

はございませんか。

【田中委員】 32番の佐世保市からの陳情の関

係で3点ほどお聞きしたいと思うんだけれども、

何しろこの委員会に佐世保市選出が5人いるん

だけど、誰も質問しないのでは、進捗がおぼつ

かないと思うのでね。

まず、1点目は石木ダム。もう移転してもら

わなければ工事に入れないわけですね、今住ん

でいる人に移転してもらわなければ。5年間の

猶予はあることはあるけれども、そんなにのん

びり構えておれないので、住民の方の移転先の

確保はされているのかということが1点。

それから、2番目は針尾バイパス。ようやく

30年ぶりに最終地点の交差点の工事が始まっ

て期待しているんだけれども、しかし、今から

10年かかりそうですね。

西九州道路は、武雄佐世保道路の見通しが立

ってない。武雄佐世保、大塔までの4車線。武

雄～大塔間の見通しが立ってないみたいな感じ

がしますけれどもね。

問題点が一つあるのは、針尾バイパスと西九

州道路の大塔の乗り継ぎ部分です。これはもう、

ずっと開業以来、問題にされているんだけれど

も、西九州道路から針尾バイパスに入るのはま

あまあどうにか行ける。ところが、針尾バイパ

スから西九州道路に入るのは、一回降りる。こ

れが一番交通渋滞のもとなんです。佐世保市は

一生懸命頑張って国と当たっているみたいだけ

れども、県の認識をちょっと聞いておきたい。

3番目は、いつも言っているように急傾斜。

県事業で着手まで5年、市の事業は着手まで7年。

着手までに5年とか7年間かかっている。事業が

始まったらどうかというと、10年かかります。

もう少し危機感を持ってやってもらわなければ

ね。特に、今日なんかのような雨の時に、大変

だ、大変だと言っているのにね。いつも幹部の

皆さんは危険箇所の視察に行っているみたいだ

けれども、危険箇所の視察に行って、10年も15
年も完成しないというのは、私はおかしいと思

うんだけれども。危機感、我々との認識の違い

だ。我々は市民、県民から要望を受けて話をす

るんだけれども、あなた方との認識の違い、事

業に15年ぐらいかかる。こんなことでは、我々

も信用されませんよ。皆さん方も少し頑張って

もらいたい。この3点について、確認の意味を

含めてお聞きします。

【浦瀬河川課長】石木ダムの移転先の件でござ

いますが、石木ダムについては過去に用地基金

を活用いたしまして、ダムの直下流に代替地を

用意しております。そこに加えて、何とか地元

の住民の方には移転に対して協力をいただきた

いと思っていまして、まずは話し合いを何とか

できるように、現在、働きかけを続けておりま

す。その中で、地権者の要望、地権者の方はや

っぱり今の場所を離れたくないと言われていま

すので、なるべく近い場所に代替地があれば、

検討し、そういう機会をいただけるように努力

してまいりたいと思っております。
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【馬場道路建設課長】道路に関するご質問とし

て3点ほどございました。

まず、針尾バイパスについてでございます。

国道205号の針尾バイパスとしましては、県北

地域から長崎空港、あるいは県央・県南地域等々

に結ぶ重要な幹線道路ということで、早期整備

を日頃から国の方にお願いをしているところで

ございます。

今年の3月に江上交差点の立体化が完成しま

して、残る2.2キロの区間を鋭意整備を進めてい

ただいているところでございますけれども、で

きるだけ早く供用開始をしていただけるように、

今後ともしっかり要望をしていきたいと思って

いるところでございます。

それから、西九州自動車道の武雄大塔間の4
車線化についての件でございます。この件につ

きましても、この間の4車線化につきましては、

国の4車線化優先整備区間ということで選定を

されておりまして、今後、10年から15年におい

て整備を進めていく区間の一つということで選

定はしていただいているところでございます。

ただ、全国で880キロの中の一つということで

すので、我々としましても、早期に事業化して

いただくように、しっかり、今後とも要望をし

てまいりたいと思っているところでございます。

それから、大塔インターのところの針尾バイ

パスから西九州道路への乗り継ぎがしにくいと

いうお話でございます。途中で信号等もござい

まして、確かにスムーズな乗り継ぎといった状

況ではございませんが、なかなか大塔インター

の抜本的改善というところは、現段階では非常

に難しいと思っているところでございます。そ

ういった点につきまして、国ともいろいろ協議

を進めてまいりたいと思っております。

【鈴田砂防課長】急傾斜事業についてのお尋ね

でございます。

佐世保市につきましては、委員もご存じのと

おり、確かに急傾斜の危険箇所を多く抱えてい

る地域でございます。それを受けまして、急傾

斜事業の令和2年度の予算でいきますと、県事

業の4割程度は佐世保市内の急傾斜事業に充て

ているところでございます。

昨年度を上回る事業箇所で取り組んではおり

ますが、まだまだ危険箇所はたくさん残ってお

ります。令和元年度1年間でも地元の方から県

の方に挙げられた新たな新規事業着手の要望箇

所が10件を超えておりますので、こちらが幾ら

力を入れて整備を進めても、また新たな要望も

多いということで、これまで以上に事業予算の

確保も図りながら、地元の関係者の理解もいた

だきながら、事業に取り組んでいこうと考えて

おります。

【田中委員】時間の関係で終わろうと思うけれ

ども、石木ダムに関して言うと、そういう用地

があればやりたいと思うと。あればじゃなくて、

積極的に探さなければ。1軒、2軒のために用地

探すわけじゃないのでね。10軒以上の皆さん方

がまだ残っているわけでしょう。今までつくっ

たところに、空いているから行ってくださいと

言ったって、私は無理だと思うよ。地元の住民

の皆さん方の流れの中でね。新たなところがや

っぱり要る。10軒となると、相当な面積が要る

んですよ、普通3,000坪ぐらいの用地を確保しな

ければね。あればやりたいという話じゃちょっ

と困る。それをやらなきゃ工事ができないわけ

だから。ぜひお願いしておきたいと思います。

それから、針尾バイパスは30年ぶり、西海が

交差点のところをやっているんだけれども、用

地が確保できなかったという問題があって遅れ

たといういきさつがあるので、あまり無理は言
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えないけれども、もうしかし、用地は4～5年前

に解決しているわけだから、どうにか予算さえ

つけば、針尾バイパスは進捗すると私は思うの

で、ひとつお願いしたい。

武雄佐世保道路、武雄～大塔間、これは新幹

線がもう2年ぐらい先だろう、新嬉野駅。そう

すると、あの道路が一番利用価値があることに

なるわけです。やっぱり武雄～大塔間の4車線

化は急いでもらわなければいけません。

それから、急傾斜、やってもやってもきりが

ないというような話だけれども、やってもやっ

ても、きりがなくてもやってください。それが

市民、県民の要望だから。

もう一つ、県の事業は5年待ち、市の事業は7
年待ち、市の事業なら勝手にやればいいじゃな

いかと思うけれども、県が予算をつけてくれな

きゃ市の事業としてもやれない。県が出すのは

1割だったかな。半分は国が出して、あと4対1
で、県事業は県が4、市が1、市の事業は逆に市

が4、県が1というような感じで認識しているん

だけれどもね。市の事業も勝手にやればという

わけにいかない、県が容認しなければね。その

辺の関係をもう一回整理させてください。

【鈴田砂防課長】急傾斜事業につきまして、ま

ず、費用負担に関してのご説明をいたします。

県が実施しております、若干規模の大きな急

傾斜事業、これについては、まず事業の中の、

基本は2割、場合によっては1割とか5％とかあ

りますけれど、その分を地元負担ということで

地元からいただいております。そして、その残

りの例えば8割なら8割のうちの半分が国、半分

を県が負担して県の事業はやっております。

それよりも小規模な事業は、市の方に実施し

ていただいておりますけれども、それにつきま

しては半分を県、半分を市が負担して事業を進

めているところでございます。

【田中委員】そういうことで整理してもらった

けれども、市の事業だから市が勝手にやればと

いうわけにはいかないね。県が認定して半分つ

けなきゃ市の事業はやれないわけだから。

ぜひこの7年待ちとか、着手して10年、極端

に言うと20年待って事業をやらなきゃいかん。

こういう実態というのは、やっぱり改めなけれ

ば。今、一生懸命強靭化、いろんな話で流れと

してあるのに、長崎県は遅れているんじゃない

の。そういう気がしますけどね。皆さんにすれ

ば、いやいや、進んでいますと。一生懸命頑張

っていますと。一生懸命頑張っていますと言う

といいんだろうけれども、結果が伴わないとや

っぱりだめです。ぜひお願いして終わります。

【山本(由)委員長】 ほかに陳情に対する質疑は

ありませんか。

委員長を交代します。

【久保田副委員長】 委員長、どうぞ。

【山本(由)委員長】 私も1点だけ、先ほど、ご

う委員、宮本委員から出た34番の長崎港のター

ミナルビルの家賃の関係です。

基本的に、県としては、県有施設、土木部だ

けではないと思うんですけれども、そういった

ものに対して家賃の免除であったり、一部減免、

減額であったりと、そういったものは基本的に

しないという方針なんでしょうか。

【松永港湾課企画監】こういったいろんな業界

から、港湾課につきましては港湾施設の使用料

の減免という形で要望を受けております。これ

は4月の当初から、旅客船組合とか、まずはや

っぱり航路の関係の方が非常に大変だというこ

とで要望を受けたところでございますが、これ

はやはり県としまして、減免というのは、一特

定業者の方とか、港湾使用料だけというのはな
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かなか難しいということで、その後、県の取扱

いとしまして、公有施設の使用料、占用料、こ

れは港湾とか全てそういったものも含んで、い

わゆる公共施設を使用されている方、使用料、

占用料を払っている方につきましては、4月中

旬に、県全体として、まずは納入をとにかく来

年3月まで猶予しましょうということで、一旦

お支払いを待ちますので、そういったもので差

し当たって必要なものに充てていただくような

ことで対策をとっております。

港湾課につきましては、先ほど申し上げまし

たように、4月20日以降のお支払いについては

来年3月まで待つということでやっているとこ

ろでございます。

あと、九州各県等も大体同じような取扱いと

いうことでございまして、全国的に減免、いわ

ゆる使用料を半額免除しますといったものにつ

いては、まだ全国的にも取扱いがないというこ

とですが、実は広島県が港湾使用料について、

6月1日以降に取扱いをしているようですけど、

4月から6月分について、そういう減免措置をと

ったという情報が先般入ったという段階でござ

います。

九州各県も、まだ、そういったところまで踏

み込んでいないということでございます。

あと、これは港湾使用料だけではなくて、県

全体としてどう考えるかということになろうか

と思っております。現時点では、猶予措置を継

続して、減免のところまではまだ踏み込めてい

ないという状況でございます。

【山本(由)委員長】 そうすると、先ほどの宮本

委員の質問にもあったんですが、国が今度やろ

うとしている家賃支援ですね、これが減免はで

きないけれども、こちらが使えますよというふ

うな形の、もちろん事業者の方は分かっていら

っしゃると思うんですけれども、こちらを紹介

するとか、そういうことで埋められますよとい

う流れかと思ったんですが、先ほどの話だと、

公共施設についてはまだ分からないというご答

弁をなさったので、そこが大丈夫かと。

それから、そもそも今私が理解しているのは、

5月以降12月までの間の売上と。だから、5月以

降、単月だったら50％、3か月連続だったら30％
下がらないと対象になりませんよというふうに

理解をしているので、そうすると、例えば3月
とか4月に下がっていても、それは対象になり

ませんよという形になると、減免も受けられな

い、またせっかく国が家賃補助、支援をやろう

としているのに、それも受けられないというケ

ースが出てきはしないのかなとちょっと思った

んですけど、その点はいかがですか。

【松永港湾課企画監】先ほど回答した内容につ

いて、県として減免についての考え方を整理、

まだ分からないという状況ではなくて、現時点

ではそこまで踏み込めないと。

それと、先ほどありました国の特別家賃支援

給付金については、制度上、売上要件というの

が前年同月比50％、それから3か月間の比較で

30％というふうに、今示されているところにつ

きましては、現時点では具体的にどの期間から

というところがまだ要綱等で示されておりませ

んので、例えば公共的な家賃も対象になるとし

ても、実際に利用者の方の状況によって、対象

になる方、ならない方が出てくるのかなという

ところでございます。

いずれにしても、県としまして、直接的な減

免というところに関しては、やはり特定の業種

にやるというのはなかなか難しいと。そうなる

と全体を考えないといけないということになり

ますので、そのことがやはり一番、いろんな要
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望、陳情があったとしても、どこまで広げてで

きるのかと、全体をやるべきじゃないかとか、

いろんなご意見もございますので、そういった

ところもございますので、今の時点ではなかな

かそこに踏み込めないところでございます。

【山本(由)委員長】 分かりました。

ちょっと話がずれるんですけれども、先ほど

の議案の中であった常盤の駐車場、ここはもち

ろん特定の人が借りているわけではないので、

そこが減収になったと。それに対して指定管理

料を増額するんだという話でしたね。だから、

当事者も違うし、仕組みとして違うんだろうと

は思うんですけれども、どうも何かこう釈然と

しない部分があるんです。こちらの方は、収入

が減った分を指定管理料の増額という形で対応

する、片や、県の施設を直接借りている方につ

いてはそういうものがないということに関して、

若干、うまく整理できていないんですけれども、

ちょっと釈然としない部分があります。

今のお話も何らかの形で、何も受けられなか

ったということがないように、まずは国の支援

金が受けられればいいんでしょうけれども、も

し受けられなかった場合にどうするのかという

ところも含めて、ぜひご検討いただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

【久保田副委員長】 委員長を交代します。

【山本(由)委員長】 ほかに陳情に関して質疑は

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 それでは、陳情につきまし

ては承っておくことといたします。

次に、知事専決事項報告（地方自治法第180
条関係）及び経営状況説明書について、質問を

行います。

知事専決事項報告は先ほどご説明いただいた

冊子がありますが、よろしいですか。

それから、経営状況説明については、長崎県

建設技術研究センター、長崎県道路公社、住宅

供給公社、土地開発公社につきまして、提出さ

れておりますが、この知事専決事項報告及び経

営状況説明書について、何か質疑はございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 それでは、質問がないよう

ですので、次に進みます。

次に、次期長崎県総合計画素案骨子について

質問を行います。

何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 それでは、総合計画に対す

る質問がないようですので、次に進みます。

最後に、今回の新型コロナウイルス感染症に

かかる対策、それからその進捗状況等について、

質疑を行いたいと思います。

何か質疑はありませんか。

コロナウイルス感染症対策に関する質疑をま

とめてお受けします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 それでは、質問がないよう

ですので、土木部関係の審査結果について、整

理したいと思います。

しばらく休憩します。

― 午前１１時２９分 休憩 ―

― 午前１１時２９分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、土木部関係の審査を終了

いたします。

午前中の審査はこれにてとどめ、しばらく休



令和２年６月定例会・環境生活建設委員会・予算決算委員会（環境生活建設分科会）（６月２５日）

- 22 -

憩いたします。

午後は1時30分から委員会を再開し、文化観

光国際部関係の審査を行います。

土木部の理事者の皆様におかれましては、お

疲れさまでした。

― 午前１１時３０分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会及び分科会を再開い

たします。

これより、文化観光国際部関係の審査を行い

ます。

審査に入ります前に、理事者側から4月の臨

時会及び5月の政府施策要望項目審査に出席し

ていなかった幹部職員の紹介を受けることにい

たします。

【中﨑文化観光国際部長】それでは、まだご紹

介していなかった幹部職員をご紹介させていた

だきます。

〔各幹部職員紹介〕

以上でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。

それでは、審査に入ります。

【山本(由)分科会長】 まず、分科会による審査

を行います。

予算及び予算に係る報告議案を議題といたし

ます。

文化観光国際部長より、予算及び報告議案説

明をお願いいたします。

【中﨑文化観光国際部長】それでは、予算決算

委員会の議案説明資料をお手元によろしくお願

いいたします。

文化観光国際部関係の議案等についてご説明

いたします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第96号議案「令和2年度長崎県一般会計補正予

算（第4号）」のうち関係部分、それと後から

ご説明しますが、（追加1）の同じく一般会計

補正予算（第5号）のうち関係部分もございま

す。

それから、報告第3号 知事専決事項報告「令

和元年度長崎県一般会計補正予算（第10号）」

のうち関係部分、報告第19号 知事専決事項報

告「令和2年度長崎県一般会計補正予算（第3
号）」のうち関係部分であります。

はじめに、第96号議案「令和2年度長崎県一

般会計補正予算（第4号）」のうち関係部分に

ついてご説明いたします。

歳入予算は合計8,140万円の増、歳出予算は、

合計3億7,049万円の増であります。

この結果、令和2年度の文化観光国際部所管

の歳出予算総額は、報告第19号のうち関係部分

と合算いたしまして、71億4,630万円となりま

す。

歳出予算の内容についてご説明いたします。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う長崎

県美術館及び長崎歴史博物館の指定管理者負担

金の精算による増に要する経費として、長崎県

美術館運営事業費112万円、長崎歴史文化博物

館運営事業費118万円、芸術文化人材や学生の

活動の場の創出及びフリーランスのアーティス

トや文化教室の事業継続を支援するためのオン

ライン配信による文化祭開催に要する経費とし

て、ながさきオンライン文化祭事業費902万
8,000円、宿泊・交通のパッケージ商品にしまの

体験プランを加えた旅行商品の造成や販売促進

のための旅行代金の通常の割引に加え、クーポ

ン付与事業の実施に要する経費として、しま旅

滞在促進事業費3億5,916万2,000円を計上いた
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しております。

それから、（追加1）の議案説明資料でござ

います。中ほどからでございます。

次に、第108号議案「令和2年度長崎県一般会

計補正予算（第5号）」のうち関係部分につい

てご説明いたします。

今回の補正予算は、「新型コロナウイルス感

染症対策」に係る国の補正予算に適切に対処す

るため、必要な予算を追加しようとするもので

あります。

歳出予算は合計6億7,546万5,000円の増であ

ります。

この結果、令和2年度の文化観光国際部所管

の歳出予算総額は、第96号議案のうち関係部分

及び報告第19号のうち関係部分と合算いたし

まして、78億2,176万5,000円となります。

歳出予算の内容についてご説明いたします。

百貨店で開催される長崎県物産展において、

ＷＥＢ及び通信販売などを活用した販路拡大を

支援する経費として、県産品斡旋事業費3,178
万5,000円、全国的に展開される国の大型キャン

ペーン時に、本県の魅力を効果的に発信するた

めに要する経費として、戦略的情報発信推進事

業費1億4,368万円、県民対象の宿泊割引「ふる

さと再発見の旅～宿泊施設応援キャンペーン

～」4万人泊分と、全国対象の宿泊割引「“な

がさき癒し旅”ウェルカムキャンペーン」10万人

泊分の合計14万人泊を24万人泊に拡大するた

めに要する経費として、“ふるさと再発見”誘客

対策事業費5億円を計上いたしております。

また、本文の2ページに戻りまして、中ほど

でございます。

次に、報告議案についてご説明いたします。

報告第3号 知事専決事項報告「令和元年度

長崎県一般会計補正予算（第10号）」のうち関

係部分についてご説明いたします。

これは、先の2月定例会の予算決算委員会に

おいて、専決処分により措置することについて

あらかじめご了承いただいておりました、令和

元年度予算の補正を、令和2年3月31日付けで専

決処分させていただいたもので、関係部分につ

いて、その概要をご説明いたします。

歳入予算は、合計1,131万7,000円の減、歳出

予算は、合計2億428万4,000円の減となってお

ります。

歳入予算の主な内容についてご説明いたしま

す。

国庫支出金の主なものは、離島活性化交付金

189万7,000円の減であります。諸収入の主なも

のは、潜伏キリシタン関連遺産関係県市町負担

金419万8,000円の減であります。

歳出予算の主な内容についてご説明いたしま

す。

企画費の主なものは、国際定期航空路線維

持・拡大事業費6,007万9,000円の減であります。

商業費の主なものは、「長崎は、美味しい。」

食のＰＲ事業費427万9,000円の減であります。

観光費の主なものは、21世紀まちづくり推進

総合支援事業費3,843万7,000円の減でありま

す。

次に、報告第19号「令和2年度長崎県一般会

計補正予算（第3号）」のうち関係部分につい

てご説明いたします。

これは、経済活動と感染予防の両立に向けた

対策を緊急に実施する必要が生じたため、所要

の経費につきまして、地方自治法第179条の規

定に基づき、令和2年5月28日付けで専決処分さ

せていただいたもので、関係部分についてその

概要をご説明いたします。

歳出予算は、合計12億6,994万2,000円の増と
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なっております。

歳出予算の内容についてご説明いたします。

県内在住の外国人留学生により、「元気な長

崎の姿」を発信し、感染症収束後の友好交流、

留学生受入の促進につなげるための取組に要す

る経費として、元気な長崎発信事業費1,264万
5,000円、感染症の影響により大きな打撃を受け

ている県内観光業界の回復に向け、国の大型観

光キャンペーン前に、県独自の誘客促進対策の

実施に要する経費として、“ふるさと再発見”
誘客対策事業費8億729万7,000円、雇用の確保

及び収束時の反転攻勢を見据えた環境整備を目

的として、宿泊事業者等が実施する受入態勢強

化のための取組への支援に要する経費として、

観光地受入態勢ステップアップ事業費4億
5,000万円を計上いたしております。

以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わりまする

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【山本(由)分科会長】次に、文化振興課長より、

補足説明を求めます。

【村田文化振興課長】 私からは、6月補正予算

のうち、ながさきオンライン文化祭についてご

説明いたします。

資料の方は、「予算決算委員会環境生活建設

分科会補足説明資料」の令和2年度6月補正予算

の2ページをお開きください。

この事業は、本県の若い世代の方々を対象に

「音楽」、「アート」、「ストリートダンス」

の3部門について、幅広く作品を募集いたしま

して、投稿作品を一体的に「ながさきオンライ

ン文化祭」として広く公開するものであり、将

来を担う若者の文化芸術活動の発表の機会の創

出と、アーティストや文化教室などの活動継続

を促すことを目的とするものでございます。

音楽部門では、県内唯一のプロのオーケスト

ラでございます「長崎ＯＭＵＲＡ室内合奏団」

が、本県にちなんだ課題曲の演奏動画を配信し、

リモートによる共演動画を募集いたします。

アート部門については、長崎にちなんだ書、

絵画などの作品を募集しまして、ストリートダ

ンス部門については、若者文化として広く浸透

しておりますストリートダンスの動画を募集し、

投稿された作品をホームページで公開いたしま

す。

また、各部門において、専門家による審査を

行い、優秀な作品については表彰し、副賞とし

て県産品などをお渡しすることとしております。

事業の実施に当たりましては、各部門の文化

団体に参画していただきます、ながさきオンラ

イン文化祭実行委員会を設置し、文化教室、学

校などにもご協力をいただきながら、8月上旬

から作品募集を開始したいと考えております。

オンライン配信等の新たな手法を活用し、新

型コロナウイルス感染症により減少しておりま

す本県の未来を担う若者の文化芸術活動の発表

機会を創出し、併せてアーティストや文化教室

の円滑な事業再開の支援を図ってまいりたいと

考えております。

以上でございます。

【山本(由)分科会長】次に、観光振興課長より、

補足説明を求めます。

【佐古観光振興課長】それでは、私の方からお

手元の3種類の資料に基づきましてご説明を申

し上げます。

まず、最初に、補足説明資料の令和2年度5月
専決補正予算の資料をお願いいたします。

こちらは5月28日付けで専決処分をさせてい

ただきました2つの事業について、私の方から
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ご説明をいたします。

資料の2ページをお願いいたします。

まず、最初に観光振興課の新型コロナウイル

ス対策につきましては、まず、4月の臨時会で、

本委員会で3つの事業についてご了承をいただ

きまして取り組んできたところでございます。

3つと申しますのが、1つは2ページ目に記載

をしております観光地受入態勢ステップアップ

事業、それからもう一つが宿泊施設の安全・安

心、いわゆる衛生面の対応充実のための補助金、

それから3つ目が修学旅行の需要を取りこぼさ

ないための方面変更に対する支援、この3つで

ございました。

今ご説明申し上げました2ページにつきまし

ては、そのうちのステップアップ事業費でござ

いますけれども、主な事業内容としましては、

4月にもご説明し、記載のとおりでございます。

観光客が大きく減っているという期間を積極的

な助走期間と位置付けまして、今後に向けた受

入態勢の強化、こういったところに力を入れる

事業者の皆様を支援しているという事業でござ

います。

4月の最初の予算枠で申し上げますと、公募

提案型委託事業というのが4億8,700万円ござ

います。これは5月7日から正式に募集を開始い

たしまして、1週間後、5月15日時点では既に144
件、金額にして7.6億円相当のご相談をいただい

たところです。そのように事業者の皆様から幅

広くご利用いただいたということもございまし

て、この公募提案型委託事業につきまして4億
5,000万円という枠を拡大させていただいたと

ころでございます。合計いたしますと、9億
3,700万円という予算枠で今取り組んでいると

ころでございまして、現状を申し上げますと、

180件、金額で約8.5億円の申請をいただいてお

ります。

現在でも新規のご相談等もいただいておりま

すので、このいただいた予算枠を有効に活用し

ながら、今後に向けてしっかり取り組んでまい

りたいと考えているところでございます。

それから、3ページ目をお願いします。

こちらにつきましては、5月に新たに出した

事業ということになります。“ふるさと再発見”
誘客対策事業費でございます。

この事業の目的としましては、政府の緊急事

態宣言の動き等を踏まえたところで、今後に向

けて本県に誘客を図っていくと。段階的に誘客

対象を拡大していくと。そうやって拡大をして

いきながら、今のところ8月に予定をされてお

ります国の大型観光キャンペーンＧｏＴｏキャ

ンペーンにしっかりつないでいくということを

目的に実施をしている事業でございます。

大きくは2つございまして、一つ目が県民の

皆様に県内を旅行していただくという事業でご

ざいます。

県民の皆様の枠としては、4万人泊を想定い

たしておりましたけれども、これは6月1日から、

キャンペーンをスタートいたしまして、これは

報道等で、もうご承知いただいていると思いま

すけれども、これは非常に県民の皆様にも数多

くご利用いただいて、6月16日をもって新規の

予約受付というのは終了をしたという状況でご

ざいます。

販売手法としては、宿泊施設に直接予約をし

て、5,000円引きで宿泊するというパターン、そ

れから大手オンライン旅行サイトを活用して

5,000円のクーポンを取得するというパターン、

2つの方法で取り組んだところでございます。

それから、2点目の全国からの誘客でござい

ますけれども、規模としましては10万人泊を予
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定しております。

いずれも、割引につきましては5,000円という

形で県民も全国向けも同じ割引額になっており

ますけれども、全国に対象を広げますことから、

利用方法としましては、大手オンライン旅行サ

イト、それからコンビニエンスストア、この2
つの入り口で割引をしているという状況でござ

います。

現状等については、また後ほど、別の資料で

ご説明をしたいと思います。

それから、次にまた別の資料になりますけど

も、同じく補足説明資料の令和2年度6月補正予

算の補足説明資料をお願いいたします。

こちらの3ページが観光振興課関係でござい

ます。

国境離島交付金を活用いたしましたしま旅滞

在促進事業、予算額としましては3億5,916万
2,000円という数字でございます。

国境離島交付金を活用した事業につきまして

は、平成29年から取り組んでおりまして、毎年

毎年、実績を拡大しながら取り組んできている

ところでございます。

今回、補正をお願いいたしますのは、国の一

次補正の中で、この国境離島につきましても、

新型コロナウイルス対策ということで制度の拡

充が図られておりますので、この国の補正予算

に合わせて県の方も補正をするということでご

ざいます。

今年度に入りましてから、4月1日からこの国

境離島の事業はスタートいたしましたけれども、

緊急事態宣言を受けまして、4月8日から販売を

休止しておりました。また、6月19日から、こ

ちらも国の動きと合わせまして、販売を今再開

しております。

今、再開している事業の内容としては、あく

までも当初予算ベースの事業内容でございます

けれども、今からご説明する制度の拡充につき

ましては、議会終了後、速やかに準備を進めま

して、8月1日から拡充を図ってまいりたいと考

えております。

拡充の部分ですけれども、主な事業内容のと

ころに記載をしております（1）の補正額の下

のところでございますけれども、新たに拡充さ

れた部分といいますのが、通常の国境離島の制

度に加えまして、島内で消費できる一泊当たり

5,000円のクーポンを配付するというところが

拡充となっております。

島内の消費につきましても、従来の制度であ

れば、島内での体験プラン、体験プログラムと

か、そういったところに充当するというのが要

件でございましたけれども、それに加えて今回

の5,000円のクーポンといいますのは、島内の交

通、レンタカーですとか、飲食店、そしてお土

産物店、非常に幅広く島内で消費をしていただ

けるクーポンという形になっております。

事業規模としましては、割引適用のところに

6万5,000人程度の人泊数を記載しております

けれども、こちらは当初予算で想定をしている

目標というふうにご理解いただければと思いま

す。

販売期間につきましては、コロナの影響で若

干短くはなりましたけれども、この割引の拡充、

こういったものもしっかり活用しながら、でき

るだけ年度内にこの当初の目標を達成できるよ

うに取り組んでまいりたいと考えております。

適用範囲は、先ほど申し上げました1泊5,000
円ですけれども、最大で3泊の1万5,000円まで

というクーポンが使用できるということになっ

ております。

その他、（2）事務経費等、（3）情報発信を
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加えまして3億5,900万円程度の予算というこ

とになります。

参考までにですけれども、国のＧｏＴｏキャ

ンペーンというのが8月頃から始まりますが、

それとこの国境離島の拡充の部分が抱き合わせ

で使えるかどうかというところを、今、私ども

としては国の方に非常に強力に要望していると

ころです。この国境離島を所管されている内閣

府の方では、基本的には県の意向に沿って動い

ていただいておりまして、あとは観光庁との最

終的な調整がまとまれば併用ができるという形

になりますので、全国から本県の離島に行って

いただく方には非常にメリットの大きい事業に

なるかなと考えているところでございます。

それから、もう一つ別の資料になりますけれ

ども、補足説明資料の6月補正予算、追加提案

分をお願いいたします。

こちらの2ページでございますけれども、戦

略的情報発信推進事業費1億4,368万円でござ

います。これは情報発信の経費ということにな

りますけれども、先ほど来申し上げております

国のＧｏＴｏキャンペーン、このキャンペーン

でいかに本県に需要を取り込むかということで、

全国に向けて本県の魅力ですとか、そういった

ものを情報発信してまいりたいという事業でご

ざいます。

これまでの発信手法と少し変えておりますの

が、事業内容の1番目に「・」で地区毎のイメ

ージ動画の制作、配信というのがございますけ

れども、どうしても長崎県を全体でまとめて県

外の方に発信をいたしますと、少し焦点がぼけ

てしまうという課題を、私自身感じておりまし

たので、今回につきましては県内を6つ程度の

地域に分けまして、それぞれの地域で何を打ち

出していくかというのを市町の皆様とも議論し

ながら、テーマを決めて、そのテーマに沿った

動画をつくっていくという方向で考えておりま

す。

2番目につきましては、これは従来型と申し

ますか、情報番組、新聞広告等での情報発信と

いう形になります。

それから、3番目につきましては、県内をい

かに周遊していただくかということで、これは

他県でも事例があるんですけれども、県内の幾

つかの場所にキーワードを記した宝箱のような

ものを置いて、それを幾つか回っていただくと、

その回った数に応じて県産品等の景品をプレゼ

ントしていくという事業で周遊を促してまいり

たいと思っております。この事業につきまして

は、先日の6月4日の緊急スクラムミーティング

でも、県と市町で連携したプロモーションが大

事だというご意見をいただいたことを踏まえて、

市町ともしっかり連携しながら進めていこうと

考えている事業でございます。

それから、3ページ目でございます。

先ほどご説明をいたしました“ふるさと再発

見”誘客対策事業費でございますけれども、3ペ
ージ目の事業内容のところに5月補正と記載し

ておりますのは、先ほどご説明したとおりでご

ざいますので、今回、ここでご説明申し上げま

すのは、今した6月補正、対象施設数の拡充に

よる増額5億円というところでございます。

大変申しわけございませんけれども、追加で

少し表が入った一枚ものをお手元にお配りして

いるかと思いますけれども、この14万人泊を24
万人泊に拡大をする考え方をちょっとご説明を

させていただければと思います。

表で記載をしております5月の専決時点で、

合計では14万人泊でございましたけれども、内

訳を申し上げますと、県民向けが4万人泊、全
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国向けが10万人泊でございました。さらに、県

民向けの内訳を申し上げますと、宿泊施設で直

接販売する部分が2万人泊、それからじゃらん、

いわゆるオンライントラベルエージェントを活

用したものが2万人泊ということでございまし

た。

今回、非常に県民の方に数多く、私どもの想

定をはるかに超えたご利用をいただいた要因と

しましては、この宿泊施設で直接販売ができる。

ですから、インターネット環境等に不慣れな方

も手軽に予約ができたというところが非常に伸

びた要因かなと分析しておりますけれども、そ

の右側、6月15日把握数というのをご覧いただ

きますと、この直接販売分が2万人泊の枠に対

して6.6万人泊という数字でございました。じゃ

らんと合わせますと8.2万人泊。この数字が、8.2
万人泊というのが、あくまでも一部の、私ども

が聞き取りをして回答をしてくださった135施
設の数字でございましたので、この時点で推計

を加えたものが、その右側に全体見込みという

数字で、直接販売分が12万人泊、じゃらんにつ

いては2万人泊と。合計14万人泊というところ

が見込めたという数字でございます。こういっ

たことを踏まえて、6月16日に新規の予約につ

きましては終了をさせていただいております。

それから、全国向けの10万人泊につきまして

は、予定どおり10万人泊で考えておりまして、

合計して24万人泊というふうに枠の拡大をさ

せていただきたいということが今回の追加の補

正でございます。

下の方に今後の予算執行についてというのを

記載しておりますけれども、今申し上げました

14万人泊ですとか、10万人泊というのも、まだ

あくまで予約ベースの数字でございますので、

宿の方にお聞きをしますと、例えば同じ方が複

数日予約を入れていて、最終的にどこかで利用

されると。そういう意味では今後、キャンセル

も出てくることが想定されます。ですから、数

字というのはあくまでも今の予約ですので、今

後の実際の宿泊実績に応じて県の方から支出を

していくということになります。

それから、今、キャンペーン期間中でござい

ます全国向け、これはいずれも宿泊日は県民向

けも全国向けも7月末までという形になってお

りますので、今後につきましては、県民・全国

合わせた24万人泊という枠で、実績に応じて県

民の方、それから県外の方と予算を振り分けて

いきたいと考えておりますので、この点も併せ

てご了承いただければと思っております。

私からは以上でございます。

よろしくお願い申し上げます。

【山本(由)分科会長】 次に、物産ブランド推進

課長より、補足説明を求めます。

【長野物産ブランド推進課長】それでは、物産

ブランド推進課関係についてご説明をさせてい

ただきます。

お手元の資料で、予算決算委員会の補足説明

資料、今ご覧いただいていた追加提案分の4ペ
ージをご覧願います。

物産ブランド推進課関係といたしまして、今

回、県産品販路拡大対策費といたしまして、

3,178万5,000円を計上させていただいており

ます。

物産展につきましては、ご承知のとおり、新

型コロナウイルスの感染拡大により、2月以降

中止が相次いだといった状況でございました。

今後は、百貨店においても、こういった催事も

だんだんと再開されている状況でございますけ

れども、今後、全国の百貨店が実施する、いわ

ゆる物産展といった催事につきましても、様々
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な業種別のガイドライン、こういったものへの

対応というものが出てまいりまして、そういっ

た中で売り場間の距離でございますとか、通路

幅の確保、入場制限といったところで、これま

でどおり物産展を実施するということは困難な

状況になってまいります。

こういった状況も踏まえまして、今後の物産

展につきましては、通常の物産展を開催してい

くというところもございますけれども、このよ

うに中止とかにならないように物産展を開催す

る百貨店におきましても、オンラインでありま

すとか、通信販売を百貨店も実施しておりまし

て、実店舗での物産展とこういったオンライン

サイトを活用した物産展を同時に開催するとい

ったような取組を今回実施していきたいと考え

ているところでございます。

これまでの実店舗で開催している物産展、こ

ういったものを補完するといったところもござ

いまして、また、感染拡大によって店舗が仮に

閉鎖してしまったといった状況がございまして

も、こういった物産展をＷＥＢ上で開くことに

よって継続開催できるといった仕組みを構築し

ていきたいと考えているところでございます。

今回、補正予算の経費につきましては、県物

産展を実施しております物産協会を通じまして、

百貨店が取り組みますＷＥＢ上での物産展の販

売に係るいろんなＷＥＢの画面作成でございま

すとか、チラシ、こういったものを作成する経

費、また、商品の受発注、こういったものに要

する経費を今回経費として計上させていただい

ておりまして、今年度、実施を幾つかしていき

たいと考えているところでございます。

こういった百貨店のＷＥＢというのを活用す

ることによりまして、百貨店におきましては、

様々な顧客の取り込みといったところがござい

ますけれども、そういった方々への案内という

か、そういったお客様の取り込みというのも

我々は期待しております。

そういったものに加えて、継続的な実施とい

うところをやっていく中で、百貨店のオンライ

ンサイト、そういったところに常時その商品を

掲載していくといったところも目指して今回や

っていきたいと考えているところでございます。

今回、年度後半に向けて実施を予定した物産

展の中で、比較的大規模な物産展について、今

回のＷＥＢの物産展を同時に開催していきたい

というふうに考えておりまして、今回の事業の

取組、こういったものを検証しまして、今後、

他の物産展においても展開できないか、今後検

討していきたいと考えているところでございま

す。

以上で説明を終わります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【山本(由)分科会長】 次に、国際課長より、補

足説明を求めます。

【永橋国際課長】 私の方からは、令和2年度5
月専決補正予算の資料に基づいてご説明させて

いただきます。

資料は4ページでございます。

元気な長崎発信事業費ということで、予算額

は1,264万5,000円でございます。

新型コロナウイルス感染症の拡大で、本県で

も留学生のアルバイトが減少するなどの影響が

出ております。また、観光地では、インバウン

ド客を中心に観光客が減少するなどの影響も出

ているところでございます。

県では、留学生支援センターや県内大学など

の留学生担当部署と連携をしながら、協議を行

い、留学生を支援する目的の事業を実施するこ
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とといたしました。

主な事業内容は、留学生にインバウンドへの

取り込みを進める地域や観光施設を訪れていた

だいて、その体験内容をＳＮＳなどで発信をし

ていただこうというものでございます。

インバウンドのお客様にとって、観光しやす

い環境づくりをつくるということで、アドバイ

スをいただきたいと考えております。

予算額は、各種体験ツアー費用が864万5,000
円、留学生への謝金が400万円、これは１日1万
円で、1泊2日の場合は2万円を留学生にお渡し

しようとするものでございます。

今後も、留学生支援センターや大学などと連

携をしながら、留学生が安心して生活できる環

境づくりに取り組んでまいりたいと思います。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【山本(由)分科会長】 以上で説明が終わりまし

たので、これより、予算及び報告議案に対する

質疑を行います。

質疑はありませんか。

【宮本委員】ご説明、詳細にわたりありがとう

ございました。確認を含めて質問をさせていた

だきます。

まず、6月補正予算の分になります。補足説

明資料をいただきました。文化振興課の分から

いきたいんですけど、ながさきオンライン文化

祭事業費についてです。これは900万円という

ことで、文化芸術活動の発表の場を創出するこ

とが目的となっいますが、主な事業内容で（1）
と（2）があって、（2）のホームページの制作

は約400万円、これはつくるんだなということ

が分かります。（1）のオンライン文化祭の開

催、補正額約480万円というのは、オンライン

開催のいろんな機材とかでしょうか。それとも、

出演された方への謝礼金というイメージでよろ

しいのか、そこを確認させてください。

【村田文化振興課長】オンライン文化祭の開催

経費485万3,000円の件でございますけれども、

音楽部門につきましては「おうちでコンサート」

という仮称でありますが、その中で、プロのオ

ーケストラであります長崎ＯＭＵＲＡ室内合奏

団に課題曲を演奏していただきまして、それを

配信していただくということで考えておりまし

て、プロの演奏家の皆さんでございますので、

出演料といいますか、その謝金を主に考えてお

りまして、概ね300万円程度でございます。

それから、それぞれの部門におきまして、専

門家の皆さんに審査をしていただくことも考え

ておりますので、そういった謝金も含めて全体

で485万3,000円でございます。

【宮本委員】 分かりました。そうですね、プロ

のオーケストラですから、謝金ということと、

②、③については審査の方々に対する謝金とい

うことですね。

確かに新型コロナウイルスでこういった場が

なかったということで、大変興味ある事業費だ

なと思って伺っておりました。

ちなみに、これは8月上旬に募集をというこ

とを言われていましたが、8月初旬から募集を

して、開催時期、要は配信時期というんですか、

それはいつ頃になるのかというスケジュールを

教えてください。

【村田文化振興課長】 募集を8月から始めまし

て、できれば夏休み期間中に制作活動をやって

いただきたいと思っております。

その後、審査を行いまして、10月下旬か11月
頃から、専用のホームページで公開をしていく

ことを考えております。あと、順次応募いただ

いた動画につきましては、それはそれで公開を
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していくということも考えております。

【宮本委員】②と③、アート部門とストリート

ダンス部門、この周知方法、こういったものを

しますよというのはどのような形でなされるの

か、確認をさせてください。

【村田文化振興課長】この事業全体としてです

けれども、各分野の文化団体の皆様にご協力を

いただきまして、実行委員会を設置しようと思

っております。

そういった方々から、例えば音楽教室や絵画

教室、あるいは書道の教室の先生方にお声がけ

をしていただきまして、そういった周知を行い

たいと思います。あと、教育委員会とも連携を

いたしまして、各小・中学校、高校にもお声が

けをさせていただきたいと考えております。

【宮本委員】各学校の方も、アートとかストリ

ートダンスなんかは、若者が活性化できる有効

な手段だと思いますから、漏れなく周知徹底を

お願いします。

あと、ホームページで開催ということですが、

YouTubeというのは考えていらっしゃいませ

んか、どうなんでしょうか。

【村田文化振興課長】音楽部門、ストリートダ

ンス部門につきましては動画が中心になってく

ると思っておりまして、応募については

YouTubeを基本に考えておりまして、その他Ｓ

ＮＳ等も活用して実施していきたいと考えてお

ります。

【宮本委員】ありがとうございます。非常に興

味深い事業ですので、協議会を立ち上げるとい

うことですので、長崎県内にもそういう企画を

される会社があります。その方々は、結構、今

回のいろんな補助対象外となっていらっしゃい

ますので、そういったいろんな企画を担当する

会社の方々にも声をかけて協議会を立ち上げて

いただければと思いますので、お願いいたしま

す。

それと6月補正予算の追加分でご説明をいた

だいた部分の戦略的情報発信推進事業費につい

てです。

これも非常に興味深いんですが、これはＧｏ

Ｔｏキャンペーンと連動するということですけ

ど、これもＩＣＴを活用して発信ということで、

6つの地域に分けてということですが、これは

既に今もそれぞれの地区でいろんな動画を配信

とか、つくっていらっしゃると思いますが、今

回また新たにつくるということですか。恐らく

個々の地区で、例えば佐世保は佐世保で動画を

つくったり、島原は島原でつくっていらっしゃ

ると思うんですが、それとはまた別に、刷新す

るというイメージでよろしいんでしょうか。

【佐古観光振興課長】県内の市町でそれぞれ動

画を作成されていることは承知しておりますけ

れども、今回、県の方で考えています動画は、

もう少し広域といいますか、単独の市町ではな

くて、例えば五島列島とか、島原半島とか、少

し広いイメージをもっています。

私が逆に観光客の立場になった時に、岐阜県

に行こうという発想が先にくるかというと、そ

うではなくて、恐らくその中のエリアが先にあ

って、そこを決めて、じゃあ、近くに何がある

のかというようなことで行程を決めていくのが

普通かなという思いもありまして、もう少し広

域で、県外の皆様にわかりやすく発信をしてい

きたいと考えております。

【宮本委員】分かりました。確かに行く方から

考えるという視点は大事だと思いますので、そ

ういった発想を捉えて、確実に大型ＧｏＴｏキ

ャンペーンに連動できるように取り組んでいた

だきたいと思います。
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3番の宝箱とあるじゃないですか。これはさ

っき県産品とか言われていましたが、もう少し

具体的に、こういったものを今想定しているん

ですというのがあれば教えていただきたいんで

す。要は、市町をまたいで宝箱を探して、長崎

の良さをアピールするというイメージでしょう

けれども、今想定されているのは県産品になり

ますでしょうか。

【佐古観光振興課長】今回のキャンペーンにつ

きましては、県と市町でしっかり連携してとい

うふうに考えておりまして、宝箱の事業は県の

予算で執行いたしますけれども、何をプレゼン

トするかというところは、今、21市町に検討の

お願いをしているところです。

その予算についても、それぞれの市町でご負

担いただいて、それぞれの市町の特産品をプレ

ゼントするということで、その事業に参加をし

たいという意向を、手を挙げていただいた市町

の場所に宝箱を置くということで、今、調整を

進めているところでございます。

【宮本委員】 分かりました。農産物とか、花と

か、非常に需要が落ちていますので、そういっ

たものを活用していただいて、相乗効果を出し

ていただければと思います。

周知の方もしっかりと、情報番組や新聞広告

なども考えていらっしゃるみたいなので、九

州・関東・関西エリアの方にしっかりと魅力を

発信していただきたいと考えております。

あともう一点、6月補正の分になりますが、

“ふるさと再発見”誘客対策事業費で、ご説明い

ただきました。追加の補足説明の3ページにな

りますか、24万人泊にしましたということです

が、全国からの分、10万人泊。これは“ながさ

き癒し旅”ですよね。これは非常に全国的にもニ

ュースになっていましたね。長崎はいい取組を

しているということであったかと思います。

これはかなり好評だと思うんですが、いただ

いた資料ではあれなんですが、もう既に結構埋

まっているというようなイメージも受けるんで

すけど、現時点で全国向けはどれぐらいいって

いるかというのはわかりますか。

【佐古観光振興課長】 昨日の時点で、10万人

泊のうち約6.1万人泊という数字になっており

ます。ここも、クーポンだけ取得して、宿を予

約せずに流れるというパターンもございますの

で、瞬間的に昨日の時点で6.1万人泊です。これ

がずっと上下しながら増えていくという傾向に

今後はなると思っております。

【宮本委員】分かりました。これも先ほどと同

じように大型観光キャンペーンと連動してとい

うことなので、非常に有意義な手段であって、

コンビニエンスストアでの発券の分は非常に好

評ですよね。よく声を聞いています。まだまだ

余力はあるみたいなので、しっかりと全国から

の方が楽しまれるように、旅行会社とも、ホテ

ル業界の方ともいろいろ連携をとりながら進め

ていただきたいと思っております。

最後に1点だけ、6月補正の分で、同じ資料の

4ページです。物産ブランド推進課の分になり

ますが、これは、図でありますけれども、新し

い生活用式のもとで、館内物産展と書いてある

んですけど、これは行うところは実際にあるの

かどうか、今の時点で分かっているものがあれ

ば教えていただければと思います。

【長野物産ブランド推進課長】いわゆる物産展

でございますが、6月以降、やり方は少し工夫

しながらということでございますが、徐々に物

産展という形で始まってきております。

特に物産展が多くなるのが9月以降でござい

ますけれども、現時点では、もともと予定して
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いる、計画している物産展については中止する

といった話はございませんので、このままいけ

ば通常どおり実施されるものと考えております。

【宮本委員】分かりました。その上においてＷ

ＥＢ物産展の開催ですね。全国の各百貨店とも

連携をしながらということで、百貨店のＷＥＢ

サイトを活用することになろうかということで

すけれども、これの効果ですよね。どれだけの

方に見ていただくかというところが勝負だと思

いますので、この補助内容で①で開催チラシ、

販売経費、開催チラシについては今どのような

形で配布をされるのかという案とか構想があれ

ば教えてください。

【長野物産ブランド推進課長】チラシについて

でございますが、百貨店においては、登録のあ

る友の会といったような会員の皆様がかなり張

り付いているという状況でございます。

通常の新聞折り込みのチラシも当然ですけれ

ども、ダイレクトメールによって会員の皆様に

そういったチラシをお届けして、ＷＥＢでの物

産展があるといったこともお伝えしていきたい

と考えておりまして、通常のＷＥＢでやってい

るものと、また違った形で実施ができるのでは

ないかと考えているところでございます。

【宮本委員】分かりました。ありがとうござい

ます。ダイレクトメールとか、いろんな手法を

使っていただいてＷＥＢ物産展の開催をします

よというのを、ここも恐らく開催の周知徹底と

いうのが大事なところになるんじゃないかと思

いますから、こういったものをまた取り組んで

いただきたいと考えております。

最後に部長にちょっとだけお聞きします。今

回、いろんな形で景気が落ち込んでいます。県

内の事業者の方々からもいろんなお声をいただ

きます。今回こういった形で6月補正、もしく

は5月の専決でいろんな新しい取組もされるか

と思います。これを今後のいい起爆剤と捉えて

いくべきじゃないかなと思いますが、6月補正、

5月専決を踏まえて、今後の県内の観光需要の

活性化策について何かご意見をいただければと

思います。

【中﨑文化観光国際部長】本当に今回の新型コ

ロナウイルスの影響というのは、我々観光行政

も今まで経験したことのないような困難な状況

でございましたし、それ以上に、観光に携わる

事業者の皆さんが大変な思いであったと思って

おります。

議会の皆さんのいろんなご理解もいただきな

がら、まずは経営、あるいは雇用を守るという

施策にいろんな予算を振り向けてまいりました

けれども、今はフェーズも変わりまして、6月
からは観光の県内向け、それから、今、県外向

けのキャンペーンも始めているところでござい

ます。

説明いたしましたとおり、こういった外出自

粛の中で非常にストレスがたまっておられる方

のニーズにもうまくマッチしたと思っています。

これをぜひ、国のＧｏＴｏキャンペーンに切れ

目なくつないでいくことが重要だと思っていま

すし、逆に、困難な状況でありましたけれども、

今後、国のキャンペーンということであれば、

先ほど、“ながさき癒し旅”ということで銘打っ

ておりますけれども、ぜひ全国の方には、長崎

ならではの豊かな自然環境、あるいは奥深い歴

史・文化、それから食、こういったことが非常

にいろんな皆さんに訴求すると思っています。

ぜひ、そういったところを事業者の皆さんと一

緒に磨け上げて、そしてもう一つ、今後の観光

を考えると、安心・安全というのも一つのキー

ワードになってくると思いますので、感染症対
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策もしっかりと、受入態勢もしっかり一緒にな

って整えると、そういったことを官民でやりな

がら、観光産業というのはやっぱり長崎の活性

化に欠かせないものだと思っておりますので、

新型コロナウイルスに負けることなく、こうい

った困難な状況を一緒になって乗り越えていき

たいという思いでおりますので、またどうぞよ

ろしくお願いしたいと思います。

【山本(由)分科会長】 ほかに、予算に関する質

疑はございませんか。

【宮島委員】先ほど宮本委員からもいろいろと

ご質問がありましたけれども、まず、質問に入

ります前に、このコロナ禍の中で観光産業が、

今部長もおっしゃったように大きな痛手を受け

る中で、これまで文化観光国際部におかれまし

ては様々な施策で取り組んでおられることに、

心から敬意を表したいと思います。

殊にステップアップ事業、あるいは“ふるさ

と再発見”事業、こうしたものは本県独自の施策

として打ち上げられまして、特に、“ふるさと

再発見”などは大変な好評であり、今、全国でも

いろいろな自治体がこの事業に取り組んでおら

れますが、まさに長崎が先駆けてこういう事業

を取り組んでおられることは、全国の中でも評

価に値するものではないかと思っておりますの

で、改めて心から、これまでのご努力に対しま

してお礼を申し上げたいと思います。

その上で、今、ご質問のありました“ふるさ

と再発見”事業につきまして、少し追加でお聞き

をしたいんですけれども、現在、“ながさき癒

し旅”のキャンペーンというものが行われてお

りまして、説明のとおりに10万人泊が用意され

ているようであります。もう既に、コンビニで

発券する分については終了をしたというお話で

もあります。とすれば、大手のオンライン旅行

サイトで、例えば5万人泊、そしてコンビニで5
万人泊というような仕分けがされていたのかど

うか、まずそこをお聞きしたいと思います。

【佐古観光振興課長】 10万人泊のうち、コン

ビニに振り向けておりますのが2.5万人泊で、

OTAに振り向けておりますのが5.5万人泊。足

しますと8万人泊ということになります。残り

の2万人泊につきましては、一旦留保をしまし

て、その売れ行きに応じて、どちらに振り向け

るかという対応をしていく予定にしております。

それから、委員がおっしゃったコンビニが売

り切れということでございますが、先ほども申

し上げたんですけれども、一旦予約をストック、

予約を入れても流れてしまって、また復活する

という形で、今たくさん問い合わせもいただい

ておりまして、お答えしているのは、「毎日見

てください、またそれが戻ってくる可能性がご

ざいますので」ということで、ちょっと動きが

日々あるという状況ではございます。

【宮島委員】分かりました。それで先ほど課長

が言われた、今後の宿泊実績に応じて、県内と

全国と振り分けて運用していくというようなご

説明も分かるわけでありますが。

お聞きすれば、全国向けの10万人泊も、多く

は県民が利用しているという報道もあったわけ

でありますけれども、その点については何か把

握をされていますでしょうか。

【佐古観光振興課長】全国向けにつきましては、

6月19日からスタートして、住居地別にどうい

うふうな取得状況になっているかというところ

はまだ把握ができておりません。問い合わせ等

をいただく中で、県民の方が使いたいというお

話もあって、システム上は住居ではじくという

ことができないシステムで運用しておりますの

で、これは県の判断というよりも事業者側の問
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題にはなるんですけど。ですから、一定数は県

民の方もご利用されているのかなと推測はして

いるところですが、数字的にはまだ把握ができ

ておりません。

【宮島委員】 分かりました。だとすれば、残る

2万人泊というのは、県内外の状況に合わせて

今後振り分けをしていくという理解でよろしい

でしょうか。

【佐古観光振興課長】そのようにご理解いただ

ければと考えております。

【宮島委員】今の売られ方ということを考えれ

ば、仮にこの2万人泊が出されたとしても、早

いうちに完売をしてしまうこともあるんじゃな

いかと。課長がおっしゃったように、このキャ

ンペーンは7月末までということになっており

ますが、今後、「ふるさと再発見の旅」が予算

を増やしたように、この“ながさき癒しの旅”
キャンペーンも増やすと。8月のＧｏＴｏキャ

ンペーンまでの1カ月間、ひょっとしたら、ま

た穴があくかもしれないので、そこを増やそう

という考えはないでしょうか。

【佐古観光振興課長】現在の私の考えで申し上

げれば、国のかなり大型のキャンペーンが実施

をされます。このキャンペーンを使って、いか

に長崎県に来ていただくかというところに少し

力を入れないといけない。そういうことで、今

回追加で情報発信経費もご相談を申し上げてい

るところですので、現状で、この枠を広げると

いうよりも、ＧｏＴｏキャンペーンに向けて情

報発信のところに力を入れてまいりたいという

のが、現状では私の考えとしてございます。

いろんなご意見もあると思いますので、事業

者も含めて皆様方の、あるいは一般消費者とい

いますか、利用者の方のご意見もいろいろ聞き

取ってみたいとは思っておりますけれども、現

状としてはそういうことでございます。

【宮島委員】分かりました。一連の観光キャン

ペーン、観光の施策によって、今回のコロナ禍

で観光産業は280億円の損失があったというよ

うな話もありましたけれども、どれぐらいリカ

バーができるのか、そのような手ごたえという

のは何かあるんでしょうか。

【佐古観光振興課長】 280億円、今年の1月か

ら4月の速報値で、主な観光施設の前年比の数

字と平成30年の観光統計の観光消費額を使い

まして、280億円という数字を特別委員会でも

ご説明申し上げました。

それと同じ考え方に立てば、24万人泊が全て

埋まったと仮定をしますと、約60億円の消費が

なされると。これは少し粗々の推計ということ

にはなりますけれども、そういう数字になりま

す。

【宮島委員】 分かりました。改めて、そのご努

力に対しまして評価をしたいと思います。

いずれにいたしましても、課長のお話のとお

りに、今後の8月のＧｏＴｏキャンペーン、大

型旅行キャンペーンに向けてのいろいろな取組

というものが継続的に必要かと思いますので、

その施策をしっかりと打っていただきますこと

を期待を申し上げたいと思いますし、また、今

後、新型コロナウイルスも第2波、第3波と言わ

れているように、この問題が長期化をすれば、

さらに観光産業にいろいろな課題が出てくるか

と思いますので、文化観光国際部におかれまし

ては、しっかりとまた取り組んでいただくこと

をお願い申し上げたいと思います。以上です。

【山本(由)分科会長】 ほかに予算に関する質疑

はありませんか。

【中村(泰)委員】 コロナ禍での観光産業へのご

支援、まことにありがとうございます。
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私の方からは、まず、5月専決補正のステッ

プアップ事業につきましてでございます。4月
の補正から追加でこちらが上がっておりますが、

まだ幾らか残っているということで、たしか前

の分はすぐに埋まったかと思うんですけれども、

まだ、これが残っているというのは少し違和感

があるんですけれども、あと何件、もしくは何

億円ぐらい残っているんでしょうか。

【佐古観光振興課長】 現在のところ、8,000万
円から9,000万円の間ぐらいが新しいご相談に

対応できる枠ということです。現在も新規のご

相談がきておりますので、対応してまいりたい

と考えております。

【中村(泰)委員】 特段、これはダブりというの

はなくて、1事業者1回という認識でいるんです

けれども。

【佐古観光振興課長】 1事業者が単独で申請で

きるのは一度だけです。

その同じ事業者が、例えば宿泊施設の方が周

辺の飲食店の皆さんと連携して出すという時は

別カウントをするようにはいたしております。

【中村(泰)委員】 分かりました。要は、基本的

にダブりというのはあり得ないんでしょうけれ

ども、いろいろなやり方で可能性があるという

ことで認識をいたしました。

続きまして、5月専決の元気な長崎発信事業

費ということで、これはすごく海外の留学生に

おきましても、また本県におきましても、ウイ

ンウインとなるすばらしいご提案だなと、本当

に大変感心をしているんですけれども、コース

例で仁田峠とか九十九島、松浦市とあるんです

けれども、こういったものを挙げた経緯という

のが、何か理由があればご説明願います。

【永橋国際課長】 今、掲げておりますのは、あ

くまでコース例ということでございまして、実

施の段階においては、現在まさに行っていると

ころでございますけれども、観光連盟、それと

各市町の観光協会、市町と連携をしながら、ど

ういったコースをインバウンドの方に売ってい

きたいのかということを聞いて、今、最後の調

整をしているところでございます。ここに挙げ

ておりますのは、インバウンドの方にこういっ

たものを売っていきたいと前から取り組んでい

る例として挙げさせていただいておりまして、

今現在、各コース毎にどういったところを見て

いただくのか、どういったことを体験していた

だくのか、どういったものを召し上がっていた

だくのか、地域の皆様と協議しながら、最終の

詰めを行っているところでございます。

【中村(泰)委員】 何というのか、逆に絞れるの

で、かゆいところに手が届くといったところも

あろうかと思いますし、また、海外の方に来て

いただきたいようなところを積極的に抽出でき

ると思うので、そういった視点で引き続きやっ

ていただければと思います。

続きまして、6月補正の分ですけれども、観

光情報発信事業費ということで、ＩＣＴ、動画

の作成であったりというところに約1億円、今

後のＧｏＴｏキャンペーンというところをにら

んでということですが、今後、海外旅行をされ

る方の取り込みといったところの視点がすごく

重要であろうかと思っております。

また、これだけかけて動画をつくるというの

は、そんなにない話だとは思うんですけれども、

これを今後どういうふうに、またさらに活用す

るとか、目の前は夏なので夏を意識してつくる

かとか、そういったところを含めての戦略をお

伺いいたします。

【佐古観光振興課長】 9,800万円のＩＣＴ活用

の中で、動画の制作費自体は、先ほど6地域と
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申し上げましたけれども、見込みとして1地域

当たり500万円として3,000万円、それ以外の部

分につきましては、その制作した動画を

YouTubeのトゥルービュー広告ですとか、いろ

んなバナー広告、リスティング広告、ＷＥＢ上

でその動画をいかに見てもらうか。そして、長

崎のもうちょっとしっかりしたホームページ等

に誘導するというための予算を構えているとこ

ろでございます。

今回につきましては、そういったＩＣＴを活

用する中で、どういった層に受けるかとか、そ

ういった分析もしようと思っております。

動画自体は、少し地域性を前面に出したもの

を、今回のＧｏＴｏだけではなくて、次年度以

降もしっかり使いながら、ちょっと具体的に申

し上げると、例えば五島が一時期、ここ数年で

すけれども、全国ネットの情報番組で、これは

県が予算を使ったというよりも、民間ベースの

独自の取材の中で、かなり全国ネットのテレビ

で露出をして、観光客も実際に増えております

し、恐らく移住の方が増えたというのも、そう

いう効果があっていると思いますので、そうい

う長崎県の地域性、五島なら五島、壱岐・対馬

なら壱岐・対馬、そういった地域性をしっかり

お伝えして、そこに行けばどういうものが体験

できたりするのか、どういう暮らしがそこにあ

るのか、そういう少し、ちょっと言い方はあれ

ですけれども、質の高い動画みたいなものを作

成して、これはもちろん各市町の皆様とも並行

して議論しながらつくり込んでいきますけれど

も、それを今後もしっかり活用してまいりたい

とは考えているところです。

海外に行く方のところの視点は、すみません、

ちょっと今回の補正の中では盛り込んでいない

ところではございます。

【中村(泰)委員】 要は、海外に行けないので、

海外に行くような方を取り込めたらという趣旨

で先ほども申し上げました。伝わっているとは

思うんですけれども、まさに五島、壱岐、対馬

とかはバカンスというか、そういった要素がす

ごく強いと思うので、例えばハワイや東南アジ

アの島に夏に行きたいなという方とかは、ぜひ

とも長崎の離島にというような趣旨で、もう夏

なので、そこに直接つながるような展開が何か

できればいいなということで、ちょっと考えま

した。

続いて、「ふるさと再発見の旅」ということ

で、先ほどからずっと出ていますけれども、や

はり足元の観光事業の皆様にお金を落とすとい

うところではすごくすばらしいというか、即効

性のある施策ではあるんですけれども、じゃ、

本当に何というのか、お金の使われ方とか考え

た時に、なかなか難しいというか、すごく判断

に戸惑うような状況なのかなというのも一方で

考えられまして、やはり来ていただく方に大き

なお金を落とすようなものでなければならない

のかなというふうには本来思います。

そこで、例えば住んでいる市には行けないと

か、何かしらの条件を多分加えていかないと、

一人当たりの単価というのは上がってこないの

かなとか勝手に考えるんですけれども、今後、

現状はこれで終わりかどうか分からないですが、

この施策の総括的なところも含めてご答弁いた

だければありがたいです。

【佐古観光振興課長】 今回、この「ふるさと再

発見の旅」に取り組むに当たって、県内いろん

な宿泊施設がございます。私どもの制度上は、

消費税込みで5,500円以上ないと参加できない

という形になるんですね。実際、それを下回る

宿というのも複数ございます。そういったとこ
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ろからもご相談等いただいて、そういう場合は、

しっかり税込み5,500円以上になるように料金

を設定してくださいと。料金を設定するという

のも、今まで提供しているサービスのままで、

ただ値段だけ上げてくださいということではな

くて、ビジネスホテルであれば、朝食のグレー

ドを上げる、県産品を使ってなければ県産品を

使っていただく、あるいは何か県産品のお土産

をセットで宿泊プランとしてつくっていただく、

そういう働きかけもしたところですので、とに

かく急いで宿泊事業者にお金を回すという目的

も当然ございましたけれども、この事業を通じ

て、今言ったような事業者の中での宿泊プラン

の魅力向上とか、そういうところに取り組んで

くださった事業者もいらっしゃいますので、そ

れが今後も、これをきっかけにして、さらに、

じゃ次の、もっと髙みといいますか、付加価値

を高めた宿泊サービスをどうやって提供してい

くかというところ、それに向けて取り組まれる

ということであれば、またステップアップ事業

ですとか、また別の事業も私ども準備をしてお

りますので、全体的に活用していただきながら

底上げをしていただければと大変期待をしてい

るところでございます。

【中村(泰)委員】 ありがとうございました。

以上です。

【山本(由)分科会長】 ほかに予算について、質

疑はありませんか。

【久保田副会長】 1点だけお尋ねしたいんです

けれども、好評を得ている5,000円のクーポン券

のことで観光振興課長にお尋ねしたいんですが、

コンビニで買えるとなっておりますけれども、

例えば、これを1,000円で6,000円分購入するじ

ゃないですか。これを転売することはできるの

か、だめなのか、そこをお尋ねしたいんです。

【佐古観光振興課長】転売は認めておりません。

ただ、過去の他県の事例等で転売がなされてい

るとか、そういうお話も聞いたことはございま

すので、今回の仕組みの中ではきちんとＩＤ登

録、まずいきなり店舗に行って端末を操作して

取得していただくのではなくて、ＩＤ登録をコ

ンビニのウエブサイトでまずしていただいて、

そこから一応お名前等も入れていただいて、実

際に登録した後に予約をして、コンビニの店舗

に行っていただいて受け取ると。それを宿で使

うということ。宿で使う時には、そのクーポン

にご自分のお名前を書いていただくという仕組

みにしておりますので、そういう不正が生じな

いように、考えられる措置は講じているところ

でございます。

【久保田副会長】あえて聞いたのは、そうやっ

て不正をされる方も、もしかしたらいるかもし

れないので、一応そういう転売は絶対だめだよ

というのをどこか備考欄とか、そういうところ

に明記しておいていただければという思いで質

問しました。ありがとうございます。

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑はありません

か。

【溝口委員】 戦略的情報発信推進事業ですが、

先ほど6地区に分割してということだったんで

すけれども、ある程度決まっていたら、その6
地区を、今この場で言えるのですか。

【佐古観光振興課長】これは県の方からのたた

き台の案としてお示しを、今既に21市町の観光

の担当課長にしている内容です。今後、市町の

ご意見も踏まえて最終決定してまいりますけれ

ども、県が提案している内容としましては、ま

ず、離島で申し上げますと、いわゆる国境離島

新法で言うところの五島列島、小値賀、宇久ま

で含めた五島列島が一つ。それから、壱岐と対
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馬につきましては、いろんな旅行会社のご意見

を聞いても、やっぱりセットで売ることが望ま

しいというお話ですので、壱岐と対馬で一つで

ございます。それから、島原半島は3市プラス

新幹線駅のことも考えて諫早市と島原半島3市
です。長崎地域は、長崎市と西海市、それから

空港からのアクセスということで大村市を加え

ています。佐世保エリアで申し上げますと、佐

世保市、川棚町、波佐見町、東彼杵町、あと佐々

町。一番北の方の平戸と松浦で一つ。この6つ
という形で今ご提案はしておりますけれども、

今、随時、各市町からもご意見がきております

ので、これを6月末までに地域割りと、それか

らその地域の大きいテーマですね、キャッチフ

レーズといいますか、そういうテーマまでは6
月末までに決定をしたいと考えております。

【溝口委員】できるだけ広範囲にかけて情報発

信していこうということで、お互いに市と町は

知恵を出し合ってやっていくと思うんですけれ

ども、西海市は大体県北のエリアになっている

んですけれども、西海市を長崎市に組んだ理由

は何かあるんですか。

【佐古観光振興課長】西海市を長崎市に入れま

したのは、一つの観光素材のイメージを考えた

時に、長崎市のいわゆるキリスト教の世界遺産、

大野、出津、あるいは遠藤周作文学館、そうい

ったところを訪れて、さらに北に足を延ばして

いただける方、西海市の観光素材で言いますと、

音浴博物館ですとか、あるいは松島、そういっ

たところに足を延ばされる方というのが、少し

私のイメージの中では同じ思考を持った方とい

うふうに考えたものですから、それから長崎市

内からの交通アクセス、そういうものをもとに

長崎市に含めたということでございますけれど

も、これについては早速いろいろ市町からもご

意見をいただいて、佐世保の方が適当じゃない

かとか、いろんなご意見をいただいていますの

で、あくまでも県からのたたき台ですので、ご

意見を聞いて最終決定をしてまいりたいと考え

ております。

【溝口委員】一応提案するということは大事な

ことですけれども、地域によって話し合いを、

どういう形でやっていくかということで区割り

をちゃんとしていかないといけないと思うんで

すけれども、その辺の区割りについて、どうい

う形で話し合いをしていこうとしているのか。

例えば観光的な専門の人たちを寄せて、そこの

中で話し合いをしていくのかどうか。提案とし

てはやはり持っておかないといけないので、そ

は構わないと思うんですけれども、最終決定で

すね、その辺についてどのような考え方を持っ

ているのか。

【佐古観光振興課長】手順としましては、まず

は地域の思いというのを反映して地区割ですと

か、先ほど申し上げましたキャッチフレーズに

ついては決めていかないといけないと思ってお

ります。ですから、それを6月末までに、まず

一旦整理をします。並行して、実際に動画を制

作するとなりますと、専門の業者に委託する形

になりますので、この6地区それぞれ業者を委

託しまして、実際の地区割のテーマが決まった

後のつくり込みの部分については専門の業者の

プロデューサー的なノウハウもお持ちの方にも

地域に入っていただいて、市町、もちろん私ど

も観光振興課も入って、地域毎に少し議論をし

ながら具体的なつくり込みを進めていくという

のが、今の想定スケジュールでございます。

【溝口委員】地域毎いうか、やはり最終的な決

定をしていく時に、県が提案した地域での話し

合いということになってくるから、そうじゃな
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くて、本当に6地区に分けるとした形の中で、

何かやっぱり実行委員会的なものをつくるか何

か、そういうものが要るんじゃないかと思うん

です、専門的な考え方がですね。そういう考え

方はないんですか。

【佐古観光振興課長】例えで申し上げると、五

島列島の場合は、五島列島おもてなし協議会と

いう市町と振興局でつくった協議会がございま

す。そういう中でしっかり議論しながらつくり

込みをしていく予定にしております。

そういう既存の協議会のようなものがないと

ころは、かちっとした組織ということではない

ですけれども、私どもが音頭を取りながら、地

域の関係の方、それから専門のノウハウをお持

ちの方、みんなでご相談しながらつくってまい

りたいと考えております。

【溝口委員】 分かりました。ある程度6地区に

分かれて、それでその情報が日本全国にわたっ

ていくような形を、広報の形を、やはり広報が

大事になってくると思うんですよね。旅行会社

がそれを扱うかどうかわかりませんけれども、

やはり他県に広くわたっていくようなそういう

情報発信のやり方をしていただければと、この

ように思っております。

私としては、あまり質問を今日はしてこなか

ったんですけれども、やはり経済対策ですから、

コロナがですね。だから、今、疲弊している部

分について、やはり使い勝手のいい、そういう

商品にしていただければと思っておりますので、

その辺については、あまり厳密に審査とかなん

とかしなくてやっていただきたいなと、このよ

うに思っておりますので、どうぞよろしくお願

いしたいと思います。

【山本(由)分科会長】 ほかに予算に関する質疑

はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 それでは、ほかに質疑が

ないようですので、これをもって質疑を終了い

たします。

次に討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 討論がないようですので、

討論を終了いたします。

予算及び報告議案に対する質疑討論が終了し

ましたので、採決を行います。

第96号議案のうち関係部分、第108号議案の

うち関係部分、報告第3号のうち関係部分及び

報告第19号のうち関係部分については、原案の

とおり、それぞれ可決、承認することにご異議

ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算及び報告議案は、原案のとおり

それぞれ可決、承認すべきものと決定されまし

た。

ここでしばらく休憩し、3時10分から委員会

を再開させていただきます。

しばらく休憩します。

― 午後 ２時５５分 休憩 ―

― 午後 ３時１４分 再開 ―

【山本(由)委員長】 再開します。

次に、委員会による審査を行います。

文化観光国際部においては、今回、委員会付

託議案がないことから、所管事項についての説

明を受けた後に陳情審査を行い、その後、知事

専決事項報告「地方自治法第180条関係」、「次

期長崎県総合計画素案骨子」、そして最後に「新

型コロナウイルス感染症に係る対策とその進捗
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状況等」について質問を行います。

まず、文化観光国際部長より、所管事項説明

をお願いいたします。

【中﨑文化観光国際部長】それでは、議案説明

資料と（追加1）と（追加2）がございますので、

その2つを使いながらご説明させていただきま

す。

まず、1ページの方をよろしくお願いします。

文化観光国際部の議案外の報告事項について、

主なものについてご説明いたします。

（和解及び損害賠償の額の決定について）

新型コロナウイルス感染症の影響により、県

庁で実施予定であった世界遺産に関する小学生

対象の特別授業を中止した事案について、和解

及び損害賠償の額の決定を地方自治法第180条
の規定に基づく軽易な事項として専決処分させ

ていただいたものであります。

当案件は、特別授業に招聘予定であった講師

の航空券取消手数料が発生し、その手数料であ

る5,500円を賠償金としたものであります。

次に、議案外の所管事項についてご説明いた

します。

（新型コロナウイルス感染症拡大の影響と対

策について）

（1）観光振興対策について。

大きな影響を受けている観光分野では、宿泊

事業者等が行う「おもてなし力の向上」や「誘

客・経営効率化対策」などにより、収束後の受

入態勢の強化を目的とする「観光地受入態勢ス

テップアップ事業」を5月7日に募集開始したと

ころ、想定以上の応募をいただいたことから、

事業費追加の補正予算を5月28日付けで専決処

分させていただいております。

それから、（追加2）の1ページでございます。

なお、5月25日に全国的な緊急事態宣言が解

除されたことを受け、5月28日付けで専決処分

させていただいた補正予算では、観光誘客に向

けた予算についても盛り込んでおり、6月1日か

ら県民の県内宿泊を促進するための「ふるさと

再発見の旅～宿泊施設応援キャンペーン～」を

実施したところ、想定を上回る多くの方にご利

用いただいたことから、6月16日をもって新規

の予約を終了いたしました。6月19日からは、

次の段階として、全国からの誘客を促進するた

めの「“ながさき癒し旅”ウェルカムキャンペー

ン」を開始しております。

2ページに戻ってもらいまして、中ほどでご

ざいます。

今後も、県内観光産業のＶ字回復に向け、市

町とも連携しながら、国の大型観光キャンペー

ンとも連動し、全国からの誘客拡大に取り組ん

でまいります。

（2）国際定期航空路線・クルーズ客船につ

いて。

これにつきましても、（追加2）の1ページで

ございます。

クルーズ客船につきましても、1月下旬以降

からキャンセルが発生しており、6月15日現在

のキャンセル数は214隻で、令和2年の入港予定

444隻の約48％になっておりますが、今回のコ

スタ・アトランチカ号の船内感染拡大を受けて、

国において国際的な対応や安全対策の調査・検

討を進めることとされており、県においても情

報の共有化など受入環境の整備に取り組むこと

としております。

また、2ページの下でございます。

今後とも、各国の海外渡航制限や国の検疫等

の緩和に向けた動きを見極めながら、長崎の現

状を正しく伝えるとともに、本県の魅力を発信

するためのＷＥＢやＳＮＳを活用した情報発信
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や、インバウンド向け観光コンテンツの掘り起

こし等、収束後に備えた取組を進めてまいりま

す。

（3）県産品の振興について。

6月1日から、「がんばらんば長崎 うまかけ

ん！長崎プロジェクト」として、県産品を数多

く取り扱うネット通販サイト上で商品の購入代

金を3割引する「長崎よかもんキャンペーン」

及び、ＷＥＢサイト上で前売り食事券を購入し

た方に県産品をプレゼントする「長崎よかみせ

キャンペーン」という2つのキャンペーンを実

施し、売上が減少している県産品の消費回復・

拡大や、ＰＲを図る事業に取り組んでおります。

また、県産品の輸出についても、世界的に人

の移動が制限されており、県が関与している加

工品等の2月及び3月輸出実績は、取引先からの

受注減や物流の停滞などにより前年度と比べ

82.2％と減少するなど、輸出を取り巻く環境は

大変厳しい状況にあります。このため、引き続

き、関係部局や団体とも連携しながら、商談会

やバイヤー招聘の実施などについては、海外と

の出入国制限の状況を見極めながら、実施の検

討を進め、県産品の輸出促進とブランド化に努

めてまいります。

（4）国際交流・多文化共生について。

国際交流については、2月に中国国内で新型

コロナウイルス感染症が拡大する中、本県と友

好関係にある福建省、上海市及び湖北省へ医療

関係物資をお送りしました。ここで（追加1）
でございます。

その後、県内でも感染者が発生し、マスクが

不足する状況となる中、4月10日には福建省か

らマスク2万枚を寄贈いただき、以降、中国駐

長崎総領事館をはじめ、上海市や台北駐福岡経

済文化弁次処のほか、その他の国を含めた民間

団体等からも多数ご支援をいただいたところで

あります。

また、4ページに戻っていただきまして、こ

のようなマスクの寄贈は大変ありがたいことで

あり、いただいたマスクは速やかに医療機関等

へ配付するなど、有効に活用させていただいて

おります。

（5）文化・スポーツについて。

文化・芸術については、県内最大の公募展「第

65回長崎県美術展覧会」が新型コロナウイルス

感染症の影響により中止となるなど、各種イベ

ント等の中止・延期が相次いでおり、長崎県美

術館及び長崎歴史文化博物館においても、入管

帰省や臨時休館等の対応を行ってまいりました。

全国的に緊急事態宣言が解除された5月25日
からは、感染防止対策を講じたうえで、両館と

も再開館したところでありますが、今後は、中

止・延期となった企画展等の代替として、収蔵

品を活用した展覧会を自主企画として開催する

など、引き続き、県民の皆様に親しまれる美術

館、博物館を目指して取り組んでまいります。

併せて、県では、オンライン配信などの新し

い手法によるイベントの開催を検討していると

ころであり、今後も県民の皆様が文化芸術活動

に参加できる環境づくりを推進してまいります。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技

大会については、開催が1年延期されたところ

ですが、去る3月27日、ホストタウンとして登

録している各国の関係者に対し、本県及び関係

市では事前キャンプの受入に向けて、引き続き

準備していくので安心していただくようメッセ

ージを送りました。

県としましては、来年の開催に向けて更なる

交流計画の検討も含め、引き続き、関係自治体

や競技団体等と連携を密にして、しっかりと準
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備を進めてまいります。

Ｖ・ファーレン長崎が所属するサッカーＪ2
リーグは、2月23日の開幕戦以降、試合ができ

ない状況が続いておりましたが、6月27日に無

観客試合で再開されることが決定しました。

今後、県議会をはじめ、市町や経済界・関係

団体、県民の皆様と一体となって、Ｊ1復帰を

目指すチームの活躍を力強く応援してまいりた

いと考えております。

このように、県としては引き続き関係機関と

連携しながら、感染予防対策の徹底と情報把握

に努め、新しい生活様式に対応した受入・実施

態勢を整えることにより、県民の方々に広く文

化・芸術・スポーツに親しんでいただくととも

に、一人でも多くの観光客に本県にお越しいた

だけるよう、旅行会社との連携や情報発信など、

効果的な誘客対策を講じてまいります。

（文化の振興について）

昨年度におきまして、長崎県美術館では、約

38万4,000人の入館者があり、また長崎歴史文

化博物館では、約36万8,0006人の入館者があり

ました。現在、長崎県美術館では、美術館が所

蔵する作品を「大きい／小さい」、「自然／ひ

と」など比較や対比をテーマに構成した展覧会、

「くらべてみれば、みえるもの－長崎県美術館

コレクションから」を9月22日まで開催するこ

ととしております。

このほか、去る6月12日には第35回長崎県地

域文化賞の授与式を実施し、県内各地において

地道な文化活動を続け、地域文化の向上と発展

に貢献している3者に対し、その活動と業績を

顕彰いたしました。

今後とも、引き続き文化・芸術の幅広い振興

に努めてまいります。

（追加2）の1ページの一番下でございます。

（日本遺産の認定について）

6月19日に、本年度認定の日本遺産21件が公

表され、全国69件の申請の中から、長崎市、諫

早市、大村市の3市と佐賀県及び福岡県内の5市
が共同で申請しておりました「砂糖文化を広め

た長崎街道～シュガーロード～」が認定されま

した。

海外貿易の窓口だった長崎と小倉を繋ぐ旧長

崎街道沿いの地域は、日本に伝えられた砂糖や

菓子、菓子づくりの技法により、独特の砂糖文

化が発展した歴史があり、今回の認定は、当時

の長崎街道を偲ばせる景観とともに、今日まで

大切に受け継がれてきたことなどが評価された

ものと考えております。

6ページに戻っていただきまして、（世界遺

産の保存活用について）

現在、「世界遺産でつなぐ・つながるプロジ

ェクト」の一環として小・中・高校のふるさと

教育を推進しており、新たに「潜伏キリシタン

関連遺産」の価値や身近な構成資産を分かりや

すく解説した小・中学校用の学校教育用補助教

材を作成し、関係市町、教育委員会へ配付した

ところであります。将来を担う子どもたちに世

界遺産学習を通して、郷土への愛着や誇りを持

ってもらえるよう、引き続き取り組んでまいり

ます。

また、「潜伏キリシタン関連遺産」のホーム

ページにおいて、英語・韓国語に対応した形で

世界遺産の価値や見学マナーなどの情報を紹介

しておりますが、新たにフランス語、スペイン

語、中国語を追加いたしました。今後とも多言

語化など情報発信の充実に積極的に取り組んで

まいります。

（観光の振興について）

また、（追加2）の2ページの中ほどからでご
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ざいます。

令和元年の本県の観光客延べ数は、速報値と

しまして、過去最高であった平成30年から2.4％
減少の3,467万人となったものの、これは統計を

取り始めた昭和47年以降では、平成29年に次ぎ

過去3番目に高い実績となっております。なお、

対前年比減の要因としましては、夏場の繁忙期

における大雨や台風等の天候不良の影響や、7
月以降の訪日旅行控えによる韓国人観光客の減

少、中国発着クルーズ客船の乗客乗員数の大幅

な減少などであります。

日韓関係の冷え込みによる韓国人観光客の減

少、新型コロナウイルス感染症の影響による旅

行需要の冷え込み等への対策を含め、引き続き、

観光の振興に努めてまいります。

7ページの下の方から読ませていただきます。

ユニバーサルツーリズムの推進については、

去る5月18日からユニバーサルツーリズム推進

の専従担当職員を県観光連盟に1名派遣いたし

ました。今後は、長崎空港内へのユニバーサル

ツーリズムセンターの開設を支援することによ

り、県内バリアフリー情報の提供や各種サービ

スの紹介、車椅子等の貸出、入浴介助支援など、

持続可能な受入態勢の構築に市町とも連携しな

がら取り組み、本県が高齢者や障害者等から選

ばれる観光地となるよう努めてまいります。

国境離島地域における滞在型観光の促進につ

いては、今年度は、今般の新型コロナウイルス

感染症の感染拡大防止のため4月8日から販売

を中止しておりましたが、6月19日から販売を

再開しております。さらに、新型コロナウイル

スの感染拡大により、国境離島地域の観光産業

を中心に甚大な影響が生じていることから、し

ま旅旅行商品及び企画乗船券利用者への割引制

度を拡充することとしております。今後とも、

国や地元と協議しながら、しまを訪れる観光客

の拡大を図ってまいります。

（国際交流について）

今年は、本県と中国との友好交流の懸け橋と

して重要な役割を果たしてきた中国駐長崎総領

事館が開設して35周年という節目の年を迎え

ております。また、その他の友好都市について

も様々な交流事業を計画しておりますが、新型

コロナウイルス感染症の拡大に伴い中止や延期

などの影響が出ている状況であり、引き続き推

移を見守りながら、収束した際には、中国をは

じめ友好都市との交流事業に速やかに取り組め

るよう、関係者と連携を図ってまいります。

（平和行政の推進について）

今年は被爆75年、ＮＰＴの発効から50年とい

う節目の年であります。新型コロナウイルス感

染症の影響により、職員の派遣を計画していた

ＮＰＴ運用検討会議が中止となるなどの影響が

出ておりますが、原爆をテーマとしたパネル展

の県内開催などの被爆75年イベントを、県内市

町や関係団体と連携し、核兵器の廃絶と世界平

和の実現に向けて、引き続き取り組んでまいり

ます。

（新たに総合計画の策定について）

「交流人口を拡大し、海外の活力を取り込む」

においては、地域住民が主体となって取り組む

魅力ある観光まちづくりの推進や県産品のブラ

ンド化の推進などに取り組むとともに、「地域

の特徴や資源を活かし、夢や希望の持てるまち

を創る」においては、歴史や文化・芸術、スポ

ーツによる活性化、国際交流の推進などに取り

組んでまいりたいと考えております。

今後、県議会のご意見をお伺いしていくとと

もに、県民の皆様の声もお聞きしながら、今年

度中の計画策定に向けて検討を進めてまいりま
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す。

以上をもちまして、文化観光国際部の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。

説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

お手元に配付しております陳情書一覧表のと

おり、陳情書の送付を受けておりますので、ご

覧願います。

審査対象の陳情番号は、21番、22番、30番、

32番、39番、40番となっております。

陳情書につきまして質問はありませんか。

【宮島委員】 1点だけお尋ねいたします。

陳情番号の21番の2ページ目に当たりますけ

れども、下の方に書いてあります修学旅行等の

団体から個人客に至るまで、キャンセルが多数

発生しているという表記がありますけれども、

修学旅行のキャンセルについて、観光サイドで

把握しておられるのかどうかお尋ねをしたいと

思います。

【佐古観光振興課長】 今年の3月末の時点で主

な宿泊施設に聞き取りをして把握しています数

字が5万7,000人泊のキャンセルという数字で

ございます。

一方で、4月の補正予算の中で修学旅行の方

面変更につきましても支援をしているところで

ございます。

今現在、98校、延べ宿泊数でいいますと、約

3万人泊の方面変更で本県においでいただける

と。一番早いものでは8月末の修学旅行をこち

らに引っ張ってこれているという状況もござい

ますので、そこは引き続き、予算を有効に活用

しながら、取りこぼしのないように取り組んで

まいりたいと思っています。

【宮島委員】今、課長からご説明がありました

とおりに、既に本県では修学旅行誘致の支援な

んかもされておりますので、その成果で今のお

話のようなことが出ているということになろう

かと思います。一方で、国の方でもこの修学旅

行の中止や延期についての支援措置というもの

が、これは文部科学省の方でされているようで

ありますけれども、この具体的なキャンセルに

ついての補塡というものについては、何か考え

ておられますか。

【佐古観光振興課長】受け地の立場から、修学

旅行をお迎えする方の立場から申し上げますと、

県内の修学旅行のメインは長崎市と佐世保市と

いうことになりますけれども、長崎市の事業者

からお聞きしているところでは、なかなかキャ

ンセル料を旅行会社との契約の中で取れていな

いと、そういうお話もちょっと聞いておりまし

て、全貌を私として把握しているわけではあり

ませんけれども、実際、学校であったり、保護

者であったりが文部科学省の支援の対象になる

ようなキャンセル料を取られているかどうかと

いうところが非常にあいまいといいますか、取

られていない状況もあるというふうにお聞きし

ているところでございまして、私どもとして、

そういう慣例の部分での支援制度等は、現時点

では検討していないという状況でございます。

【宮島委員】なかなか代理店の方から、各学校

の方に、ある意味お得意様でありましょうから、

キャンセル料をお願いするというのは難しいと。

それはもちろん保護者の負担になっていくので、

なかなか厳しいというところもあるんでしょう

けれども、そういうところをもって文部科学省

の方でそうした支援措置が出されていると思う

んですが、そこはなかなか、言うように旅館・
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ホテルから学校、あるいは代理店にそうしたも

のを請求しにくいというところがあるんでしょ

うから、ぜひその実態というものを把握してい

ただいて、今回の要望の趣旨もそういうところ

にあるかと思いますので、いくばくかでもそう

した旅館・ホテルに対して措置ができないもの

かと。先ほどのお話のとおり、とっかかりとし

ては、いろいろなキャンペーンでリカバーをし

ていただいているわけでありますけれども、ま

だまだそれでも観光産業の損失というものは極

めて大きいところがありますので、ぜひこの部

分をしっかりと捉えてご検討いただければと要

望申し上げたいと思います。

【山本(由)委員長】 ほかに陳情に関して質問は

ありませんか。

【宮本委員】 1点だけです。陳情番号32番、こ

れは佐世保市から出ている要望で59ページに

なります。所管といたしましては、文化振興課

になりますが、これは恐らくずっと出ているん

ですけれども、この際お聞きしたいと思ってい

まして、県北地域における文化芸術の振興につ

いて、一番均等に触れ合える文化・芸術の機会

を増やしていただきたいという思いで県北地域

における長崎県美術館分館の整備ということの

要望が出ております。

そこに理由等々も書いてあります。私たちか

ら見ても、確かにそうだなと思って、ずっと出

ている要望ではあるんですが、県の対応をお聞

かせいただければと思います。

【村田文化振興課長】県北地域における県の美

術館分館というお話でございますけれども、現

状において、美術館の分館を県内各地に設ける

ということは非常に難しい状況だと考えており

ます。

ただ、一方で、ソフト面で様々な対応をして

いくということは必要なことであり、これまで

も、例えば、今年は中止になってしまいました

けれども、いわゆる県の美術展覧会を佐世保会

場で実施いたしますとか、それから県の選抜作

家美術展、こちらについても佐世保会場で開催

をしております。それに加えまして、美術館の

事業でございます移動美術館とか、あとは学校

等で出張授業でありますとか、遠隔授業、そう

いったことを実施させていただいているという

状況にございます。

それと美術事業ではないですけれども、佐世

保市の方ではダンスイベントとか、短編映画祭、

こういったものを地元の実行委員会の方々と一

緒になって実施をしておりますし、昨年につい

てはアルカスＳＡＳＥＢＯの方で日露交歓コン

サートの開催というものを実施しております。

こうしたことで、今後も佐世保市ともしっかり

連携を取りながら、文化芸術の振興を図ってい

きたいと考えております。

【宮本委員】 分かりました。結論、難しいとい

うことですが、ソフト面での対応をやっている

ということですね。実は、この文化芸術という

のは今非常に、先ほども課長がおっしゃったと

おりダンスとか、幅広い新しい分野での芸術と

いうんですかね、あんまり詳しくないんですけ

れども、そういったものが出てきている状況か

と思います。

先日、若い方とお話をした時に、この話題に

なって、こういった要望が出ているとは知らな

い方なんですが、こんな文化芸術に触れ合える

場所が佐世保に、県北にもほしいという声が実

は若い方から出たということもあります。こち

らの美術館とまた違ったタイプの美術館という

構想もおもしろいんじゃないかなと。場所はさ

ておき、広さはさておき、そういった観点から、



令和２年６月定例会・環境生活建設委員会・予算決算委員会（環境生活建設分科会）（６月２５日）

- 47 -

ハード整備となるとやはりちょっと財政的な問

題があるかと思うんですが、それは承知しつつ、

そういった構想も、どういった形になるのか分

かりませんけれども、青空美術館じゃないです

けれども、そういったところでもいろんな話、

協議をしていただければと思いますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

【山本(由)委員長】 ほかに陳情に関して質問は

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 それでは、ほかに質問がな

いようですので、陳情につきましては承ってお

くことといたします。

次に、地方自治法第180条関係の知事専決事

項報告について質問を行います。

「和解及び損害賠償の額の決定について」で

すけれども、何か質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 それでは、質問がないよう

ですので、次に進みます。

次に、次期長崎県総合計画素案骨子について、

質問を行います。

質問はありませんか。

【宮本委員】 1点だけ確認をさせてください。

次期長崎県総合計画素案骨子という冊子をい

ただいて、所管するところで確認をさせていた

だければと思います。

素案骨子の66ページになります。先ほども部

長から説明もありまして、事業群2ですか。環

境変化や市場動向を踏まえたインバウンド観光

の推進とあります。次期総合計画は5年間にわ

たるということで、令和3年度から令和7年度ま

での5年間であるということ。ここで、クルー

ズ客船の誘致と経済的な効果を高める取組とあ

ります。

カラーの資料もいただいて、ながさきレボリ

ューション4.0、これの見開きのところでも、「ま

ち」が変わる！のところにもチェンジですかね、

海の玄関口国際クルーズ港の整備ということで、

今回の松が枝埠頭については2バース化が事業

化になったということでこれは非常にうれしい

ことであると。また、佐世保においては、浦頭

に国際クルーズの拠点ができたと。7月に完成

ということも聞いておりますけれども、こうい

った形で非常にいいぐあいに進んでいるところ、

こういった形で新型コロナウイルス感染症の影

響が出てきて、先ほどの説明資料にもあったと

おり、非常に落ち込んでいるという現状があり

ますよね。これを踏まえて、すぐすぐこれが回

復するというのは非常に難しいんじゃないかな

と思います。

クルーズ客船の誘致と経済的な効果を高める

取組とあるんですけれども、これは5月でした

か、政府に対する要望書の中にもそういった記

載はありましたけれども、今後、令和3年度か

ら5年間、このクルーズ船を誘致するに当たっ

て、安全面での対策、そういったものを取り込

んでいくことが大事であり、そういったものを

県民の皆様方に知らせていくことが大事だろう

と思います。

実は、先日、先ほども陳情にもありましたが、

長崎県旅館・ホテル生活衛生同業者組合の方々

と意見交換をした時にも、今後、クルーズ船に

ついて非常に不安であると、心配であるという

声も聞きました。

ただ、長崎全体として見ると、クルーズ船を

取り込むというのは非常に大事なところであっ

て、重要なポテンシャルであるということは間

違いないと思いますが、今後、次期総合計画を

つくるに当たって、5年間の取組の中で、今ま
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でと同じようなことをやっていると非常に厳し

いのかなと思います。その安全対策について、

何か次期計画に盛り込む必要があると思います

が、この点について、今の段階で何かお答えで

きること、考えていらっしゃることがあればお

聞かせいただければと思います。

【佐々野国際観光振興室長】クルーズ船の安全

対策につきましては、国においても5月に海事

局の方からガイドラインが示されておりますし、

日本外航客船協会においても、その国からのガ

イドラインをもとにガイドラインを同じように

作成をされて、船社においてもいろいろな安全

対策ということで今取り組まれております。

それから、本県におきましては、コスタ・ア

トランチカ号が入港しまして、船内において新

型コロナが拡大をしたということもありますの

で、そういった課題の洗い出し、整理、検証作

業を行ったうえで、国に対してもその報告を行

い、改めて国の方でも検証されると思いますの

で、そういったことを踏まえて、県としても受

入態勢、例えば情報共有などの体制を整えてい

きたいと思いますので、そういった内容も次期

計画の中に盛り込んでいきたいと考えておりま

す。

【宮本委員】ちなみに、これは目標値がありま

したか。受入れの目標値があったら、それに対

する変更点とかがあり得ますならば、10年間の

目標値がありましたか。ありましたらお聞かせ

いただきたいのと、ちょっとそれに対して変更

とかを考えて、修正等があれば教えていただけ

ればと思います。

【佐々野国際観光振興室長】次期計画について

は、目標をまだ設定しておりません。今年度ま

での現計画については目標を設定しております

けれども、今年は444隻という予約が入ってお

りましたけれども、部長の説明の中でも半数以

上がキャンセルということで、今年については

目標達成というのは非常に難しい状況となって

いるかなと考えております。

【宮本委員】ありがとうございます。言われた

とおり、受入態勢の強化というのもしっかりと

議論していく必要があると思いますので、次期

議会においても様々な議論ができればと思って

おります。よろしくお願いします。

【山本(由)委員長】 ほかに総合計画案骨子につ

いて質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 それでは、質問がないよう

ですので、次に進みます。

最後に、新型コロナウイルス感染症に係る対

策とその進捗状況等について質問を行いたいと

思います。

質問はありませんか。

【宮島委員】コロナ禍における物産振興につい

て、お尋ねをしたいと思います。

先ほど、議案外の説明の中にもございました

けれども、今回、新型コロナ対策の一環としま

して「よかもんキャンペーン」、「よかみせキ

ャンペーン」というものがそれぞれ進められて

いるところであります。既に本会議などでもや

りとりがあったところでありますが、その後、

数日たっておりますので、喫緊の把握しておら

れる実績について、まずお尋ねをしたいと思い

ます。

【長野物産ブランド推進課長】 今お尋ねの2つ
のキャンペーンの販売額の直近の状況でござい

ます。前回、一般質問でお答えさせていただい

たのが6月14日時点だったと記憶しております。

今回、6月21日の時点ですが、まずネット販売

の関係で「ｅ－ながさき旬鮮市場」、こちらは
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物産協会のサイトでございますが、こちらの売

り上げが5,500万円という状況でございます。も

う一つ、県漁連のお魚を売っているサイトでご

ざいますが、こちらは600万円ということで、

合計で6,100万円の売上という状況になってお

ります。

もう一つ、よかみせキャンペーンということ

で、これは飲食店の応援をするキャンペーンで

ございます。こちらは、2つのサイトがござい

まして、「みらいの食券」というものと、「さ

きめし」といったものがございますが、「みら

いの食券」におきましては6月21日現在で160
万円、「さきめし」の方で490万円と、合わせ

まして約670万円といった状況でございます。

【宮島委員】それぞれ目標額を立てておられた

と思うんですけれども、改めてお聞かせいただ

きたいと思います。

【長野物産ブランド推進課長】目標額について

でございます。まず一つ、長崎よかもんキャン

ペーン、ネット販売の実績が6,100万円の方でご

ざいますが、こちらの売上、販売額の目標額を

2億3,000万円という形で設定させていただい

ております。

もう一つ、よかみせキャンペーンの方でござ

いますが、こちらも店の販売額としましては全

体で3億円を予定しております。現在、そうい

った目標額を掲げながら進めさせていただいて

いるという状況でございます。

【宮島委員】これまでのそれぞれのご努力に対

して多としたいと思いますが、一方で、目標額

と実績を比較した時に、まだまだいま一歩だな

という感は否めないところであります。

特に、単純に比較はできませんけれども、先

ほど来話があります、“ふるさと再発見”事業な

どの実績を聞けば、まだまだ物販、飲食の方で

はなかなか実績が上がっていないと。それはい

ろいろな環境もあると思うわけでありますが、

物販のサイトについて思うところは、一つには

プレミアの多寡というものがあるのではないか

なと思います。ふるさとの旅キャンペーンが当

たった理由というのは、やはりプレミアの部分

が非常に大きい部分があるのではないか。1,000
円払って6,000円のクーポンが買える。6,000円
以上の宿泊をする時には、もうほぼほぼ、ただ

で泊まれるような状況にあるというプレミアの

大きさが一つあるのではないかなと思います。

そういう意味では、よかもんキャンペーンで

3割引というのは非常に魅力的だなと思う反面、

比較した時に3割でどうかなというところも実

際感じるところがあるんですけれども、その点

の感想はいかがでしょうか。

【長野物産ブランド推進課長】よかもんキャン

ペーンの3割引の感想でございますけれども、

「ｅ－ながさき旬鮮市場」はもともと年間の売

上額が3,500万円だったという状況がございま

す。先ほどご報告させていただいた数字が5,500
万円でございますので、既に年間の売上を大き

く超えているという状況でございまして、この

サイトの通常の運営からすれば、かなり大きな

売上となっている状況と、お問い合わせもかな

り、我々のもともとの予測よりも大きく超えた

反響が今あるという状況ではございます。

これは2月まで続けようと思っているところ

ですけれども、目標額としては、既に予算の中

の4分の1を消化しているという状況でござい

ますので、我々の今の中では想定よりは早いス

ピードで進んでいるのかなと考えているところ

でございます。

【宮島委員】 今、課長からは、去年の実績を超

えているというお話がありました。その点につ
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いては一定の評価を申し上げたいと思います。

ただ、一方で、この新型コロナウイルスの特

徴といたしまして、通販の売上というものが大

幅に増えているというのが一つの特徴であり、

また、食材の需要が非常に増えていると。外食

をせずに、おうちで食事をする中で、いろいろ

な食材を買い入れるということで、その需要が

大幅に増えたというのが特徴でありました。そ

のことを考えれば、ある意味、通販で、いわゆ

る食品関係、物販関係の伸びというのは、もう

ちょっと頑張る必要があるのではないかなとい

うふうにも感じております。

そこで、プレミアの多寡というものが一つは

販売の理由かというふうに思うわけであります

けれども、もう一つは、やっぱり気持ちの問題

も少しあるのではないかと。

県民が、今回、県内の宿泊施設に泊まろうと

思ったのは、今、長崎の宿泊施設というものが

大変逼迫していると、厳しい状況にあるという

ことが多くの皆さん方に知れわたって、ある意

味、何とかしてあげたいという思いで、いろい

ろな方が、この県内の宿泊施設を利用されるに

至っているのではないかと。そういう助け合い

の気持ちというものがそこにはあるのではない

かなと思うわけです。

一方で、この通販サイトというものを見てお

りますと、何となく実は通常どおりのというか、

サイトにとどまっているのではないかなという

感じがします。

ＳＮＳなどを見ていると、生産者の方で困っ

た方が、いろいろな品物をＳＮＳに直接出され

て、ある意味、助けてくださいというような思

いでずっと出されていると。それを何とかして

やろうということで、みんないろいろな思いで

協力をして、売上が上がっているというケース

も多々あるわけですね。

そういうものを見れば、情にすがるという言

い方はどうかと思うんですけれども、やっぱり

そういう部分というものを、何となく通常では

ないような、今は本当にいろいろな業種が厳し

い状況にあるわけですから、そこをもっと前面

に出して、県民全体で盛り上げ、助け合いでや

っていこうというような、その辺の部分をサイ

トの中で打ち出していく必要があるのではない

かなと私は思います。

その点をぜひ工夫していただきたいと思いま

すけれども、お考えはいかがでしょうか。

【長野物産ブランド推進課長】今お尋ねのサイ

トでのお知らせといいますか、広報の関係でご

ざいますが、私どもも今回、プロジェクトを実

施するに当たって、「がんばらんば長崎 うま

かけん！長崎プロジェクト」ということでポー

タルサイトを立ち上げさせていただいて、今回

のキャンペーンをするに当たっては、こちらの

方に我々の思いというのを少し書かせていただ

きながらやらせていただいているところでござ

います。

確かに個々のサイトにおいては、そういった

ものが不足しているというところはございます

けれども、いろんな新聞報道、いわゆるパブリ

シティといったものも活用しながら、我々の思

いも伝えていきたいと考えておりますし、これ

からも継続的に、我々の今回の事業の趣旨とい

うのを、また別の形ででもしっかりお伝えして

いくような形で、しっかり広報も努めてまいり

たいと考えているところでございます。

【宮島委員】 よろしくお願いいたします。

先ほど、議案の中でもＷＥＢ物産展の予算が

ありましたけれども、やはりこれからアフター

コロナということを考えれば、通販の需要とい
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うものはもっともっと伸びていくんじゃないか

ということが言われております。

そういう中で、この通販サイトをどのように

差別化させていくかというのは、非常に難しく

もあり大変重要なことではないかと思いますの

で、よっぽどいろいろなことを工夫されて、こ

のことにぜひ積極的に取り組んでいただきたい

と、1点お願いを申し上げまして質問を終わり

ます。

【山本(由)委員長】 ほかに、新型コロナウイル

ス感染症に対する対策と状況について、質問は

ありませんか。

【中村(泰)委員】 スポーツについてでございま

す。

まず、新型コロナウイルス感染症がＶ・ファ

ーレン長崎に与えた影響を、概略でいいのでお

話いただけないでしょうか。

【野口スポーツ振興課長】Ｖ・ファーレン長崎

につきましても第1回目の試合が終わった後に、

約2箇月間試合が全くできない状況で、選手た

ちが一番ストレスを感じておられたということ

がございます。

会社としては、県民に対していろんなＰＲを

する動画を作成したり、ポルトガル語の講座を

流したりとか、ファンの方々とつながるような

取組をしっかりやっておられたようでございま

す。そういった取組を通じて、何とかファンと

選手のモチベーションをつなぎつつ、また、再

開に向けてしっかりと取組をやっていこうとい

うことで聞いておりまして、特に、県に対して

何か支援ということはなかったんですけれども、

今後、また試合が再開する際においては、入場

が可能にもなった段階では、ぜひしっかり応援

していただけるような広報などの協力をお願い

しますということは言われております。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。

まずは、無観客でということであろうと思う

んですけれども、これからは恐らくプロ野球で

も、ほかのスポーツもそうなんですが、いかに

感染対策をしながらお客様が入られるのかとい

ったところがあろうかと思うんですけれども、

そういったところの議論というのは、まだ具体

的にはないんでしょうか。

【野口スポーツ振興課長】Ｊリーグのガイドラ

インにのっとって試合を再開するということに

なっていまして、6月27日の再開戦につきまし

ては無観客試合でございますけれども、7月か

らは4,000人上限ぐらい、3席を空けてお客さん

を入れるということで、ホーム戦も大体2試合

ぐらい予定されているようでございます。

8月からは、さらに、今の予定では1席ずつ空

けて、1席空けて斜めにもう一席という形で接

触をしない形で配席をして、基本、指定に近い

形になるんですけれども、それと併せて選手の

方々にはしっかりＰＣＲ検査を受けていただい

て、感染症対策のための検温器だとか、消毒、

アルコール液等はしっかり準備して再開すると

聞いております。

【中村(泰)委員】 よく分かりました。Ｖ・ファ

ーレン長崎が独自でＪリーグの基準というもの

に従ってやられるんだろうなということで、そ

こは安心しております。あとは、いかに県民の

皆様に対してそういった取組を周知しながら、

スタジアムに人が多く入るような状態になるこ

とを望みます。

スタジアムシティの件ですけれども、いろん

な影響があったんじゃないかと言われているん

ですけれども、こちらについてはいかがでしょ

うか。

【野口スポーツ振興課長】現在、影響として聞
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いておりますのは、当初、スタジアムは2万
3,000席ぐらいを想定していたのを、席数を減ら

して、少しソーシャルディスタンスを確保した

上で配席をつくっていくというようなお話は聞

いているところでございます。

計画自体に関しては、若干そういう見直しを

含めて、どういうふうに今からスケジュールが

変化していくかということは、まだ正確な報告

は受けておりませんけれども、計画自体をしっ

かり進めていくということでは情報としては得

ております。

【中村(泰)委員】 収益的なところというか、当

然こういった状況になって、Ｖ・ファーレン長

崎自体の収益力というのは下がっていると。た

だ、親元のジャパネット自身がまだまだ全然強

いんだろうなとは思うんですけれども、ジャパ

ネットも最初は自力でスタジアムをやろうとし

ていたということは伺っているんですが、今は

地域と一緒になって、よりそっちの方向にドラ

イブがかかっているというようなお話も聞いて

おります。そこに対して、要は県として、改め

てどういう形で支援ができるのかといったとこ

ろは、また何か新たな議論があるのかどうか伺

います。

【野口スポーツ振興課長】ご支援と申しますか、

逆にタイアップしていろんな取組ができないか

ということを考えております。

ちょうど部が文化観光国際部ということで、

スタジアム、アリーナを、いろんなコンテンツ

を動かしていく中で非常に関係する課が全部そ

ろっておりますので、部長からも指示がありま

して、Ｖ・ファーレン長崎スタジアムを計画し

ておりますリージョナルクリエーションという

会社があるんですけれども、そこと私どもの部

全体が、どういう形なら一緒に利益をとってい

けるかと。また、まちづくりの中でＶ・ファー

レン長崎に活躍をしていただきたいし、お互い

にＶ・ファーレン長崎側にとっても非常にいい

ような形になるような、ウインウインになるよ

うなやり方がないかということを今後検討して

いくステージを進めていこうというふうに、今

しております。

その中で、いい形で街にとけ込みつつ、また、

せっかくですからスタジアムアリーナで集客し

た、その集客部分が街中にどんどん広がってい

くような、そういう形をつくりたいと考えてお

ります。

【中村(泰)委員】 非常に夢を感じるようなお話

でしたので、ぜひとも積極的に進めていただき

たいと思います。

最後に、どちらかというと教育庁の方になろ

うかと思うんですけれども、新型コロナウイル

ス感染症で高校生、中学生のスポーツのイベン

トが中止になったということで、代替試合みた

いなものが進んでいるという話は聞いているん

ですけれども、小学校、地元のクラブチームで

あるとか、そういった子どもたちへの影響とい

ったところについてはいかがでしょうか。

【野口スポーツ振興課長】国の方でもスポーツ

庁の方でパッケージ化した予算措置を、スポー

ツ事業のスポーツイベント大会支援ということ

で、例えば部活動とか、高校生の全国大会が中

止されたことに伴って、新たな大会を開催する

場合にいろんな支援をという制度を準備してい

るようでございまして、体育保健課ともどうい

う活用が可能かという議論を今しておりまして、

まだその概要が、2次補正の分が7月上旬になら

ないと中身がちょっと見えないということなん

ですけれども、できるだけそういうものを活用

しながら、できるだけ高校生が、高総体とかも
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なくなりましたので、その分の代替大会をしっ

かりやることでスポーツに取り組むような活動

ができるように、体育保健課とまた協調しなが

ら進めていきたいと考えております。

【山本(由)委員長】 ほかにコロナに関して質問

はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長を交代します。

【久保田副委員長】 委員長、どうぞ。

【山本(由)委員長】 私も、先ほど宮島委員から

質問がありました「よかもんキャンペーン」と

「よかみせキャンペーン」でお伺いをしたいん

です。

先ほど、目標額に対する販売実績というご説

明があったんですけれども、これはいわゆる物

産協会に参加店を増やすという目標もあったか

と思うんですけれども、今回のこの事業に参加

されている業者の数、そしてこのキャンペーン

を始めてから増えた数。同じように、よかみせ

キャンペーンについても、多分以前から「さき

めし」とかはあったと思うんですけれども、こ

のキャンペーンが始まってから増えた店の数と

いうのをお示しいただけますか。

【長野物産ブランド推進課長】キャンペーンに

参加している店舗の、出店者の数でございます

が、まず「ｅ－ながさき旬鮮市場」、これは物

産協会の方でございますが、開始当初65店舗だ

ったのが、6月21日現在で87店舗という状況で

ございます。約22店舗、出店がなされていると。

実は、今、出店準備中が外側にございまして、

56店舗が控えているという状況でございます。

もう一方、飲食の方のキャンペーンでござい

ますが、こちらは当初70店舗程度の登録だった

ということでございますけれども、6月21日現

在で229店舗が登録済みということで、160店舗

ぐらいが今回の登録でなされているということ

でございます。それも出店準備中というか、登

録の準備中がその外側に120店舗ぐらいあると

いう状況でございます。

【山本(由)委員長】 分かりました。私はちょっ

と勘違いといいますか、数字的に、先ほどの観

光とかに比べて実績がちょっとついてきていな

いなという印象を持っていて、これが他県もや

っているから非常に競合が多いのかなと思って

いたんですけれども、実は、「コロナ」と「県

産品」という形で検索をしたら、長崎県が一番

最初に出てくるんです。他県を見ても、宮崎と

かは本当に何店舗、何件かしかないんです。宮

崎とか広島とか、表によく見えるところはです

ね。そこの中を見ても、あんまり割引とかもし

ていないし、送料無料とかもしてないので、施

策としてすごくいいんじゃないかと思っている

んです。だから、逆に言うと、すごくもったい

ないという印象があります。

先ほど宮島委員も言われたんですけれども、

私、詳しくはないんですが、例えば「ｅ－なが

さき旬鮮市場」のサイトを見た時に非常にわか

りづらいんです。普通だったら、商品がぽんと

前面に出てくればいいのに、ずっと説明が書い

てあるわけです。ちょっと細かい話ですけど、

商品が一番下の方の何ページか先に出てくるの

で、この中から探せという話になってしまうと、

せっかくのものが非常にもったいないという一

言に尽きるんです。

それから、もう一つが送料の話です。ますま

す細かくなって申しわけないんですけれども、

送料無料というふうにうたっているんだけど、

よく見たら同じ店じゃないとだめですよと、合

わせてはだめですよという形になるから、一つ

の店で3割引でも、定価ベースで3,000円以上買



令和２年６月定例会・環境生活建設委員会・予算決算委員会（環境生活建設分科会）（６月２５日）

- 54 -

わないと無料になりませんよと。そうしたら、

もうやめたという形の話も出てくるわけです。

だから、今回の予算の中で受注発送センター

というのが出てくるんですけれども、今は結局、

申し込んだら、それぞれの物産協会で送付状と

かをつくって、実際にはその店に行って、店か

らそれぞれ発送しているんだけれども、もし配

送センターみたいなものができるのであれば、

これを同一梱包にすることによって送料の部分

が楽になると。そうすると送料の負担も軽くな

るし、受け取る側からしても、3つも4つも荷物

が来る話になるわけですから、それがまとまっ

て来るということになれば非常に使い勝手がよ

くなってくると感じるんですけれども、その点

はいかがですか。

【長野物産ブランド推進課長】今お尋ねの送料

の部分でございますが、委員長からもございま

したとおり、それぞれの店舗から基本的には送

られている状況がございます。中には抱き合わ

せができる商品もございますけれども、まだ少

ない状況ではございます。

今回のキャンペーンを実施していった中で、

最終的にはいろいろな反省点が出てくるかと思

いますので、今後、物産協会とも話をしながら、

そういった面が解決できないかというのは我々

もしっかり話をしていければと考えているとこ

ろでございます。

【山本(由)委員長】 先ほど後段で質問しました

受注発送センターというのは、今までなかった

ものですが、どこかにセンターを設けるという

ことですか。

【長野物産ブランド推進課長】発送のセンター

というのは、今回、取扱いの量が当然増えてく

るという状況がございまして、通常の物産協会

のスペースではなかなか作業がやりづらいと。

人数も一定程度確保しないといけないという中

で、別に事務所を構えてやるというような形で

今はやっていると。

その中で、先ほど言った抱き合わせの部分と

か、そういったものをやるような形ですけれど

も、全てのものを対応できるかというと、今は

そういった状況にはないとお聞きしていますの

で、先ほどの答弁と重なりますけれども、そう

いった反省点を踏まえて、どうやっていくのか

というのは話をしてみたいと思っております。

【山本(由)委員長】 さっきの予算の話になるん

ですけれども、今度、百貨店の中にＷＥＢ物産

展というのを入れられると。だから、いわゆる

リアルの物産展ができる場合は並行します、で

きない場合はＷＥＢだけでやりますとなった時

に、物産展に行かれる方というのはいろんな商

品を買われるわけですよね。それがそれぞれ送

料がかかってしまいますよという形になってし

まうのはマイナスだと思うんですね。

ですから、冒頭に申し上げましたとおり、こ

れはアイデアとしてすごくいい施策だと思うの

で、ぜひ利便性を高めていただくことと、やっ

ぱり皆さん知らないです。特に「さきめし」と

か「みらいの食券」の話を飲食店にするんです

けれども、まず知らないと。新聞広告は確かに

入っていたんですけれども、見ていないと。あ

と、手数料の関係もちょっとわかりづらいとい

う話の中で、「もう、せんでいっちょけ」とい

うような感じのところが結構ある。これ自体は、

もちろん飲食店の応援もあるんだけれども、目

標が3億円ということで、買った人に3割県産品

を送りますよということですから、3億円売れ

たら1億円の県産品が動くわけです。

ところが、今、600万円ですかね、600万円ぐ

らいだと200万円ぐらいしか県産品の拡大につ
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ながらないんです。ですから、目的が1つだけ

ではありませんので、何としても県産品を受注

させるという趣旨でこれだけの予算をつけてい

ますので、何度も言いますけど、いい企画だと

思いますので、ぜひ実効性のあること、それか

ら見やすさとか、そういったものも工夫してい

ただければと思いますので、よろしくお願いい

たします。

【久保田副委員長】 委員長を交代します。

【山本(由)委員長】 ほかにコロナに関する質問

はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 それでは、ほかに質問がな

いようですので、文化観光国際部関係の審査結

果について整理したいと思います。

しばらく休憩します。

― 午後 ４時１２分 休憩 ―

― 午後 ４時１２分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。

これをもちまして、文化観光国際部関係の審

査を終了いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日、6月26
日は、午前10時から委員会を再開し、県民生活

環境部関係の審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ４時１３分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和２年６月２６日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ２時１６分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長） 山本 由夫 君

副委員長(副会長） 久保田将誠 君

委 員 田中 愛国 君

〃 溝口芙美雄 君

〃 徳永 達也 君

〃 山田 朋子 君

〃 ごうまなみ 君

〃 宅島 寿一 君

〃 宮島 大典 君

〃 宮本 法広 君

〃 中村 泰輔 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

県民生活環境部長 宮﨑 浩善 君

県民生活環境部次長 田中紀久美 君

県民生活環境部次長
兼地域環境課長

重野  哲 君

県民生活環境課長 本多 敏博 君

男女参画・女性活躍推進室長 有吉佳代子 君

人権・同和対策課長 丸田 哲久 君

交通・地域安全課長 永尾 俊之 君

統計課長（参事監） 笠山 浩昭 君

生 活 衛 生 課 長 嘉村 敏徳 君

食品安全・消費生活課長 峰松美津子 君

水環境対策課長 本田喜久雄 君

資源循環推進課長 吉原 直樹 君

自 然 環 境 課 長 立田理一郎 君

交 通 局 長 太田 彰幸 君

管 理 部 長 安藝雄一朗 君

営 業 部 長 濵口  清 君

経営戦略室長(参事） 柿原 幸記 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【山本(由)委員長】 おはようございます。

委員会及び分科会を再開いたします。

これより県民生活環境部関係の審査を行いま

す。

審査に入ります前に、理事者側から、5月の

政府施策要望項目審査に出席していなかった幹

部職員の紹介を受けることにいたします。

【宮﨑県民生活環境部長】おはようございます。

4月の人事異動により新たに就任いたしまし

た県民生活環境部の幹部職員のうち、5月の政

府施策要望項目審査に出席していなかった職員

を紹介させていただきます。

（幹部職員紹介）

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。

それでは、審査に入ります。

【山本(由)分科会長】 まず、分科会による審査

を行います。

予算に係る報告議案を議題といたします。

県民生活環境部長より報告議案説明をお願い
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いたします。

【宮﨑県民生活環境部長】県民生活環境部の予

算決算委員会環境生活建設分科会関係議案説明

資料の1ページをお開きください。

県民生活環境部関係の議案についてご説明い

たします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第3号 知事専決事項報告「令和元年度長崎

県一般会計補正予算（第10号）」のうち関係部

分、報告第14号 知事専決事項報告「令和元年

度長崎県流域下水道特別会計補正予算（第4
号）」の2件であります。

これは、先の2月定例県議会の予算決算委員

会において、専決処分により措置することにつ

いてあらかじめご了承いただいておりました令

和元年度予算の補正を、3月31日付で専決処分

させていただきましたので、関係部分について、

その概要をご報告いたします。

まず、報告第3号の知事専決事項報告「令和

元年度長崎県一般会計補正予算（第10号）」の

うち関係部分につきましては、歳入予算につい

て4,940万1,000円の減、2ページになりますが、

歳出予算について1億5,552万6,000円の減を計

上いたしております。

補正予算の主な内容につきましては、2ペー

ジから3ページに記載のとおりであります。

続きまして、報告第14号 知事専決事項報告

「令和元年度長崎県流域下水道特別会計補正予

算（第4号）」につきましては、3ページに記載

のとおりで、歳出予算について、流域下水道費

のうち職員給与費の確定に伴い節の更正を行っ

たものであります。

また、繰越明許費繰越計算書報告につきまし

ては、3ページ中ほどから4ページに記載のとお

りであります。

以上をもちまして県民生活環境部関係の説明

を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【山本(由)分科会長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、これより報

告議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【溝口委員】 大村湾南部流域下水道建設費の

1億1,361万5,000円を繰越としているわけです

けれども、その内容が、当該設備の増設など計

画変更の必要が生じたということです。この内

容について説明をお願いしたいと思います。

【本田水環境対策課長】委員ご質問の繰越の内

容でございますが、こちらは、大村湾南部浄化

センターにおいて当初、送風設備、微生物に空

気を送るためのブロワーの増設を予定しており

ましたが、年度途中に汚泥濃縮機に想定外の故

障が発生しました。

濃縮機の故障と申しますのは、汚水が流れて

きた時に汚水の池の上に泡状のごみが出てくる

んですが、これを取り除く装置が故障しました。

この装置が故障したことですぐさま処理場の運

用が滞るというものではないんですけれども、

これがないと、ずっと人力でごみを撤去しなき

ゃいけないのと、ガスなどの発生もあって危険

性もあるので早期に機能回復を図る必要がある

ということで、送風設備の増設よりもこちらを

優先して対応する必要が出てまいりました。

この対応に当たりまして、現在の濃縮機のそ

ばに仮設の濃縮機を持ってきて今ある分を修理

するやり方と、新しいものを建設するやり方が

考えられるんですけれども、仮設の設備を持っ

てくることについて現地の調査とかメーカーの

ヒアリングとかいろいろ検討しましたところ、
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相当な費用がかかるということで、最終的には

新しい設備を、将来的には増設が必要でしたの

で、これを増設するという方針になりました。

それが決まってから設計に着手したものですか

ら、年度内に建設までできないということで繰

越が生じております。

【溝口委員】この発生はいつあったのか、わか

ったのはいつごろだったのか、それで予算的に

はいつごろついたのか、そこら辺について。

影響はないと言いながらも、人力で取り除か

ないといけないということは大変な労力がかか

ってくると思うんです。また給料関係も関わっ

てくると思うんです、経費がですね。

そこら辺について、いつごろ発生して、それ

がいつごろまでにできる予定なのか、お知らせ

いただきたいと思います。

【本田水環境対策課長】この故障が発生しまし

たのが夏ごろ、8月ごろにわかりまして、それ

からメーカーを呼んだり、いろいろ検討を行い

ました。

この検討がなかなか、どのくらいの費用がか

かるのか、もし頼めばいつごろ仮設のものが入

るのかというのがはっきりするまでに時間を要

しまして、最終的に、これはもう増設しかない

とわかったのが年を明けてからということです。

それから設計の準備に入りましたので、現在は

まだ設計中という状況でございます。

それと、人力がかかるということでございま

すが、これは包括民間委託で今は外注しており

まして、そこの職員によって対応ができており

ますので、プラスの費用というものは今のとこ

ろはかかっておりません。

【溝口委員】 わかりました。

せっかく予算をつけて、早く故障を直してい

かないといけない。増設するということでござ

いますけれども、いつごろまでに設計が終わり、

計画が遂行されていくのか、スケジュール等に

ついてお願いしたいと思います。

【本田水環境対策課長】設計には今入ったばか

りですので、これが10月ごろまではかかるかと

想定しております。それからの発注になります

ので、債務負担で年度をまたいで、完成は次年

度にならざるを得ないというふうな状況でござ

います。

【溝口委員】 わかりました。設計が10月ごろ

までかかると、完成は次年度になると。そこら

辺をはっきり、ある程度決めて進めていかない

と。故障は早く直していかないといけないと思

うんですよ。だから、来年度まで延びるとかで

はなくて、今年度中にできていくような計画を

つくっていった方が私はいいんじゃないかと思

うんですけれども、その辺についての当局の考

え方をお聞きしたいと思います。

【本田水環境対策課長】 委員ご指摘のとおり、

なるべく早期に完成させなきゃいけないと思っ

ておりますので、今から設計の終期あたりも含

めまして可能な限り前倒しを行っていきたいと

考えております。

【山本(由)分科会長】 ほかに予算に関する質疑

はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 それでは、ほかに質疑が

ないようですので、これをもって質疑を終了い

たします。

次に討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

報告議案に対する質疑・討論が終了しました
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ので、採決を行います。

報告第3号のうち関係部分及び報告第14号に

ついては、原案のとおり承認することにご異議

ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって報告議案は、原案のとおりそれぞれ承

認すべきものと決定されました。

【山本(由)委員長】 次に、委員会による審査を

行います。

県民生活環境部におきましては、今回、委員

会付託議案がないことから、所管事項について

の説明を受けた後に陳情審査を行い、その後、

知事専決事項報告（地方自治法第180条関係）、

経営状況説明書、次期長崎県総合計画素案骨子、

そして最後に新型コロナウイルス感染症に係る

対策とその進捗状況などについて質問を行いま

す。

まず、県民生活環境部長より所管事項説明を

お願いいたします。

【宮﨑県民生活環境部長】環境生活建設委員会

関係議案説明資料、県民生活環境部をお開きく

ださい。

今回、ご審議をお願いする議案はございませ

んので、議案以外の報告事項及び主な所管事項

についてご説明いたします。

はじめに、議案外の報告事項についてご説明

いたします。

契約の締結の一部変更について。

平成30年11月定例会で可決された大村湾南

部浄化センター中央監視装置改築工事の契約に

おいて、地方自治法第180条の規定に基づく軽

易な事項として専決処分させていただいたもの

であります。

続きまして、議案以外の主な所管事項につい

てご説明いたします。

新型コロナウイルス感染症に関する取組につ

いて。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う

外出自粛や休業などを背景とした生活不安・ス

トレスにより、配偶者等からの暴力（ＤＶ）の

増加や深刻化が懸念されております。県といた

しましては、もよりの相談窓口につながる相談

ナビダイヤル及び、4月20日に国が新たに設置

いたしました24時間の電話対応やＳＮＳ、メー

ルでの相談を受け付ける「ＤＶ相談＋（プラス）」

など被害防止のための相談窓口の周知を、市町

と連携しホームページや新聞広告、ポスター掲

示、チラシ配布などにより行い、県民の皆様の

被害防止に取り組んでおります。

また、新型コロナウイルスの感染者や医療従

事者、その家族等が偏見や差別を受ける事案が

全国で発生しており、県人権教育啓発センター

においても、5月末現在で3件の相談を受けてお

ります。県民の皆様へは、ホームページや広報

誌等により、誤った情報や不確かな情報に惑わ

されて人権侵害につながることがないよう、冷

静な対応と行動をお願いしているところでござ

います。

県消費生活センターに寄せられた新型コロナ

ウイルス感染症に関連する相談は、2月から5月
末現在で140件となっており、主な相談内容は、

マスク等の購入におけるネット通販のトラブル

や物資不足に関連するものが45件、結婚式場や

ツアーなど旅行のキャンセル等に関するものが

32件であり、そのほか、注文した覚えのないマ

スクが送られてきたなどの相談もあっておりま

す。新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質

商法や特別定額給付金等を装った詐欺による被

害が懸念されることから、テレビ、新聞等、各



令和２年６月定例会・環境生活建設委員会・予算決算委員会（環境生活建設分科会）（６月２６日）

- 61 -

種広報媒体や関係団体へのメール配信等により、

県民への注意喚起を随時実施しているところで

あります。

県といたしましては、引き続き関係機関と連

携しながら、ＤＶ被害防止や人権尊重に関する

教育啓発、消費者被害の防止などに関する情報

提供、正確な情報に基づく消費行動などの啓発

を行い、県民の皆様の安全・安心な暮らしの実

現に取り組んでまいります。

このほか、ご報告いたしますのは、環境月間

における取組について、交通安全対策の推進に

ついて、統計について、統計データ利活用につ

いて、カネミ油症対策について、地球温暖化対

策の推進について、海水浴場水質検査の結果に

ついて、レジ袋の有料化について、国立公園雲

仙の活性化に向けた取組について、各種計画等

の策定について、新たな総合計画の策定につい

て、「長崎県行財政改革推進プラン」に基づく

取組についてであり、内容は記載のとおりであ

ります。

以上をもちまして、県民生活環境部関係の説

明を終わります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【山本(由)委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

お手元に配付しております陳情書一覧表のと

おり、陳情書の送付を受けておりますので、ご

覧願います。審査対象の陳情番号は32番、佐世

保市の要望、それから40番、長崎県町村会から

の陳情であります。

陳情書につきまして質問はありませんか。

【山田(朋)委員】 陳情番号40番の8、漂流漂着

ごみの件で伺いたいと思います。

その3番にマイクロプラスチックごみについ

て書いてあります。国でいろいろ、さまざまな

研究者の方とかが研究等をされているかと思い

ますが、今、長崎県として、このことについて

どのような調査、対策等を行っているのか、そ

のあたりを教えてください。

【吉原資源循環推進課長】委員ご質問の調査の

件でございますが、長崎県におきましては、（公

財）環日本海環境協力センターと協力しまして、

まずマイクロプラスチックの存在について、平

成30年度と令和元年度に調査を実施しており

ます。場所は五島、新上五島、壱岐、対馬の4
か所で実施しておりまして、いずれもマイクロ

プラスチックの存在は確認しているという状況

でございます。

また、委員ご質問のマイクロプラスチックの

影響に関する調査という部分に関しましては、

長崎県ではまだやっていないところですけれど

も、環境省、水産庁の方で、魚介類への影響と

か、含まれる有害物質についての調査が実施さ

れているところでございます。

【山田(朋)委員】 五島、上五島、壱岐、対馬で

確認がされたということであります。あること

は確認しているけれども、今、国等がさまざま

研究をしているから、県として独自に対策とか、

そういったもの。

もちろんごみを減らす、根本的な問題として

はごみを海に流さないと、そういったことが基

本であると思いますが、県としてこのことに対

して、特に取り立てて今、取り組んでいること

とかやろうということはないという理解でよろ

しいんでしょうか。

【吉原資源循環推進課長】特にないということ

ではありませんで、今までもずっと継続してや

ってきたことでございますが、不法投棄の防止

ということで住民の方にも周知しておりますし、
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また、廃プラスチック関係につきましては国の

方でも戦略をつくって、海に流れるプラスチッ

クをできるだけ削減しようという動きがござい

ます。また、レジ袋に関しても、7月1日から有

料化でできるだけ使用を削減していくという流

れになっております。

県としましても、県民の皆様にプラスチック

の有効活用、レジ袋の削減というところに取組

を進めていきたいということで、商工会、市町

に対しまして協力をお願いして、できるだけそ

ういったごみを減らそうということで進めてい

るところでございます。

【山本(由)委員長】 ほかに、陳情に関して質疑

はありませんか。

【宮本委員】確認の意味で質問をさせていただ

きます。

陳情番号の32番、佐世保市からの陳情ですが、

1番の石木ダムの建設促進についてというとこ

ろで、水環境対策課も所管となっています。

どうしても石木ダム問題を考えると河川課が

中心になってくると思っております。水環境対

策課の石木ダム建設促進についての関わり、今

までももちろん河川課と一緒にされてきたんで

しょうけれども、関わり合いについてお聞かせ

いただければと思います。

【本田水環境対策課長】委員ご質問の石木ダム

建設事業と水環境対策課の業務との関わりでご

ざいますが、石木ダムについては佐世保市の水

源ということになっておりまして、佐世保市の

水道事業の認可等は厚生労働大臣が直接行って

おりますので、県の方が認可権者というわけで

はございません。

予算の方で、国費の事務を一部、県が委託を

受けておりまして、その関係で交付申請とか交

付決定あたりの事務を県が行っているのが直接

的な関わりではございます。

しかし、県全体での水道の水源の手当てとい

うことにつきましては県としましても、特に渇

水などの時には積極的に応援をしたりします。

そういう意味での佐世保市との関わりは持って

おりますので、関係課ということで表示させて

いただいているということでございます。

【宮本委員】ざっくり言うと、ハードについて

は河川課、ソフトについては水環境対策課とい

うような位置づけになるという認識でよろしい

でしょうか。

【本田水環境対策課長】ソフトにつきましても、

例えば石木ダムの、佐世保市の水需要の直接の

審査、認可は厚生労働大臣が直接行われており

まして、県は、書類を一緒に持って行ったりは

するんですけれども、中身についてのことは権

限としては持っておりません。

ですが、先ほど申し上げましたように、全体

的な渇水対応等々については県がやっぱり一緒

にやっていかなきゃいけないということで関わ

っているということでございます。

【宮本委員】 渇水対策という観点から見ると、

水環境対策課が関わっているということですね。

この要望も毎回毎回、最重要課題として上が

ってきています。私たちも現場でいろんな声を

お聞きするところです。

担当課においても、ここにも「水事情の諸課

題のご理解をいただきたい」という形で書いて

ありますので、もうちょっとですね。

私が考えるに、建設というよりもデータ、そ

ういったものを示しながら、必要性をもうちょ

っと訴えていく必要があるんじゃないかなと思

います。

そういうデータ分析についても恐らくは水環

境対策課が担っているものと考えているので、
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今後、河川課とさらに強く連携をとっていただ

いて、石木ダムの建設促進、よりよい方向にい

くように対策を協議していただきたい、河川課

とともに、そしてまた佐世保市とともにですね、

ということを要望させていただきます。

【山本(由)委員長】 ほかに陳情に関して質疑は

ありませんか。よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 それでは、ほかにないよう

ですので、陳情につきましては承っておくこと

といたします。

次に、知事専決事項、地方自治法第180条関

係及び経営状況説明書について、質問を行いま

す。

何かご質問はありませんか。食肉衛生協会の

経営状況説明書と、Ａ4の横長の資料、知事専

決事項報告（地方自治法第180条関係）です。

ありませんでしょうか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 質問がないようですので、

次に進みます。

次に、次期長崎県総合計画素案骨子について、

質問を行います。

質問はありませんでしょうか。

【宮本委員】次期長崎県総合計画の素案骨子に

ついて、これもちょっと確認をさせていただき

ます。

担当は素案骨子の54ページ、「みんなで支え

あう地域をつくる」、誰もが安心して暮らし社

会参加できる地域共生社会の推進、人権尊重と

いうところになりますが、事業群の4ですね。

ここで人権尊重について記載があります。女性、

子ども、高齢者、障害者、性的少数者、外国人

などに係る人権や同和問題の教育・啓発を推進

とあります。

この中で性的少数者、マイノリティーについ

ては、今まで県としても、昨年度、そしてまた

今年度にはさまざまな取組をされてきたかと思

います。今までなかったような取組をしてこら

れたかと考えます。

この計画が令和3年度から令和7年度ですよ

ね。5年という期間の中において、もちろん性

的少数者、マイノリティーに対する取組は、一

歩も二歩も前進した形の計画にならなければな

らないと考えます。あくまでも骨子ですが、今

から5年間、こういった取組をやっていこうと

いうようなものが、構想といいますか、計画が

ありますならば確認をさせていただければと思

います。

【丸田人権・同和対策課長】 今、委員からご質

問がありました、次期総合計画の中に人権が尊

重される社会づくりということで、性的少数者

の人権の問題についても取り組んでいくという

形で当然思っているところでございます。

また、平成30年度から性的少数者の人権に特

化したさまざまな事業を実施してきております。

また今年度は、広く県民の方にそういった理解、

認識をしていただくということで、テレビコマ

ーシャルによる啓発も実施することにいたして

おります。

今後5か年、具体的にどういったものをとい

うのは、まだ今の時点ではないですけれども、

引き続き特化した事業をできればやっていきた

いと、性的少数者の方の理解促進の啓発につい

ては、引き続き積極的にやっていきたいと思っ

ているところでございます。

【宮本委員】そうですね、まさしく今から計画

をつくる段階ですので、そういったことになろ

うかと思います。

おっしゃったとおり平成30年度、また今年度
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も、いろんな取組をしてきていますね、アンケ

ートもしかり、ガイドブックもしかり。そして

ＬＧＢＴという文言も県内で広まりつつあろう

かと思います。そういったものを鑑みて、もち

ろん今までの5年間の計画の分より前進した取

組を、我々も提案をしていきますので、そうい

った声もしっかりと反映をして、今後5年間、

県がどういう形でこの問題に取り組むかという

のを、またさまざま協議できればと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

【中村(泰)委員】 私の方から、97ページの施策

4、豊かできれいな海づくりのところと、98ペ
ージの施策5、快適で低炭素なライフスタイル

の普及ということで質問をさせていただきます。

先ほどプラスチックごみの件で議論されてお

りました。事業群5のプラスチックごみ対策の

推進と、レジ袋の有料化が始まるということで、

2点お伺いしたいことがございまして。

周知をこれまでどのようにされてきたのかと

いうことと、これはわかるかわからないんです

が、要はレジ袋の有料化によりプラスチックご

みがどれぐらい県で削減されるものなのか、定

量的に出すのはすごく難しいと思うんですが、

その辺のご見解をよろしくお願いします。

【吉原資源循環推進課長】プラスチックごみの

削減につきましては、7月1日からレジ袋の有料

化が始まるということで、県の広報誌にも掲載

して周知を図っていますし、また、6月の初め

に県庁の1階のフロアで、レジ袋の使用削減と

いうことでパネルを展示させていただきました。

また、県庁のホームページ、市町の方にも、

このレジ袋の有料化、使用削減ということで周

知を図っているところでございます。

プラスチックごみの削減量につきましては、

資料を探しますので、ちょっとよろしいでしょ

うか。

【重野次長兼地域環境課長】すみません、代わ

りに述べさせていただきたいと思います。

レジ袋の廃プラスチックに占める割合は約

2％という形になっております。レジ袋の削減

は、消費者の身近なところで取り組まれる環境

活動であって、今回の有料化制度につきまして

は、消費者にプラスチック製レジ袋の必要性を

吟味する機会を提供して、マイバッグ持参の習

慣づけなどによるライフスタイルの変革を促す

ことによって、個々の消費者が、生活面におけ

る廃プラスチックの削減を通して環境美化とか

環境保全、また地球温暖化対策への意識を醸成

するきっかけとなることで取り組んでいると理

解していただければと思っております。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。2％
ということですね。

ただ、要は県民の皆様がレジ袋を買うという

ふうになってしまったら意味がないということ

でございますので、今後、どの程度マイバッグ

を持参されているのかといったところは多分、

追いかけていくと思うんですけれども、そのあ

たりのこれからの方針はいかがでしょうか。

【吉原資源循環推進課長】 例年10月にマイバ

ッグキャンペーンを実施しております。その際

に、期間的には一月ぐらいですが、マイバッグ

の使用率を把握している状況でございます。平

成30年度まではマイバッグの使用率が20％だ

ったんですが、昨年度は37％と使用率が上がっ

ているところでございます。

本年につきまして、商工会にもご案内はした

んですけれども、7月1日からレジ袋有料化が始

まるということで、各店舗に、どのくらいレジ

袋の使用割合が減ったのかを調査していこうと

考えております。
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【中村(泰)委員】 ありがとうございます。しっ

かりと追いかけていきながら、具体的に減って

いっていると感じつつ、しっかりと県民の皆様

に周知をして、県民全体でレジ袋の使用を下げ

ていくんだという雰囲気の醸成が極めて重要だ

と思いますので、今後とも周知のあり方、また、

どれだけ減ってきているのかといったところを

県民の皆様と共有していくことが非常に大事だ

ろうと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

次に、施策の5、快適で低炭素なライフスタ

イルの普及というところで。

これまで太陽光発電設備の各ご家庭への普及

が進んできたかと思うんですけれども、ＦＩＴ

の価格が下がってきているといった流れの中で

どのように推移してきているのか。直近と10年
前、5年前と比べながら、今後どのようになる

のかといったところも含めて、概略で構いませ

んので、ご見解をいただけないでしょうか。

【山本(由)委員長】 暫時休憩します。

― 午前１０時３７分 休憩 ―

― 午前１０時３８分 再開 ―

【山本(由)委員長】 再開いたします。

【重野次長兼地域環境課長】 ＦＩＴが平成24
年7月に導入されたんですけれども、平成21年
11月から平成24年6月までの導入施設として2
万79件でございます。また、平成24年7月以降

の導入件数としては1万6,731件という推移に

なっております。

【中村(泰)委員】 平成21年から平成24年が2万
件ぐらい増えて、平成24年から（発言する者あ

り）今に至るまでということですか。というこ

とであれば、やっぱり足元はなかなか伸び悩ん

でいるのかなというふうに思いまして。

低炭素で過ごすとなっていった時に、省エネ

ルギーの設備を付けていかないといけないんだ

ろうというところもありながら、これを拝見す

ると、過去と同じと言ったら大変失礼ではある

んですけれども、斬新さといったところがすご

く乏しいような気がします。

そもそも難しい話ではあるとは思うんです。

それでもやはり低炭素に向かわなければならな

いという中で、非常に厳しい状況であろうと私

は考えてはいるんですが、これから具体的にど

のような展望を、県内での低炭素の生活に向け

て考えておられるのか、見解をいただけますで

しょうか。

【重野次長兼地域環境課長】委員ご質問の件で

すが、今年度、長崎県地球温暖化対策実行計画

を見直すようにしております。この中で、今後、

2030年、2050年に対してどのような目標にする

のかとか、具体的にはどのような対策をとって

いったらいいのか。特に家庭部門と運輸部門に

ついてはなかなか進んでいないというところが

ございますので、その辺を重点的に捉えながら、

今年度いっぱいかけて計画を練って、新たな目

標を立てながら進めていきたいと考えておりま

す。

【中村(泰)委員】 大変厳しい状況にあるとは思

うんですけれども、知恵を絞り出しながら、し

っかりと取り組んでいただきたいと思います。

よろしくお願いします。以上です。

【吉原資源循環推進課長】 先ほどの中村(泰)委
員のご質問のマイバッグの持参率について、訂

正をしたいと思います。

マイバッグの持参率につきましては、平成25
年から令和元年まで調査をやっております。全

体の持参率としては令和元年度が23.7％で、コ

ンビニを除いた店舗での持参率は37.0％という
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ことになっております。コンビニを除いたとこ

ろでの持参率は徐々に上がってきているような

状況でございます。

【中村(泰)委員】 私も自分を振り返った時に、

コンビニで袋をもらっている自分がいるので、

なかなか偉そうなことは言えないですけれども、

スーパーとかであればマイバッグを持参するの

は多く見られるんですけど、やはりコンビニの

対策というのはすごく難しいなと、今の数字で

痛感をいたしたところであります。

コンビニでどうやってマイバック持参といっ

たところをしていけばいいのかと、すごく難し

い問題であるんですけれども、そのあたりをど

のように考えておられるのかなと、もしお考え

があれば。

【吉原資源循環推進課長】 レジ袋の有料化で、

やはりレジ袋の料金を上げていくのが一番なの

かというふうには考えておりますけれども、お

客様が食品とかお弁当とか買っていかれるのに、

何もなしで手に持っていくのは食品衛生上よく

ないという点もございますので、やはりプラス

チックの有効活用、またはレジ袋の削減に関す

る消費者の意識を変えていく必要があるという

ことで、今後も啓発を続けていくということで

考えております。

【中村(泰)委員】 わかりました。ありがとうご

ざいます。

やはり県民の皆様に伝えていくことが重要で

あろうと思いますので、もしコンビニのレジ袋

が削減されるならば相当な量になるんだろうな

と思いますので、引き続きご尽力のほど、よろ

しくお願いします。

【山本(由)委員長】 ほかに、次期総合計画素案

骨子に対して質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 それでは、ほかに質問がな

いようですので、最後に新型コロナウイルス感

染症に係る対策とその進捗状況等について質問

を行いたいと思います。

何か質問はありませんか。

【山田(朋)委員】 新型コロナウイルス感染症の

流行に伴ってステイホームする形になって、Ｄ

Ｖが増えるというような社会的な問題が出てき

たと思います。

先日の一般質問で件数等は答弁されたかと思

いますが、改めてその件数と、例年の同月に比

べて新型コロナウイルスの関係で増えている状

況にあるのか、そのあたりも教えてください。

【有吉男女参画・女性活躍推進室長】ＤＶの相

談件数については、所管がこども家庭課になり

ますが、前年同月と比較しまして、3月では約

40件の増、4月では約30件の増、5月では約50
件の増になっているということを聞いていると

ころです。

【山田(朋)委員】 こども家庭課が、ＤＶと児童

虐待の相談窓口を所管しているということです

か。

そうしたら、男女参画・女性活躍推進室では

ＤＶに関してはどういった関わりを持っている

のかを教えていただけますか。予防の方とかで

すか。

【有吉男女参画・女性活躍推進室長】 男女参

画・女性活躍推進室では、啓発を担っておりま

す。長崎県のＤＶ対策基本計画により、県によ

る啓発についてはこども家庭課と男女参画・女

性活躍推進室で所管している状況でございます。

【山田(朋)委員】 そうしたら、相談業務に関わ

ることはこども家庭課でということになります

ね。今回、「ＤＶ相談+（プラス）」の周知等

を行ったので、こちらに記載があるということ
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ですね。わかりました。

新型コロナウイルス感染症の関係で、私の地

元でもそうでしたが、感染した方の名前がネッ

トで出たりと、もう本当にすごい、人権を無視

するような、驚くようなことが起きておりまし

た。とても残念なことでありますが。

そういった中で、5月末現在で3件の相談を受

けたということであります。この方々はやっぱ

り感染をされた方や、そのご家族とか、そうい

ったご相談だったのかなと思いますが、相談を

受けて、どのようなフォローアップをしてきた

のか、そのあたりも教えていただけますか。

【丸田人権・同和対策課長】委員からご質問が

ございました、県の人権教育啓発センターでの

相談は、今日現在で3件ということになってお

ります。

主なご相談は、匿名ですので、感染者とおっ

しゃる方から、自分の個人情報が漏れて近所か

ら偏見の目で見られているというようなご相談、

それから感染者のご家族、高速バスの運転士の

方のご家族が歯科医院での治療を断られたとか、

そういったご相談があっているところでござい

ます。

県といたしましては、救済等を行う権限がご

ざいませんので、救済措置を求められる場合は、

法務省の相談窓口であれば、しかるべき救済措

置の対応が得られるということで、その相談窓

口を紹介している状況でございます。

【山田(朋)委員】 じゃあ、お話を聞いて、その

方が望めば、法務省だと救済をしてくれるから

と仲介をするような形といった感じですか。

法務省であれば、きちんとした救済策をもっ

て対応いただけるものなんでしょうか。私は勉

強不足で、そのあたりを教えてください。

【丸田人権・同和対策課長】法務省では法務省

設置法、また人権擁護委員法等がございまして、

その中で人権侵犯事件に係る調査及び被害の救

済及び予防に関することは法務省が所管をする

と法律上なっております。

事案に応じてさまざまな救済措置の内容があ

ろうかと思います。例えば法律上の助言とか当

事者間の調整、さらに、悪質というような場合

であれば警察等への告発、そういったことも救

済措置として法務省がやるということになって

おりますので、法務省での救済措置がしかるべ

く、事案の内容に応じてとられることになろう

かと思います。

【山本(由)委員長】 ほかに、新型コロナウイル

スに関連して。

【宮島委員】 ただいまの山田(朋)委員のご質問

に関連をいたしまして、いわゆる風評被害の問

題について、お尋ねをしたいと思います。

ただいま課長から、風評被害の対応について

のご説明がありました。3件のご相談というこ

とでありますが、それ以外に、実は県内にもい

ろいろな風評被害があっているというふうに聞

き及んでおります。

本県の場合は17例の感染者が出たわけであ

りますが、事業所によっては事業所名を公表し

たところがございます。そういう事業所は、風

評被害というものもある意味、覚悟もしながら、

しかしながら感染者を増やしてはいけないと、

あるいはクラスターを広げてはいけないという

ような思いの中で、自らの名前を公表して関係

者の皆様方に周知をしたということであります。

私は、それは大変な英断だったというふうに思

うわけでありますが、その一方で、公表をした

ことによっていろいろな風評被害に遭われたと

いうことであります。

例えば、感染者や濃厚接触者でない方の旦那
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さんが職場に来るのを控えてくれだとか、ある

いは、子どもさんに対して学童保育に来てくれ

るなというような差別的な対応が実はあったと

いうことでありまして、そういうことは大変ゆ

ゆしき問題だというふうに思っております。

この問題は、今後も続いていくというふうに

思っております。今、一旦鎮静化をしつつある

ような状況の中、マスク警察だとか、その前は

自粛警察だとかというような国民の動きを見て

おりますと、やはり新型コロナウイルスに対す

る認識はなかなか変わっていないのではないか

なというような思いを強くしておりまして、今

後、第2波、第3波が来た時に、この風評被害が

深刻になるのではないかと。したがって、この

間に風評被害対策というものをしっかりととっ

ていただきたいという思いがあります。

そこで、ただいま課長からは法務省にそうし

た相談をつなぐというお話もありましたけれど

も、やはり県も積極的に、この問題を深刻に捉

えて対応をしていくべきではないかと。

特に、今申し上げたような差別的な対応をし

てきたところには、具体的に行政がしっかりと

指導を、そういうことはやめてくださいという

ようなことを指導していく必要があるのではな

いかなというふうに私は思うわけですけれども、

見解はいかがでしょうか。

【丸田人権・同和対策課長】部長説明にも記載

しておりますが、感染者とかエッセンシャルワ

ーカー等々、そのご家族などの人権の尊重とい

うことで、不確かな情報とか誤った情報に惑わ

されずに冷静な対応や行動をとっていただきた

いということを、3月12日ぐらいからホームペ

ージ、ＳＮＳ等で県民の皆様に呼びかけている

ところでございます。今後、状況に応じまして

継続した呼びかけを行ってまいりたいと思って

おります。

また、県の方で今後実施いたします各種研修

会、人権に関する研修会等々でも、新型コロナ

ウイルスの感染に係る人権についてもテーマと

して取り上げて、教育啓発に努めていきたいと

思っております。

また併せて、Ｖ・ファーレン長崎と連携した

人権イベント等の開催を毎年しておりますが、

その中でも啓発していきたいと思っております。

個別の事案の把握はなかなか難しい状況でご

ざいますので、個別の事業者に指導というのは

なかなか県としても難しい点があろうかと思い

ます。今申し上げたような教育、啓発、こうい

ったことを県としても積極的に取り組んでまい

りたいというふうに思っているところでござい

ます。

【宮島委員】これまでも知事が、新型コロナウ

イルス感染者に対する差別的な対応などについ

て控えるようご発言もありましたし、そうした

意味では、全体的な新型コロナウイルスに対す

る認識を深め、またその対応を周知していくこ

とが必要だと思います。

昨今はシトラスリボン運動などというものも

出てきて、そうしたものが今後、新型コロナウ

イルスに対する認識を変えていくことを一方で

期待をしている部分はあります。しかし、一旦

そうした差別的な対応を受けた感染者、本県で

はないのかもしれませんけれども、全国的には

新型コロナウイルスの中で一番ご苦労をされて

いる医療従事者の皆様方、またご家族に対して

の差別的な対応が見られることは、大変ゆゆし

き問題だというふうに私は思います。

したがって、今、課長がおっしゃったことは

一定の理解はしますけれども、問題が深刻であ

るということを一段と理解を深めていただいて、
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もう一歩行政が踏み込んで、こうしたものを対

応していくことが必要だということを改めて申

し上げたいと思います。

部長、何かご見解がありますでしょうか。

【宮﨑県民生活環境部長】委員がおっしゃいま

したとおり、感染者であるとか、懸命に治療に

当たられている医療従事者、またその方々の家

族に対する偏見や差別というものは、あっては

ならないことでございます。

一方で、県民の皆様が新型コロナウイルスを

恐れておられるのはまぎれもない事実でござい

ます。だからこそ県といたしましては、県民の

皆様に、この件に関して正しく理解していただ

く必要があるというふうに思っております。

正しく理解していただくために県が今後すべ

きことは、まずは正しくといいますか、例えば

新型コロナウイルスは飛沫感染、そして接触感

染で感染するものであって空気感染はしないん

だということ等を、きちんと専門家等から改め

て周知をして、そして理解していただくことも

必要になってくるんだろうというふうに考えて

おります。

また、一方で、実際にそのような差別等、風

評等があった場合に適切に対応できるよう、今

後も人権教育啓発センター等で相談等を受け付

けて、そして適切な対応を行ってまいりたいと

いうふうに考えております。

【宮島委員】啓発にはなかなか限界があるとい

うふうに思いますので、さらなる積極的な対応

を強く要望いたしまして質問を終わります。

【山本(由)委員長】 ほかに、新型コロナウイル

ス感染症に係る対策と進捗状況についての質問

はありませんか。

【宮本委員】私から、ちょっと確認をさせてく

ださい。

部長説明資料の1ページ、新型コロナウイル

ス感染症に関する取組についてということで報

告をいただきました。相談件数とか、いろいろ

書いてあります。こういうことが、やはり長崎

県でも起こっているのだなと改めて確認をさせ

ていただきました。

関係機関と連携をするということです。こう

いった相談が県民から寄せられたならば、県と

してはそのままにしておくわけではなくて、い

ろんな機関と連携するということでしょう。推

測するに警察とか他部局になるんでしょうけど、

具体的にどういったところと連携をしているの

かを、まずは確認をさせてください。

【峰松食品安全・消費生活課長】相談がござい

まして、先ほどの人権の関係とかで、こちらが

間口が広いものですから、いろいろな質問を受

けることになります。新型コロナウイルスで偏

見をもたれて買い物ができないとか、そういう

ような相談があった場合もありました。そうい

う分につきましては人権・同和対策課の方につ

ないだりしております。

関係機関と連携するといいますと、委員がお

っしゃいますように県警の方とよく連携をして、

特に今回、給付金がございますので、給付金詐

欺等に遭わないようにということで、悪質商法

などの相談があった場合は情報を共有していく

というような形をとっております。

【宮本委員】県警と連携をとることは大事だろ

うと思って確認をさせていただきました。

新聞等でも、コンビニの定員が振込め詐欺を

防止したという記事がよく出ています。

一つ確認です。新型コロナウイルス感染症に

便乗した悪徳商法とか詐欺による被害がこちら

の課でも確認できていれば、今の段階でどれぐ

らいあるのかがわかればお示しいただきたいと
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思います。

【永尾交通・地域安全課長】先ほど委員からお

尋ねがありました、今回の新型コロナウイルス

に便乗した特殊詐欺については、県警とも確認

をしております。これに関しては、特殊詐欺の

被害の認知はありません。

ただ、その予兆と見られる相談、内容として

は、例えば市役所職員を名乗って自宅を訪問し

たとか、給付金の手続名目で預貯金の口座番号

を聞き出そうとしたとか、そういうふうな予兆

と見られる電話の相談が複数件あっていると伺

っております。

また、関連性を断定したわけではないんです

けれども、マスクが不足していた当時、郵送さ

れたマスクを郵便受けから盗んだ事案とか、も

しくは店舗先にあった消毒液が盗まれた窃盗事

案も発生していると聞いております。

【宮本委員】被害としてはなかったと、そのほ

かさまざまな被害はあっているかと思いますが、

特殊詐欺による被害はないということです。

引き続き、ここにも書いてあるとおり、テレ

ビとか新聞とか、あらゆる媒体を使って広報活

動に全力を注いでいただきたいと思います。

もう1点、マスク、そして消毒液についてで

す。これも恐らく食品安全・消費生活課になる

かと思うんですが、今の県内でのマスク及び消

毒液の不足状況はどうなのか。まだまだ不足し

ていますよとか、いや、もう充足されています

よとか、病院、医療機関、介護施設などから、

そういった声が今どのようになっているか確認

をさせてください。

【峰松食品安全・消費生活課長】医療や介護施

設につきましては、こちらの方では把握できて

おりませんけれども、毎週、主だったスーパー

等には聞き取りをしております。そういうとこ

ろで、マスクにつきましては在庫は十分あると、

入荷も定期的にあっているというふうに聞いて

おります。

手指のアルコール消毒の分につきましては、

除菌のジェルが入荷をしていると。ハンドソー

プにつきましては、一部のブランドについては

欠品があったりしているけれども、大体、大よ

そ店頭に並んでいると、そういう状況であると

伺っております。

【宮本委員】確かにマスクは、私もよく行くん

ですけど、店頭にあります。ただ、消毒液につ

いては、なかなか不足しているのかなと思って

います。

こういうのは、福祉保健部といろいろ連携を

とりながら進めていらっしゃるのかどうか。不

足状況があれば確認をして対応するとか、そう

いったのを部局横断的にやっているのかどうか

を確認させてください。

【峰松食品安全・消費生活課長】状況について

は把握しているところですけれども、あくまで

こちらは生活関連物資として消費者の皆様が安

定的に消費生活を送れるかどうかという視点で、

マスクが充足しているかというところを調査し

ているものでございますので、医療用があるの

かどうかというところまでは、申し訳ございま

せんけれども、なかなか把握はできていないと

ころでございます。

【宮本委員】わかりました。県全体を見た時に、

充足しているか、不足しているか、県民の方々

から声を聞いていかれるということであります。

病院と医療機関については別だというのもわか

るんですけど、総体的に県全体として情報を共

有しながらやっていくべきだろうと考えますの

で、一般の方々、医療機関、双方を考えながら

対応していただきたいというふうに思っており
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ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

【中村(泰)委員】 宮本委員の質問とほとんど同

じですけど、また別の質問で、次亜塩素酸水に

ついてです。

効果の正しさとか、多分いろいろ問い合わせ

があっているんじゃないかと思うんですけれど

も、県の次亜塩素酸水に対する効果性というか、

福祉保健部と重なるのかもしれないんですけど、

どのように考えておられるのか、お聞かせいた

だけないでしょうか。

【峰松食品安全・消費生活課長】次亜塩素酸水

については、国の機関でありますNITE（ﾅｲﾄ）、

略称で申し上げますが、そちらの方が、今のと

ころまだ効果がはっきりとはわからないという

ふうな発表をしているところですけれども、全

くないというわけではないみたいで、まだ引き

続き調査をしていくと伺っておりますので、そ

の調査、研究の推移を見守っていくという形に

なると思います。

【中村(泰)委員】 噴霧しちゃいけないとか、例

えば床面とか机の上はふいていいとか、いろい

ろな話があって。

ただ、もう既に相当数の方が次亜塩素酸水を

使って除菌ということをなさっておられて、市

場にも相当出回っていると思います。この効果

を誰も言えないというところがすごく悩ましい

状況でありまして、国がどう判断するのかとい

うところではあるんでしょうけれども、早急に

情報をつかんでいただいて、県民の皆様に周知

いただきたいと要望して終わります。

【山本(由)委員長】 ほかにありませんでしょう

か。よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 それでは、ほかに質問がな

いようですので、県民生活環境部関係の審査結

果について整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時１０分 休憩 ―

― 午前１１時１０分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、県民生活環境部関係の審

査を終了いたします。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時１１分 休憩 ―

― 午前１１時２１分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会及び分科会を再開い

たします。

これより交通局関係の審査を行います。

審査に入ります前に、理事者側から、4月の

人事異動に伴う新任幹部職員の紹介を受けるこ

とにいたします。

【太田交通局長】 おはようございます。

今年4月の人事異動及び役職変更に伴う新任

幹部職員をご紹介いたします。

（各幹部職員紹介）

以上でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。

それでは、審査に入ります。

【山本(由)分科会長】 まず、分科会による審査

を行います。

予算及び予算に係る報告議案を議題といたし

ます。

交通局長より、予算及び報告議案説明をお願

いいたします。

【太田交通局長】 令和2年6月定例県議会予算

決算委員会環境生活建設分科会関係議案説明資

料の交通局の1ページをお開きください。
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交通局関係の議案につきましてご説明いたし

ます。

今回、ご審議をお願いいたしております議案

は、第99号議案「令和2年度長崎県交通事業会

計補正予算（第1号）」、報告第18号 知事専決

事項報告「令和元年度長崎県交通事業会計補正

予算（第2号）」であります。

交通局の経営状況につきましては、一昨年12
月の運賃改定の効果や、昨年4月以降の高速シ

ャトルバス及び空港リムジンバスの乗客増によ

り、本年1月頃までは、前年度の大幅な赤字か

ら回復傾向にありました。

しかし、本年2月以降、新型コロナウイルス

感染症の影響により、貸切バスのキャンセルが

相次ぐとともに、空港リムジンバスを含む乗合

事業や県外高速バスにおいて大幅な乗客減とな

っており、この3月までの間に約2億円の収入を

失ったものと考えております。

また、緊急事態宣言が発せられた4月以降も

減収は続いており、今後の早期の回復も見通せ

ないことから、国の制度も活用し、資金調達の

対応を図ってまいりたいと考えております。現

在、交通局では全職員が一体となって危機的な

状況への対応を行っており、リムジンバスや高

速バスの運休、不急な事務・業務の先延ばし、

業務の平準化による時間外勤務手当の縮減など

給与の見直しを行うとともに、バス車両の購入

時期の見直しや延命化などを実施しているとこ

ろであります。

今後は、新型コロナウイルス感染症の経営に

与える影響を注視しながら、運輸収入の回復を

目指してまいります。

そのうえで、第99号議案「令和2年度長崎県

交通事業会計補正予算（第1号）」につきまし

てご説明いたします。

新型コロナウイルス感染症の影響により運輸

収入が大幅に減少していることから、国がこの

たび創設した特別減収対策としての企業債を借

入れるため、起債の限度額10億円の増を計上い

たしております。

続きまして、報告第18号 知事専決事項報告

「令和元年度長崎県交通事業会計補正予算（第

2号）」についてご説明いたします。

これは先の令和2年2月定例県議会の本委員

会において、専決処分により措置することにつ

いてあらかじめご了承いただいておりました令

和元年度予算の補正を、3月31日付をもって専

決処分させていただきましたので、その概要を

ご報告いたします。

2ページ中ほどの収益的収入及び支出の補正

につきましては記載のとおりでございます。

3ページ中ほど、資本的収入及び支出の補正

につきましては記載のとおりでございます。

以上をもちまして交通局関係の説明を終わり

ます。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【山本(由)分科会長】 次に、管理部長より補足

説明を求めます。

【安藝管理部長】続きまして、予算議案につい

て補足説明をさせていただきます。

お手元の「令和2年6月定例県議会補足説明資

料」の1ページをご覧ください。

1、令和2年度6月補正予算についてですが、

新型コロナウイルス感染症の影響により運輸収

入が大幅に減少しているため、国が創設した特

別減収対策債の限度額として10億円の補正を

お願いしているものです。

令和2年度の運輸収入は、当初予算ベースで

約48億6,000万円を見込んでおりましたが、4月
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の実績は前年度比2億5,000万円の減収となり、

資料に記載しておりませんが、速報値として申

し上げますと、5月の減収は2億3,000万円とな

っております。緊急事態宣言が出された4月、5
月を底として、今後徐々に収入が回復すると想

定しております。その場合、今年度中の減収額

は10億円から14億円に上ると見込んでいると

ころでございます。

現在、交通局において、各種経費の見直しや

バス購入等の先送り、バスの運休等による経費

減、人件費削減など最大4億円の収支改善の取

組を実行しておりますけれども、どうしても資

金不足が見込まれる分につきまして10億円の

起債限度額を設定させていただいております。

当該特別減収対策債の償還につきましては、

運輸収入を増やす取組などの収支改善や資産の

活用を講じていく予定であります。

裏面の2ページをご覧ください。

2、令和元年度専決補正予算についてですが、

上段の①収益的収支は、新型コロナウイルス感

染症の影響により運輸収入が2月から3月で約2
億円の減収になったことなどによる専決補正に

ついて記載しております。専決後の令和元年度

の決算額は、昨年度とほぼ同規模の2億7,000万
円の赤字となっております。

下段の②資本的収支につきましては、車両の

購入などの事業費の確定に従って、収支をそれ

ぞれ専決補正させていただいております。

当該資料の説明は以上でございます。

【山本(由)分科会長】 以上で説明が終わりまし

たので、これより予算及び報告議案に対する質

疑を行います。

質疑はありませんか。

【宮本委員】説明資料に沿って、確認の意味を

踏まえて質問いたします。

10億円の限度額の特別減収対策債、これは国

の企業債とご説明いただきましたが、過去にこ

れを交通局として使用したことがあるのか。

また、国は、こういった災害においてはこう

いった企業債を発行するものなのか、お聞かせ

ください。

【安藝管理部長】 2点、ご質問がございました。

まず、交通局として、特別減収対策債を活用

したことはございません。

もう1点、国がほかの場合にこれを出すのか

ということでございますが、東日本大震災の際

にこの制度を講じたと聞いております。

【宮本委員】わかりました。東日本大震災の時

に、こういったものを国が企業債として発行し

たことと、交通局は今回初めてであるというこ

と。

交通局は公営企業なので、国からの企業債を

活用しなければならない。これも確認です。一

般の地方銀行からの借金はできないという認識

でよろしかったでしょうか。

【安藝管理部長】一般的に申し上げますと、年

度を越えて銀行から借入れをすることができな

いということになっております。

銀行から貸付けを受けることはできます。親

和銀行とは10億円の当座借越契約を結んでお

りますので、当座の資金繰りはできますけれど

も、そこは年度を越えて借りることができませ

んので、今回の企業債を活用したいと考えてお

ります。

【宮本委員】 わかりました。一企業で、民間企

業で10億円をポンと借りるのはなかなか難し

いと思っていまして、公営企業だから特別減収

対策債が活用できると、これはある意味大きな

強みであり、民間からしてみると「それはうら

やましいな」となるかと思ったものですから、
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確認をさせていただいたところです。

そこに書いてありますけれども、やはりちょ

っと損害が大きいですね。4月で2億5,000万円、

5月も先ほどあったとおりで、年度の減収見込

みが10億円から14億円ということで、これはも

う本当に大きな赤字と減収となっています。

この10億円を借入れて、償還についてはどれ

ぐらいにわたって返済をしていくものなのか、

返済計画についてお聞かせいただければと思い

ます。

【安藝管理部長】 償還年限は15年以内とされ

ておりますので、15年で借入れを実施すること

としたいと考えております。

返済については、当該感染症の影響が落ち着

くまで元金の償還は据え置くこととして、利息

をできるだけ少なくするために5年ごとの利率

見直し方式としたいと考えております。大体、

年間に8,000万円程度の返済額となろうかと考

えております。

【宮本委員】 15年以内ということでありまし

た。

そこに新たな経費節減の取組ということで書

いてあります。非常に厳しい状況には変わりな

いかなと思います。

バス事業について、今からどうなっていくの

かということを考えた時に、三密を考えると、

バスとか電車は最たるものでありますよね。そ

れを考えた時に8,000万円の返済が毎年可能な

のかどうか。

そこに、経費節減について最大4億円とあり

ます。バス購入の先送りとか経費減、人件費の

削減などなどあります。こういった形はもちろ

ん大事ですが、交通、運輸について支障があっ

てはならないと考えています。

経費節減について、もう少し詳しくお伝えい

ただければと思います。こういった形をやりな

がら年間8,000万円を償還していくというよう

なものをお聞かせいただければと思います。

【太田交通局長】補足資料の中で、今回新たな

経費節減の取組ということで最大4億円と記載

をしておりますが、これは今年度中もしくは来

年度初めぐらいまでにかけて、これぐらいの効

果のあるものをやっていこうということで記載

をさせていただいております。

主なものとしては経費の見直し、それから運

休をいたしておりますので、その分の経費減。

軽油は少し値下がりをしております。そういう

ものの積み上げ。それから人件費の減といたし

まして、先ほども申し上げました時間外手当の

縮減です。それから、組合とも合意をいたしま

して、期末手当を最大1.3月分、来年にかけまし

て減額することも実施をいたします。

そういうことで、今年度の最大14億円の減収

に対して、何とか経営を立て直すということで

みんなで取り組んでいるところでございます。

ただ、10億円借りた時に、今後返還をしてい

くには長期的な視点で効率的な経営を目指して

いかないといけないということがございます。

そのためには、お客様がどの程度戻って来られ

るのかも見ながら、効率的なダイヤを組んでい

く。

それから、やはりそれだけではなかなか経営

は厳しいですので、資産の活用ということで、

現在の諫早ターミナルが2年後には要らなくな

りますので、その辺を活用していくことで、長

期的な視点で今から検討していくという形にな

ると思います。

【宮本委員】 わかりました。そうですね、長期

的な視点に立って、そしてまた公営企業として

の立場をとりながらされていかれるので、非常
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に難しいところもあろうかと思います。これだ

けの減収になっていますから、借入れを起こし

ていかないと存続自体も厳しいという現状も把

握できているところです。

今後、バス事業について非常に厳しい状況に

なろうかと思いますので、返済計画についても

もちろんきちんと、いろんな手段を考えながら

取り組んでいただくことを要望させていただき

ます。

【山本(由)分科会長】 ほかに予算に関する質疑

はありませんか。

【田中委員】今の件なんだけれども、びっくり

している。こんな感じで県営バスはやっていけ

るのかなという感じでね。今までにこういうと

ころまでは私も経験ないのでね。

ただ、疑問に思うのは、長崎バスとか西肥バ

スが、抜本的にそんなに企業の存亡に関わるよ

うなところまで追い込まれているのかなと、あ

まり聞かないのでね。なぜ県営バスだけがこん

なことなのかという感じがして、私は大変心配

しています。

何となく流れ的に、今度の10億円の問題は国

の支援があるような、何となくそういう感覚に

受けるような話なんだけど、そういうことでは

なくて、あくまでも10億円は市中の銀行から借

りるんでしょう。金利は幾らですか。返済計画

がはっきりしなければ、そんな貸さないでしょ

う。もうちょっとちゃんとした返済計画を見せ

てくださいよ。そうしないとね。

10億円借りて、14億円ほど穴が開いているみ

たいな話だね、さっきの話ではね、14億円とい

う話が出てくるのでね。これは、県営バスはも

うやっていけないんじゃないかという気持ちで

私はいるのよ。資産でも売却して、ちゃんと10
億円はやっていきますというような話があれば

別だけれどもね。県の財政の中で新たな負担が

出てくるようなことでは困るのでね。

県営バスは、あくまでも県の枠の中でやって

いるという気持ちがあなたたちにはあるので、

安心しているのかもわからないけれども、県の

財政だって、そんな簡単にいかないよ。

もう少し詳しい内容の話をしてください。こ

の10億円と14億円の今後の補填関係、どういう

方針でやっていくのか。

【太田交通局長】田中委員のご質問の中で、県

内のほかのバス事業者の状況はどうかというお

話もございました。この件につきましては、い

ろんな形で情報交換をしておりますが、県内の

大手の民間のバス事業者においても同様に、非

常に厳しい状況が続いていると聞いております。

特に貸切事業、それから高速バス、こういう

ことをやっている事業者については非常に厳し

い状況にございます。現在、前年に比べて10％
程度あればいい方かというような収入状況でご

ざいますし、一般の路線バスにつきましても

50％、60％というような収入状況にあるという

ことも聞いております。

その中で情報が聞こえてこないのは、やはり

民間の会社というのは、なかなか情報が外に出

てまいりませんので。公営の場合は、こういう

形で議会への報告等も行いながらやっていると

いうことでございます。

それから、先ほどの起債をお借りすることに

ついては、これから返済計画等の詰めをしてい

かないといけません。そういうことは、起債を

借りる段になって国の方と協議をいたしまして、

許可を受ける形で起債を借りるということにな

ってまいります。これについては、もうしばら

くお時間をいただきたいと思っております。

【田中委員】県当局とどのような話で進めてい
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るのか知らないけれども、返済計画がやっぱり

重要だと私は思うよ。

民間は日ごろの積立てがあるんですよ。財産

があるんですよ、民間は。県営バスには、もう

あまりないでしょう。決算書を見ても、そんな

に余裕はない。いつもぎりぎり、ぎりぎりでや

っている。赤字体質とは言わないけれどもね。

その民間との違いがある。民間は残しているも

のがある、積み立てが。

県営バスが今まで健全な形でずっとやってい

るならばともかく、今までも大変な経営をやっ

てきた。プラスしてこういう問題が出てくると

立ちいかなくなる、私はそういう心配をしてい

ますけれども、大丈夫ですか、本当に。大丈夫

ですか、確認をしておきたいと思う。

【太田交通局長】交通局の経営につきましては、

ほぼバス事業だけという中で、非常に厳しい経

営の中でも貸切り、高速バス、それから県内の

近距離での高速バス等によりまして経営を維持

してきております。全国的な傾向といたしまし

て、路線バス事業者は非常に経営が厳しいとい

うふうにお聞きしております。その中で、至っ

て健闘している方ではないかというふうに思っ

ております。

それから、これは新聞情報でございますけれ

ども、民間の企業におきましても、やはり経営

的に、新型コロナウイルス対策、新型コロナウ

イルスの影響で非常に現金収入を失っていると、

そういう中で資金を手当てしていくという動き

が多々報道されております。そういう面で、民

間に限って資金をストックしているという状況

ではないというふうに思っております。

そういうことで、民間の事業者とも情報交換

を行いながら、どうやって経営を立て直してい

くかということについては、今後もいろんな形

で助け合いながらやっていかざるを得ないと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。

【田中委員】私は、前からそうなんだけれども、

公営交通、県営バスは必要ないという立場なの

よ。県営バスは、あるから仕方なく我々も認め

ているけど、いつか整理をしなきゃいかんなと。

公営交通そのものが存在する理由がないのよ、

民間があるわけだから。

全国的に、こういう定期バス的な県のシステ

ムでやっているバス会社など、ないでしょう、

県では。都営はあるけど、あれは観光だから。

唯一残っているということで、希少価値だとい

うことで我々も認識をしているけれども、どう

しても県民のために県営バスを残さなきゃいか

んという気持ちは私にはないものだからね。大

変心配しています。心配していることだけは局

長も理解して。

もう一度、最終的な方針を、ちゃんとやって

いけるんだと、県には迷惑をかけないんだとい

うことを、所信を述べていただきたいと思いま

す。

【太田交通局長】まず、県営バスの役割といた

しましては、今現在、長崎市、諫早市、大村市

で路線バスを維持しておりますので、ご利用い

ただいている方々にご迷惑がかからないように

経営をやっていくということでございます。

それから、今後の経営につきましては、極力

そういう努力をしながら経営をやっていきたい

というふうに思っております。

【田中委員】 迷惑かけないならいいけど。

【溝口委員】 今の件ですけれども、10億円を

借りるのは、企業を続けていくためには資金は

大切ですので、それは構わないんですけれども、

例えば10億円から14億円の減収が出た場合に、

それで資金繰りがスムーズにいくのかどうか。



令和２年６月定例会・環境生活建設委員会・予算決算委員会（環境生活建設分科会）（６月２６日）

- 77 -

今年は大丈夫だと思うんですけれども、来年度

とか、そういう形でできていくのかどうか、そ

の辺の見込みを聞かせていただきたいと思いま

す。

【安藝管理部長】 先ほど申し上げたとおり、4
月、5月を底として徐々に回復をしていくとい

う見込みで、10億円から14億円の減収を見込ん

でおります。

今後、第2波、第3波というものが出てくれば、

また見込みをアップデートしていかなければな

らないと思っておりますので、そこはその時々

の状況を踏まえて対応していきたいと考えてお

ります。

【溝口委員】 10億円借りて、減収が2か月で4
億8,000万円ですけれども、減収したから資金繰

りに直接、それを減収分に充てないといけない

という問題は私はないと思うんですよね。計画

的に資金は使っていけばいいわけです。

だから、10億円を借りたら、収入がある程度

なくなっても1年2年と資金繰りができていく

かどうかというのを聞いているんです。減収は

10億円から14億円と幅があるかもわかりませ

んけど。

【安藝管理部長】 今回起債で上げております

10億円は、年度の減収の見込みが14億円という

ところで、そこを埋めるための起債でございま

す。今後、減収見込みがもっと大きくなってく

れば、また起債の額も考えなければならないか

とは考えております。

【溝口委員】 そうしたら、新たな経費削減で、

節減で4億円というのは、当初予算で決めたも

のですか。4月に入ってから、新たにまたこう

していこうとしているのか、そこら辺について

はどのように考えていますか。

【安藝管理部長】補足説明資料に記載しており

ます4億円の収支改善、経費削減につきまして

は、当初予算後に新型コロナウイルスの影響を

踏まえて取組をやろうとしているものでござい

ます。10億円借りて、14億円の減収の見込みま

では、この経費節減の取組で対応ができるかと

考えております。

【溝口委員】 わかりました。当初予算にもう、

その4億円は組み込んで考えていくということ

ですかね。

4月でも2億円、3月までで2億円落ち込んでい

たわけでしょう。当初予算で、行政改革の中で

やっていくとした部分があるんですけれども、

それではなくて、4月、5月を見て、6月になっ

てから4億円の削減をやっていくと考えている

んですか。

【安藝管理部長】今、溝口委員がおっしゃると

おり、新型コロナウイルスの影響を踏まえて、

当初予算からさらに削減する取組として4億円

を考えているものでございます。

【溝口委員】わかりました。大変厳しい経営状

況になってくると思うんですけれども、皆さん

方が一致団結して、この影響を乗り越えていく

ように努力していただきたいと思っております

ので、どうぞよろしくお願いいたします。

【山本(由)分科会長】 ほかに、予算に関する質

疑は。

【中村(泰)委員】 この件ですけれども、続けて

いくには借入れるしかないと思うので、この選

択しかないだろうと思います。バランスシート

上、借入れが悪化するので、すごく悪くなって

いくのは間違いなくてですね。

これは後からでも結構なんですけれども、現

在の借入と自己資本比率がどのように変わって

いったのか、そのあたりを後から教えていただ

ければありがたいです。
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【安藝管理部長】後ほど、整理をして資料を提

出したいと思います。

【山本(由)分科会長】 後でよろしいですか、中

村(泰)委員。

【中村(泰)委員】 はい。

【山本(由)分科会長】 ほかに、予算に関する質

疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑がないようで

すので、これをもって質疑を終了します。

次に討論を行います。

討論はありませんか。

【田中委員】県営バスの財政については、やっ

ぱりもう少し資料をいろいろと出してもらわな

きゃいかん。そうせんと、コロナだコロナだと

言って何でもかんでもやっていたのでは、責任

は。

我々も議員として委員会で承認をするという

ことは、責任を持つということなのよ。皆さん

方と同じ責任を持つということなのよ。だから、

もう少し情報をね。

やってもらわなきゃいかんので、この場は賛

同しますけれども、後日、もう少し返済計画と

か何とか、ちゃんとしたものを、経営計画みた

いなものを出してもらうように、ぜひ、委員長

からもお願いしておいてもらいたいと思ってい

ます。

【山本(由)分科会長】 賛成ということでよろし

いですか。

【田中委員】それはもう、ここで反対したって

しようがないからさ。

【山本(由)分科会長】 わかりました。

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 ほかに討論がないようで

すので、これをもって討論を終了いたします。

予算及び報告議案に対する質疑・討論が終了

しましたので、採決を行います。

第99号議案及び報告第18号につきましては、

原案のとおり、それぞれ可決・承認することに

ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算及び報告議案は、原案のとおり

それぞれ可決・承認すべきものと決定されまし

た。

しばらく休憩します。

― 午前１１時５４分 休憩 ―

― 午前１１時５４分 再開 ―

【山本(由)委員長】 再開します。

午前中の質疑はこれにてとどめ、午後は1時
30分より再開いたします。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５５分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。

午前中に引き続き、審査を行います。

次に、委員会による審査を行います。

交通局におきましては、今回、委員会付託議

案がないことから、所管事項についての説明を

受けた後に経営状況説明書、そして新型コロナ

ウイルス感染症に係る対策とその進捗状況など

について質問を行います。

まず、交通局長より所管事項説明をお願いい

たします。

【太田交通局長】環境生活建設委員会関係議案

説明資料の交通局の1ページをお開きください。

今回、交通局関係の議案はありませんので、
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主な所管事項についてご説明いたします。

ｎａｇａｓａｋｉ ｎｉｍｏｃａのサービス

開始について。

交通局を含む県内交通事業者7社局では全国

相互利用交通系ＩＣカード「ニモカ」の導入を

進めており、長崎電気軌道や松浦鉄道及び九州

急行バスでは本年3月から、交通局、県央バス、

西肥バス、佐世保バスにおいては6月下旬から

運用を開始することといたしました。ニモカ導

入により、同カードは県内はもちろん県外にお

いても利用でき、また、県外観光客も共通の交

通系ＩＣカードでの利用が可能となるなど利便

性が向上いたします。

交通局では、プラチナパス65などこれまで紙

式定期券としていたものをＩＣカードに取り込

むとともに、カード購入をバス車内でも行うこ

とで利便性を高めていくこととしております。

なお、ニモカ利用時のポイント付与について

は、これまで経営状況や他社の動向等を勘案す

るなど検討を進めておりましたが、新型コロナ

ウイルスの経営への影響の大きさや初期投資額

が多額になったこと等から、これを行わないこ

ととしたところです。

今後も利便性の向上と利用促進に努めてまい

ります。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う対応につ

いて。

交通局では、新型コロナウイルス感染防止対

策として、職員にマスク着用及び手洗いの励行

等を行うとともに、毎日出勤前に体温測定を行

い、37.5度以上の場合は出勤を控えることとす

るなど、安全な運行が継続できるよう努めてお

ります。

また、乗務員においては、運行中のバス車内

の換気や毎日運行前等に次亜塩素酸水による車

内除菌を実施するとともに、運転席周りにビニ

ールカーテンを設置し、車内でのマスク着用と

会話を控えていただくなどの感染防止への取組

について協力を呼びかけるポスターをバスの車

内に掲示いたしております。

今後も、新型コロナウイルス感染対策に関す

る国や県など関係団体の動向等を踏まえ、感染

防止に努めてまいります。

新型コロナウイルス感染症に係るバスの減便

等について。

交通局では、緊急事態宣言に伴う新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響により、空港リムジン

バスや県外高速バスなどの利用が大幅に減少し

ていること等から、段階的に運行する路線バス

等の減便や運休を実施しております。

長崎と北九州、大分、熊本、宮崎を結ぶ高速

バスについては、3月28日から一部減便を始め、

5月1日から31日の間は、全線について全便を運

休いたしました。

県内の路線につきましては、ハウステンボス

線については3月7日から、ハウステンボスの閉

園に合わせた運休を行い、佐世保線については

5月2日から半数の減便を行うとともに、空港リ

ムジンバスは出島道路経由便について4月17日
から一部減便を始め、5月1日から全便運休し、

浦上経由便も半数を減便しております。

去る6月1日からは、緊急事態宣言解除が出た

こと等から、県外高速バスの一部を運行するこ

ととしたところであり、今後も県民の移動手段

の確保を前提としながら、さまざまな状況に応

じた運行を実施してまいります。

諫早ターミナル跡地活用のためのサウンディ

ング調査について。

諫早ターミナルについては、諫早市の諫早駅

周辺整備事業に合わせ、今年度、交通局におい
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て再開発ビル内に案内・待合所を整備するとと

もに、諫早市において駅東側の公共交通広場に

バス乗り場を設置することとしており、令和3
年度中に移転する計画としております。

ターミナル移転後の跡地については、交通局

の将来の貴重な収益源として利活用していくこ

とを基本として、諫早市のまちづくり計画と整

合を図りながら検討をしていくこととしており、

民間の資金や経営能力等の活用を検討するため、

本年3月から4月にかけて、民間事業者から活用

方法のアイデア等の収集を行うサウンディング

調査を実施いたしました。

調査では、不動産業及び建設業の6事業者の

参加があり、土地については売却方式や定期借

地権方式によること、活用の目的については商

業施設、ホテル、マンションなどの提案があり、

専門的な視点からの市場性及び収益性、民間事

業者の参加意欲などを把握することができ、調

査結果については6月に公表したところであり

ます。

今後は、調査結果を踏まえた具体的な検討を

行い、諫早市など関係団体と協議・調整を図り

ながら、移転後速やかに有効活用できるよう取

り組んでまいります。

「長崎県行財政改革推進プラン」に基づく取

組については、記載のとおりでございます。

以上をもちまして交通局関係の説明を終わり

ます。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【山本(由)委員長】 次に、営業部長より補足説

明を求めます。

【濵口営業部長】続きまして、貸切バスにおけ

るコスタアトランティカ号の帰国者輸送につい

て、補足説明をさせていただきます。

お手元の補足説明資料をご覧ください。

記載のとおり、3月26日、27日及び5月3日、5
日、28日に貸切バスを使って…

【山本(由)委員長】 営業部長、ちょっと待って

ください。皆さん、資料はありますか。（資料

確認）

では、お願いします。

【濵口営業部長】改めまして、補足説明をさせ

ていただきます。

資料に記載のとおりでございますが、3月26
日、27日及び5月3日、5日、28日に、貸切バス

を使って帰国者輸送を実施しております。

受注の経緯といたしましては、3月の輸送に

ついては、従来からクルーズ船の乗組員交代に

おける輸送を請け負っていたことから受注した

ものでございます。それから5月の輸送につき

ましては、県からの要請を受けて、交通局を含

めた県内の4社で連携し共同運行を実施したも

のです。

運行に当たりましては、専門家などの助言を

いただきながら、運転席と客席の間をビニール

で仕切るなどの各種安全対策を講じながら実施

いたしております。

また、運行後、使用車両は、専門の業者に消

毒を委託し、乗務員につきましては、運行後に

交通局が手配したホテルで2週間の自主待機を

実施しております。

当該資料の説明は以上でございます。

【山本(由)委員長】 以上で説明を終わります。

次に、経営状況説明書について質問を行いま

す。

資料につきましては、「長崎県営バス観光株

式会社 経営状況説明書」です。今日の冒頭に

一部、数字等の訂正をした分です。

これにつきまして、何か質問はありませんか。
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（発言する者あり）

【太田交通局長】先ほどの貸切バスによるコス

タアトランティカ号の輸送における安全対策に

つきましては、5月3日以降の輸送について、こ

のような対策をとったところでございます。

【山本(由)委員長】 経営状況説明書につきまし

ては、特に質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 質問がないようですので、

次に進みます。

最後に、新型コロナウイルス感染症に係る対

策とその進捗状況について質疑を行いたいと思

います。

何か質問はありませんか。

【宮島委員】ただいま補足説明資料のご説明を

いただきましたが、その点についてお尋ねをい

たします。

貸切バスにおけるコスタアトランティカ号の

帰国者輸送について、局長がおっしゃった安全

対策について、使用車両は消毒を委託し、その

後2週間使用しなかったという記載がございま

す。2週間使用しなかった理由は何かあります

でしょうか。

【濵口営業部長】専門家のご意見を伺いながら

対応させていただいておりました。乗務員につ

きましては、医療的見地からは2週間の待機は

必要ないということでしたが、それでも我々は、

乗務員あるいはそのご家族の感情等も踏まえて

2週間自主待機をさせております。

それと同じように車両につきましても、万全

に安全を期すということで2週間は使用しなか

ったものでございます。

もともと新型コロナウイルスの影響で貸切り

の受注自体もほとんどない状態で、2週間車両

を使用しないこともできましたので、それで2

週間、車両は使用しておりません。

【宮島委員】特に科学的な根拠はないというこ

とであります。

これは、ちなみに県全体としての統一的な対

応というふうに受けとめてよろしいでしょうか。

【濵口営業部長】県とも相談をしながらでござ

いますが、最終的には県内4事業者と足並みそ

ろえて、県内の事業者の判断で実施をさせてい

ただいております。

【宮島委員】例えば、感染者対策といたしまし

て、感染症病床がいっぱいになれば、軽症者に

ついては民間の宿泊施設に滞在をさせるという

方針も既に示されております。

とすれば、その民間宿泊施設で軽症者を預か

り、そこから出られた時に、部屋を消毒した後、

バスは2週間置いていますよと、ホテルも2週間

置かなければならないのかと。

基本的に認識とすれば、部長もそういうお話

かなと思うんですけれども、消毒をすればウイ

ルス自体は消えるというふうに思うんです。確

かに人の場合はウイルスが滞在しますので、2
週間の観察期間と、標準的にそういう形で置か

れていると思うんですけれども、ここで2週間

置く必要が果たしてあるのかどうかです。

というのは、今後もそういう対応をしなけれ

ばなりませんでしょうし、ほかの宿泊施設とか

についても共通に2週間置かなければならない

ということにもなりかねませんので、そこは一

度、庁内で統一的な対応をぜひとっていただき

たいと思いますので、要望申し上げたいと思い

ます。

これについて、いかがでしょうか。

【太田交通局長】 今回、車を2週間使用しなか

ったことにつきましては、福祉保健部等の専門

家のご意見、それから国の専門家のご意見もお
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聞きしたうえで、必要ないだろうというご見解

でしたけれども、職員の思い、それからお客様

への対応ということも含めて、事業者側として、

この期間にどういう対応をした方がいいかと考

えて協議した上で、4事業者の中でこういう統

一した取扱いをしたということでございます。

県でこれが全般に広がっているということでは

なくて、たまたま貸切バスでの輸送を行い、ク

ルーズ船の中で感染者が多かった時期もありま

したので、そういう対応をさせていただいたと

いうことでございまして、これが県の統一的な

見解というような、取扱いとなるとは考えてお

りません。

【宮島委員】局長のお話で、念には念をという

ことで対応されたことにつきましては一定の理

解をしたいと思いますけれども、一方でやり過

ぎというような考え方もあって、今の社会的な

風潮として、そういうことがあれば、みんな心

情的に何となく、少しそこを気にし過ぎるとこ

ろが出かねない。それがある意味、経済的な活

動にも影響を与えかねないという部分がありま

すので、そこら辺は確かにバスのことだけであ

りますけれども、もう少し幅広く全体を見渡し

ていただきながら今後の対応をぜひとっていた

だきたいと、これは要望しておきたいと思いま

す。

それと、これは委員長にお願いでありますが、

今回、コロナ禍対策を庁内でいろいろな形でと

られたわけであります。一度、全体で検証をす

るような形をとっていただきたいと。

もちろん医療体制とか、それぞれにこれまで

の対応については検証をされると思うんですけ

れども、例えば、休校したことが妥当であった

のか、あるいは飲食店などは休業を要請したわ

けでありますが、この休業要請が妥当であった

のかどうかなど、今回の新型コロナウイルス感

染症の対策を一度、庁を挙げて検証をするよう

な形をとっていただけないかと。

今、国も、この対策のレビューをやられてい

るようでありますし、また、実際に大阪なども

独自にこうした検証をやられているようであり

ます。

したがって、今後、第2波、第3波というよう

なことも予期をされる中で、長崎県も独自に検

証をすべきではないかというふうに考えますの

で、委員長におかれては、委員長会議などの場

で、ぜひご提案をいただければ幸いに思います

ので、よろしくお願いいたします。

【山本(由)委員長】 今の件につきましては、時

期、方法、内容を含めて検討させていただきた

いと思います。

ほかに、新型コロナウイルス対策に関して質

問はありませんか。

【宮本委員】それでは、新型コロナウイルス感

染症に係る対策とその進捗状況等について質問

いたします。

1点目です。これは午前中の分科会のところ

でも、ちょっと質疑をさせていただきました。

今回の減収が非常に多額であったと、貸切事業

においては約6,000万円の減収になったという

報告もありました。

先日、6月21日に、長崎県バス協会の皆様方

と意見交換を我々公明党でさせていただいた時

に、ほかのバス事業者の方も、ものすごく大き

い同じような損害を受けていらっしゃったんで

す。その時に言われていたのが、今後、貸切バ

スというものが果たして、存在という言い方は

あれですけど、どのようにやっていけばいいの

かと非常に危惧されていました。

三密対策、そしてまた代替率が多い、自家用



令和２年６月定例会・環境生活建設委員会・予算決算委員会（環境生活建設分科会）（６月２６日）

- 83 -

車とか、そのほかの交通手段もたくさんある中

で、貸切バスが生き残るためにはどうしていっ

たらいいのかと、いろいろな議論と意見交換を

させていただいたんです。

今回、このような形で新型コロナウイルス感

染症で影響を受けたバス事業はいろいろありま

すが、特に貸切バスについての今後の対応の仕

方、席を空けるとか、そういった形になるかと

思うんですけど、元に戻るにはなかなか難しい

かなと思います。

県交通局で、こういった形でやっていこうと

いう計画、取組がありますならばお示しいただ

ければと思います。

【濵口営業部長】委員おっしゃったとおり、今

後、貸切バスをどういうふうに運行していくか

というのは、交通局だけじゃなくて全国でそう

いう声が出ています。

我々としては、特に県内外の旅行代理店、エ

ージェントとも、どういうふうにお客様をお迎

えするかということで、いろんな話をさせてい

ただいています。

最低限できるのは乗務員のマスク着用、そし

て消毒液の設置、そこは当然ですが、その後、

密を避けるということでどういうふうにするか。

まだしっかりとした結論は出ていないんです

が、例えば修学旅行で、通常でしたら35人から

40人ぐらいの生徒が乗られていますが、40人を

20人にしたら、当然バスは倍の台数が要るわけ

です。そうしたら、旅行者の方も費用が増える

ということで、その辺をどうしようかと。そこ

は各学校とかお客様の考え方もございますので、

そういったお客様の声も聞きながら、できる対

策をやっていこうと。

具体的な対策は、一応考えてはいますけど、

まだきちんと表に出せるものはないんですが、

意識してそこは今後も取り組んでいきたいと思

います。

【宮本委員】ちょうど聞こうと思っていました。

修学旅行についてはキャンセルもあり、しかし

ながら、文化観光国際部においては、修学旅行

もちょっとずつ戻りつつあるという話を聞きま

した。

この影響で、貸切のマイナス6,000万円の中に

も修学旅行のキャンセルは結構あったかと思い

ます。

修学旅行が一定、少しずつ長崎の方に回復し

ている状況と聞いたんですけど、交通局でも少

しずつ回復してきている現状がありますか。

【濵口営業部長】修学旅行は、年間でいいます

と、まず春、5月を中心にした春の旅行シーズ

ン、それから秋、9月から12月前半ぐらいが修

学旅行のシーズンでございます。

春の分は、ほとんど全部キャンセルになりま

して、9月以降、秋以降にシフトした団体もご

ざいますし、見送ったところもございます。

秋以降の話ですけれども、9月以降は、受注

は平年並みに大体あっている状況でございます。

もともと秋はどこもそうですけど、バスが混雑

している状況なので、春から秋にシフトしたい

んだけど隙間がないと。これはバスだけでなく

て、ホテルとかの受入態勢がしっかりしていな

いこともあって、少し時期を延ばしたりという

ことも考えられているみたいです。

そういう意味では、秋の方にどんどん、どん

どんシフトしていって、秋以降に少し濃くなる

傾向にあるのかなというところです。

【宮本委員】わかりました。今後の貸切バスの

対策は非常に難しいと思います。おっしゃると

おり、40席あるところを20席にすれば2台要る

と、運賃も上がればどうなのかというのもあり
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ますね。

だから、ここはしっかりと体制を整えながら、

バス協会の方々とも意見交換をしながらやって

いかないと、生き残りという言い方はちょっと

あれですけれども、この事業が成り立っていく

のかなという危惧もちょっとしていたところで

す。

なおかつ、午前中の分科会で審査しました10
億円の起債の返還にも、貸切は乗合に次ぐ非常

に大事な事業だと考えます。マスクの着用、そ

れから消毒はもちろんのこと、換気もそうでし

ょうけど、どうやって運行させていくか、対策

はしっかり練っていただきたいと思います。

修学旅行について、実は私の子ども、中3と
小6ですけど、9月と12月にシフトして、そこに

ぎゅっと凝縮されているという現状も聞いてい

ます。

そういったところでも、代替率が高い貸切バ

スですから、何とか今後も成り立っていけるよ

うに対策をしっかりと練っていただきたいと思

っています。

もう1点だけ。局長資料の1ページにこういう

記載があるんです。ニモカで、新型コロナウイ

ルスの経営への影響の大きさから、ポイント付

与はしないということです。

この影響の大きさというのは、午前中に審議

した減収、約2億5,000万円を指しているのか、

この確認をさせていただければと。

これは交通局だけですよね。ほかのところは

ポイント付与しますもんね。だから、交通局で

言うところの影響の大きさとはどれを指すのか

を教えていただければと思います。

【太田交通局長】説明の中にあります「新型コ

ロナウイルスの経営への影響の大きさ」という

ことにつきましては、午前中にもご審議いただ

きましたが、新型コロナウイルスで、昨年度2
億円、今年10億から14億円の減収であろうと。

ただ、先の見通しもなかなか立たないような

状況で、今後その状況を見ながら経営をやって

いかないといけないというのもありますし、こ

の10億円のお金を借りて返済をすることも考

えていかないといけないということもあります。

そういう事の重大さということで、今後収益を

どうやって上げるかという部分でですね。

これまでスマートカードでは、約11％をポイ

ントを付与するという形で還元をさせていただ

いておりました。ニモカについても、他の事業

者は最大9.5ポイント還元をしますけれども、な

かなか還元する原資が、先行き見通せないとい

うこともありまして、今回ゼロにさせていただ

いたところでございます。

【宮本委員】 わかりました。減収が、2億5,000
万円と10億円から14億円ということを確認い

たしました。

ほかのところはポイント付加があるのにもか

かわらず、交通局は新型コロナウイルスの影響

でと。他社も受けているんですよ。なぜかなと

いうのがちょっと腑に落ちないところではあり

ます。

これはちなみにいつまで、ずっとですか、期

間限定ですか。ポイント付与しないのは今年度

だけですよというのか、来年度までですよ、再

来年度から付与しますよというのか、ずっとし

ないという意味合いなのか、そこらあたりの整

理だけさせていただければと思います。

【濵口営業部長】ニモカのポイント付与の件で

ございますが、今年度だけでも10億円から14億
円の減収が見込まれる中で、6月21日に運用を

開始しましたけれども、その減収を補うために

は当分の間はやっていかなくちゃいけないのか
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なと思っております。ポイントを付与しますよ

とは、今のところ言えない状況でございます。

【宮本委員】ちょっと残念ですね。これは一つ

の利点というか、これがあってこそのニモカで

しょうし、ほかのところもこういったポイント

制があってこそのカードなのでですね。こうい

う状況なので難しいところではあるんでしょう

けど、これは早期に対応を急いでいただきたい

と思います。

午前中にも審議しましたが、経費節減の取組

はもちろんで、他社もこういったことは早々か

らやっていることであり、経営が厳しくなって

くれば、するのは当たり前のことと思っていま

す。

ポイント付与について、新型コロナウイルス

の影響というのはもちろんわかりはしますが、

どうにかならないのかなという考えではいます。

これを早々に回復にもっていく手立てを、皆さ

んで取り組んでいただきたいと思いますが、最

後に局長、この点だけご意見をお聞かせくださ

い。

【太田交通局長】ニモカのポイント付与につき

ましては、これまでも、どの程度の付与にする

かというので県内の事業者とも協議をし、地域

の中で他のバス事業者の動向なども考慮に入れ

ながら、今回決定をさせていただきました。

ポイント付与については、システム的には今

ゼロですけれども、ポイント付与も可能だとい

うふうに聞いておりますので、宮本委員がおっ

しゃるように、お客様への還元ができるような

状況になりましたら、その暁には考えていきた

いというふうに考えております。

【宮本委員】今回、新型コロナウイルス感染症

に係る影響がいろんなところで出ていることの

確認と把握はさせていただきましたので、我々

としても、さまざまな提案を今後もできるだけ

していこうと思いますので、よろしくお願いい

たします。

【山田(朋)委員】 私も、貸切バスにおけるコス

タアトランティカ号の帰国者輸送について伺い

たいと思います。

乗務員は、運行後、ホテルなどで2週間の自

主待機をいただいたようであります。今回、バ

スが3月からすると6台ほど、これに関わって運

行していますが、どのような形で乗務員を選定

したのか、自ら志願をいただいたのか。

運転した後に2週間も自主待機をすると、す

ごく大変なことかなと思ったんですが、どうい

う状況で運転士さんが決まったのか、そのあた

りを教えてください。

【濵口営業部長】コスタアトランティカの帰国

者輸送に携わる乗務員の選考に関しては、基本

は私の方から、あるいは所属している営業所長

から打診をして、快く引き受けた乗務員に運行

をしていただいております。

それで、当然感染リスクがあるということで、

乗務員の方から、できれば運行後に2週間待機

をホテル等でやらせてくれと向こうから要望が

あったので、それに応じる形で。そうしないと、

ご家族の方が心配だというお話もありましたの

で、そういった声を聞き入れる形でやらせてい

ただいております。気持ちよく乗務していただ

くと、なおかつ安心して安全に乗務していただ

くという意味で2週間待機をさせていただきま

した。

【山田(朋)委員】 営業部長がご指名をされた、

あとは各所属の営業所長ということでありまし

た。快く受けた方に乗務いただいたということ

でありますが、やはりちょっとと断られた方も

いらっしゃったのかなと、ですね、わかりまし
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た。

使命感を持って、もちろんやっていただいて

いるかと思いますし、さまざまな事情でお断り

になった方もいらっしゃると思います。今後、

残念ながら第2波も予想されるようであります

ので、こうやって命を懸けてというのはあれで

すけど、感染のリスクが高いながら業務をいた

だくことがまだまだあると思っておりますので、

安全を第一に取り組んでいただきたいと思って

おります。

もう1点、新型コロナウイルスで高速シャト

ルバスと空港リムジンで影響が出たと思います。

空港リムジンは、飛行機がほとんど飛んでいな

い状況だったのでいたし方ない部分もあるかと

思いますが、高速シャトルバスは、諫早とか大

村で通勤・通学に使っている方が多くいらっし

ゃったかと思います。

このコロナ禍の中で一部、ほとんど長崎県で

はリモートとかテレワークとか進んでいない状

況だったですけど、そういった状況とか、あと

はマイカー通勤に変わったりとかでこのあたり

の影響が出たのかどうかを教えてください。

【濵口営業部長】委員おっしゃったとおり、高

速シャトルバスも影響を受けております。リモ

ート、時差出勤、あるいは自家用車通勤といっ

たものもあったんだろうと思いますが、朝夕の

通勤に関しても若干出ているかなという感じは

受けます。

それと昼間帯も、外に出控える影響があって

いるのかなとは思っております。一定、そうい

う意味では高速シャトルバスにつきましても影

響があっております。

【山田(朋)委員】 大体、どれくらいの影響があ

ったのか、いつもの8割方とか7割方とか、どの

程度だったかを教えていただきたい。

もう1点。緊急事態宣言が解除されました。

飛行機の便は増えてきていると思いますが、空

港リムジンは増えてきたのか、高速シャトルバ

スも6月になってから増えてきているのかどう

か、そのあたりを併せて教えてください。

【濵口営業部長】まず、高速シャトルバスの影

響の数字的なものを言わせていただければ、対

前年で4月、5月、特に一番影響があった時期は

3割減ぐらいになっております。

空港リムジンの件でございますが、5月は出

島便が全便運休、浦上線経由が約半減で運行し

ておりまして、飛行機の状況に合わせてダイヤ

を組んでいた状況でございますので、5月が一

番減便したということです。

6月に向けて飛行機が少し回復したというの

もありまして、6月15日から一部、出島便を復

活させて運行をさせていただいております。

7月1日からはさらに、増便というか元に戻し

ながら、まだ完全ではないですが、元に戻すよ

うな運行をしたいと考えております。7月以降

も飛行機の減便が続きそうな情報をいただいて

いますので、飛行機の離発着の状況に応じて対

応していきたいと考えております。

【山田(朋)委員】 わかりました。6月中旬ぐら

いから出島線も増やして、今から増えていくだ

ろうということで期待をしていきたいと思いま

す。

高速シャトルバスも、緊急事態宣言が解除さ

れて、働き方とか時差出勤とかが一部軽減され

ているのかなと思いますが、少しずつ戻りつつ

ある感じはありますか。

【濵口営業部長】 6月以降少しずつ、微増では

ありますけど、戻ってきている傾向にはござい

ます。ただ、まだ予断を許さない状況と認識し

ております。
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【山本(由)委員長】 ほかに、新型コロナウイル

ス関係で質問はありませんか。

【中村(泰)委員】 若干、議案外に近くなるかも

しれないんですが、ニモカのポイントのところ

でですね。

新型コロナウイルスの影響でということです

けれども、ポイント付与がなくなった場合、経

営的な改善が幾分か見られるかと思うんですけ

ど、それはどの程度プラスに転じるのか。スマ

ートカードの時と比べて、どの程度改善に向か

うのかというのは、今、コロナ禍で利用者が減

っている中ではあると思うんですけど、どのよ

うに分析されていますでしょうか。

【太田交通局長】 スマートカードで11％程度

をポイント付与で還元をしている金額が、大体

1億円程度ございますので、それがニモカで

9.5％還元をするとした時の試算ではですね。

ニモカの場合は全国カードでございまして、

ＪＲ系とか、ほかの全国カードを使った場合に

はポイントはつかないということで、全国的な

傾向を見て、大体、付与ポイントの半分程度が

還元をするような格好。ですから、9.5％の半分

ということで4.数％が還元をしていくような格

好になりますので、大体5,000万円程度を還元し

たとすれば5,000万円ぐらい残ってまいります

ので。

あとは、ニモカの運営に数千万円かかります

ので、非常に流動的な感じになりますけれども、

何千万円かは経営的には効果が出てくるものと

考えております。

【中村(泰)委員】 ちょっと私の理解が足りない

のか。

付与は今回、ゼロになるんですよね。11％が

ゼロになるという話だとは思うんですけど、そ

れでも半分、ＪＲ分がとかというような議論に

なってしまうんですか。ちょっとそこがよくわ

からない。

【太田交通局長】 ニモカに移行して、9.5％つ

けた時の数値をお示ししたことがありますけれ

ども、その際に、全国カードの使う比率が動い

てまいりますので、どの程度ニモカだけを使う

のかと、なかなか予測がつきがたい面がござい

ます。

ニモカだけを使えば9.5％で、スマートカード

とほぼ同じぐらいの付与になるんですけれども、

11％と9.5％ですから1％ちょっとぐらいしか

違わないんですけれども、見込みとしては、ニ

モカを使ったことによって大体5,000万円程度

を付与、還元するであろうというような予測を

立てたわけです。

そうしますと残りが大体5,000万円。それが、

ニモカを使う比率がどの程度かで変わってきま

すので、その辺はやってみないとわからない面

があるわけです。

ただ、今回の場合はニモカのシステムを使う

ことで、システムの手数料とかなんとかという

部分を少し、今のスマートカードよりも余分に

払う部分が出てまいりますので、その分を入れ

ると最大5,000万円ぐらい、残った分から手数料

とかなんとかの経費分を少し、何千万円か引く

という格好で、5,000万円からの間ぐらいの収益

の効果が出てくるであろうということでござい

ます。

【中村(泰)委員】 9.5％が維持された場合のお

話だったとは思うので、それがしばらくゼロに

なるので、もう少し利益は出てくるのかなとい

う理解でいるんです。今の9.5％の時のお話はよ

くわかりました。ただ、それが今回ゼロ％にな

るので、もう少し利益が出るのかなというふう

に思って質問をしたわけですけれども。
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【太田交通局長】 中村(泰)委員のおっしゃるよ

うに、確かにゼロに。5,000万円との差が、あと

5,000万円広がりますので、その分は効果として

多分出てくるであろうと思っております。

【山本(由)委員長】 ほかに、新型コロナウイル

スに関して質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 それでは、ほかに質問がな

いようですので、交通局関係の審査結果につい

て整理したいと思います。

しばらく休憩します。

― 午後 ２時１２分 休憩 ―

― 午後 ２時１２分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、交通局関係の審査を終了

いたします。

お疲れさまでした。

しばらく休憩します。

― 午後 ２時１３分 休憩 ―

― 午後 ２時１３分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。

今定例会で審査いたしました内容、結果につ

いて、7月1日の予算決算委員会における環境生

活建設分科会長報告及び7月3日金曜日の本会

議における環境生活建設委員長報告の内容につ

いて、協議を行います。

審査の方法についてお諮りします。

協議につきましては、本委員会を協議会に切

り替えて行うことといたしたいと存じますが、

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように進めます。

ただいまから、委員会を協議会に切り替えま

す。

― 午後 ２時１４分 休憩 ―

― 午後 ２時１４分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。

環境生活建設分科会長報告及び環境生活建設

委員長報告については、協議会における委員の

皆様の意見を踏まえ報告させていただきます。

次に、閉会中の委員会活動について協議した

いと思いますので、しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時１５分 休憩 ―

― 午後 ２時１５分 再開 ―

【山本(由)委員長】 再開いたします。

これをもちまして、環境生活建設委員会及び

予算決算委員会環境生活建設分科会を閉会いた

します。

大変お疲れさまでした。

― 午後 ２時１６分 閉会 ―
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委員長（分科会長）     山 本  由 夫

副委員長（副会長）     久保田  将 誠

署 名 委 員      徳 永 達 也

署 名 委 員      宅 島  寿 一

書  記   坂 井  文 孝

書  記   永 井  美佐子

速  記   (有)長崎速記センター
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